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要 約 

１ 研究の目的（問題の所在） 

 ICT 産業では、情報通信技術の高度化に伴って、通信と情報の伝達・提供

を融合するインターネット附随サービス業と呼ばれる分野の広がりが見られ、

中でもプラットフォーム事業の登場によってデジタルコンテンツを提供する

事業などはその参入障壁が低くなったことから、営利企業に限らず公益法人

等においても多様なビジネスモデルが展開されている。 

 法人税法上、公益法人等については、営利企業との競合性、課税の公平等

を考慮して、収益事業から生ずる所得に対してのみ課税することとしている

が、その意義や判断基準については曖昧な点が多く存在しており、公益法人

等が行うデジタルコンテンツを提供する事業等は新しい分野であることから、

これらの事業に係る収益事業の判定には更なる困難が伴う。これまで、公益

法人等が行う電子商取引としては、例えば、物品販売の受発注等をネット上

で行うなど、物理空間とネット空間の両方を用いる従来型の電子商取引がそ

の主たるものであり、これらは明確に「物品販売業」等に当たると判定でき

たことから、収益事業の判定上問題となる場面は少なかった。しかしながら、

近年多様化しているデジタルコンテンツを提供する事業等に関しては、例え

ば、いわゆる電子書籍は紙の書籍と作成する方法も異なるところ、その法的

性質はどのようなものであるか、これを出版する事業は従来の「出版業」に

当たるのかなど、ネット空間で取引されるその特性を見極め、収益事業該当

性を個別に判断していく必要がある。 

 本研究では、物理空間ではみられないデジタルコンテンツ取引の特性に焦

点を当て、その特性を有する事業の収益事業該当性について、34 種の収益事

業の範囲内にあるのか否かを中心に検討する。 

 昨今、デジタルコンテンツを配信するウェブサイト上の事業も大きく変化

し、無料視聴可能なインターネット上の放送と呼ばれるものも登場している。

このような状況に対して、インターネット上の違法な拡散防止を目的とした
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著作権法、不正競争防止法等の法令整備とともに、関係省庁によるガイドラ

イン策定も進んでいる。デジタルコンテンツを提供するサービスは、電子端

末等の普及拡大及びメディア接触時間の増大を背景に更なる活性化が見込ま

れることから、その取引を巡る法人税法上の取扱いを研究し、明確にしてい

くことには意義があると考える。 

２ 研究の概要 

（１）デジタルコンテンツ提供事業等の基礎的モデル 

 公益法人等が行っているデジタルコンテンツ提供に関連する事業の中か

ら、現実に事業として存在し、共通の理解の下に検討できる基礎的なモデ

ルを想定する。なお、コンテンツの種類等によって関係法令上の取扱いが

異なる場合があることから、本稿ではその種類を特定する場合、文字・静

止画によって構成される電子書籍を想定することとする。 

（２）デジタルコンテンツの取引に用いられる契約形態 

 コンテンツは多くの場合、著作権法が保護すべき著作物であり、その利

用に関しては著作権法上の権利処理を要する。したがって、デジタルコン

テンツの取引に際しては、売買契約とは別に著作権に関する契約が結ばれ

ていることが想定される。以下、電子書籍の例による。 

イ 著作権者と電子書籍制作事業者間の契約 

 著作権者と電子書籍制作事業者の間で用いられる典型的な契約形態は、

著作権譲渡契約又は電子出版権設定契約である。 

ロ 電子書籍制作事業者と流通事業者間の契約 

 現在のところ、電子書籍については著作物の再販適用除外制度の適用

外とされており、その流通過程においては柔軟な再販価格の設定が可能

であることから、事業者間の取引では大きく二つの契約形態が存在する。

一つは、委託販売に類似するエージェンシー契約であり、もう一つは、

卸売からの転売販売に類似するホールセール契約である。また、デジタ

ルコンテンツの利用に関しては、著作権法を基礎とする利用許諾契約の



191 
税務大学校論叢第 89 号 平成 29 年６月 

締結により、二次出版のような法形式が用いられていることも想定され

るが、契約自由の原則により、その内容にどのような権利をどのような

条件で設定するかは当事者間で定められることから、事業者間は必ずし

も画一的な権利関係にはない。 

ハ 配信サービス提供事業者と消費者間の利用契約 

 配信サービス提供事業者と消費者との間では、デジタルコンテンツの

利用に関して、利用規約又は使用許諾契約等（以下「利用契約」という。）

が結ばれている。利用契約の内容は、サービス及び権利処理等の内容に

よって必ずしも一律ではないものの、著作物の所有権は著作権者に留保

した状態でコンテンツの閲覧・視聴等のみを目的とした著作物の複製物

を使用する権利（以下「使用する権利」という。）を付与するという点で

共通している。また、そのサービス提供が著作物の複製物の売買（譲渡）

の法形式で行われているものであっても、利用契約において制限的な条

件が付されているなど、直ちに著作権法上の利用許諾に当たるとは言い

切れない場合がままある。 

（３）デジタルコンテンツ取引の法的性質 

 コンテンツの多くは著作物であり、抽象的なもの（情報）である。コン

テンツを利用する行為に関して、著作権法が直接的に関与しているわけで

はなく、あくまで当事者間の諾成契約によってその利用方法は定められる。

また、その著作権契約の性質については、利用契約等による形式的な検討

に留まらず、実際に著作物を利用する行為に著作権法上の利用行為（以下

「法定利用行為」という。）があるか否かが一次的に判断され、その利用の

目的や享受する便益など当事者に生じる効果から判断することとなる。 

 デジタルコンテンツ取引の場合、事業者間において用いられる利用許諾

契約は、著作権法によって保護されているコンテンツに関する権利の解除

とともに、当事者間の契約に沿った一定条件の下での法定利用行為に対し

て、著作権者が有するその損害賠償請求権等を行使しないという不作為義

務を約する債権付与を内容とするものと考えられる。つまり、デジタルコ
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ンテンツの取引を目的とした当事者間における法的安定を図るための権利

処理であって、いわゆる版権ビジネスと呼ばれるような、商品の製造販売

を行う権利（商品化権）の提供によって経済的利益を得るものとはその性

格を異にしている。したがって、デジタルコンテンツの取引では、当事者

間で自由に設定される権利とこれに用いられる契約形態によって事業の性

質を別異に解すべきではないと考える。 

 一方、公衆向けの配信サービスにおいては、配信サービス提供事業者と

消費者の間で利用契約が結ばれており、基本的に当該契約によって、その

事業の性質を判断することとなる。例えば、電子書籍の場合、当事者間で

結ばれる利用契約の多くは、「使用する権利」を付与するものとされており、

消費者が対価を支払って得た権利ではあるが、著作権法が保護すべき利用

方法に該当しないと考えられる。そのような「使用する権利」は他の私法

上の明示された権利にも該当せず、第一義的には当事者間の契約に基づく

債権と解される。 

（４）デジタルコンテンツ提供事業等の収益事業判定の問題点 

 昭和 25 年の法人税法改正までその事業が非課税とされてきた公益法人

に対して、収益事業課税を行うに至った理由が公益法人等と他の営利企業

との競争条件の平等化、つまり、課税の公平維持であったことを踏まえれ

ば、収益事業の判定に際しては、公益法人等が行う事業の実質的な経済活

動がどのようなものであるのかが重視されてしかるべきである。しかしな

がら、公益法人等が行う経済活動は多種多様であり、配信サービスのよう

にネットワーク通信を介して無体物を公衆向けに提供するという行為自体

が、従来の事業分類の枠に収まらず分類不能な中間領域的な産業と呼ばれ

るものもある。このようなネット空間の行為は、技術的なハードルに加え

て、その法的性質がどのようなものであるのかといった問題により、さら

に事業の性質をわかり難くさせており、そのまま、法人税法上、収益事業

判定の難しさとなっている可能性がある。 
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イ 法人税法施行令５条１項１号及びに同項４号の「通常物品といわない

もの」とは 

 収益事業として掲げられている「物品販売業」（法令５①一）及び「物

品貸付業」（法令５①四）の物品の範囲については、動植物その他通常物

品といわないものも含む（法令５①一括弧書、同項四括弧書）とされる。 

 「物品販売業」は、販売形態に着目した場合、その販売の仕方が不特

定又は多数の者に物品を販売する行為であって、小売、卸売などの別を

問わないものと概括的にいえる。公益法人等の行為について、物品の販

売形態によって対価を得るものである限り、原則として「物品販売業」

に該当することとなるが、その行為によって生じる経済的実質が明らか

に「物品販売業」と異なるものである場合にまで、法形式に従って課税

の対象とすることは適当とはいえない。また、販売客体に着目すると、

その範囲に「通常物品といわないもの」が含まれるとされているが、文

理解釈上、そもそも物品とは有体動産であって、不動産が除かれている

ことから考えると同様に無体であるものも除かれているといえなくもな

い。 

 一方、「物品貸付業」における「通常物品といわないもの」の範囲は、

上記「物品販売業」におけるその範囲と同様と考えることが妥当である

が、著作権等のいわゆる無体財産権を取り扱う行為は含まれないことが、

課税実務上、明らかにされている。 

 これらを踏まえ、「通常物品といわないもの」の範囲を広く解した上で、

「物品販売業」又は「物品貸付業」は、その範囲から著作権等の無体財

産権の提供等に当たる行為を除いた上でもなお、その範囲に無体なもの

が含まれないとは言い切れず、無体なものを不特定又は多数に販売する

又は貸付けるような行為が内在していると考えられる。そして、法律制

定時に、そのような無体なものを販売する又は貸付ける事業は存在して

おらず、具体的に想定することも難しいものであったとすれば、他の事

業と区分する必要もなかったと理解できる。 
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 したがって、配信サービスのように有形媒体に固定されていない無体

物を取り扱う行為については、その客体は物とは異なる法的性質である

ものの、それを小売する又は卸売するような販売形態に着目した場合、

法律が想定する物品販売業若しくは物品貸付業の延長線上にあると考え

られることから、ここでいう「通常物品といわないもの」にデジタルコ

ンテンツを含めて読み込む余地はあると考える。 

ロ デジタルコンテンツを貸付ける行為とは 

 無体状態にあるコンテンツについて、物（民法 85）における所有、占

有又は貸与等と同様に考えることが困難な場合がある。例えば、所有権

（民法 206）は有体物を客体として排他的に支配する権利であり、また、

著作物に働く貸与権（著作権法 26 の３）も有体物に固定された状態を

対象としていることから、デジタルコンテンツを配信提供する場合、そ

の所有等の概念とこれを販売する行為をどのように解するかが問題とな

る。一般に物品の貸付ける行為とは、物品をその利用者の管理下に移し

て利用させる行為を指し、対象物の移転が伴う行為である。一方、配信

サービスにおいて提供されるデジタルコンテンツは無体物であることか

ら、貸付けるという行為に直接的にはなじまない。しかし、当該無体物

の利用に関しては、利用契約に基づき物理空間に持ち出すことなくこれ

を利用することが前提となっているだけであって、利用者は実質的に

ネット空間でこれを管理できる状態となることから、当事者に生じる経

済的効果は物の貸付けと異なるものではないと考えられる。 

ハ 「通信業」と他の収益事業との関係 

 収益事業に該当する「通信業」（法令５①七）は、その範囲に「放送業」

を含むものとされていることから、「他人の通信を媒介若しくは介助し、

又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数の者によって直接

受信される通信の送信を行う事業」と概括的にいえる。 

 インターネットとコンテンツを融合したデジタルコンテンツ関連事業

は、多くの事業が通信行為又は放送行為によって情報を流通させている
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ことから、共通的に「通信業」の性格を有している。このような中間領

域的な事業については、法人税法上の収益事業の判定を行う際、その複

数有している事業の性質をどのように判断すべきか。この点に関しては、

「請負業」と他の事業との関係において、請負等の性質を有するもので

あっても、その事業がその性格からみて、請負業以外の特掲事業に該当

する場合、当該判定すべき収益事業において非課税事業に該当する場合

に、「請負業」にて再度判定を行うのではなく、当該事業は請負業には該

当しないものとして取り扱うことが、課税実務上、明確に整理されてい

る。そのような取扱いが為されなければ、制度として 34 種の収益事業

を特掲していることも、個別の事業ごとに置いた非課税規定の意味も失

われる。このような考え方からは、通信と情報サービスの中間領域的な

事業について、これを一律に通信業と判定することには首肯しがたく、

「通信業」と他の事業との関係を考慮する必要があると考えられる。 

 具体的には、インターネット等の通信環境への接続媒介を主たる目的

とする事業と、公衆向けにデジタルコンテンツを視聴・閲覧させる事業

は、いずれも通信業としての性格を有していると考えられる。前者は「他

人の通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供す

る事業」であり、従来の通信行為の延長上にあると考えられるが、後者

については、法的性質は放送行為そのものには当たらないが、「多数の者

によって直接受信される」公衆送信権によるコンテンツの提供事業であ

り、従来の通信又は放送の概念とも異なっており、その販売形態などに

よって法人税法上の「通信業」以外の事業に該当する可能性が考えられ

る。 

ニ 広告モデル型サービスの収益構造 

(ｲ) 収益と効用が単純に比例しない構造を持つビジネスモデル 

 ウェブサイトの特徴の一つは、目的の異なった複数の参加者から成

り立っていることであり、ウェブサイト参加者は、サービス等提供者、

消費者及び運営事業者の三者を基本とし、これに広告主等が加わるこ
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とで、収益と効用が単純に比例しない構造と分析されるビジネスモデ

ルが存在している。具体的には、一般的にサービス提供による収益は、

サービス提供時、これを享受する者から直接的に対価として支払われ

るが、サービスを享受する消費者へ課金せず、広告主からの広告収入

によって運営を行うビジネスモデル（広告モデル型サービス）である。

従来、通信と呼ばれるものの特性は限定性であり、そのような通信と

広告の親和性は、公然性を有する放送に比して決して高くないと考え

られるが、インターネットはすでに公然性を有しており、そこで展開

されるすべてのウェブサイト（情報伝達媒体）に、そのような概念を

当てはめることには違和感がある。明らかに課金モデル型サービスと

は異なる利用料金体系を実現可能とする広告モデル型サービスの経済

的合理性は、次のように考えられる。 

 総務省情報通信政策研究所によると、インターネット上のサービス

には無償で提供されているため収益と効用が単純に比例しないという

構造のものが存在しているが、サービスを無償提供することにある程

度の合理性が存在している場合があるとされる。具体的には、消費者

に無償でサービス提供するウェブサイトの構造に多面性がある場合に、

ウェブサイトの集客性は規模拡大に伴って逓増するから、集客性の増

大が消費者にもたらす効用以上に他のウェブサイト参加者への価値が

より高くなることがあると分析している。このような分析に基づき、

広告モデル型サービスの経済的合理性を考えてみると、ウェブサイト

参加者である広告主は、ウェブサイトを広告媒体として評価しており、

その実質的な価値は利用者数やアクセス数などの集客性にあるから、

ウェブサイト運営事業者にとって広告収入の増収のためには、情報伝

達媒体と広告媒体の一体性をもったビジネスモデルとして計画・構築

する必要があるものと考えられる。 

(ﾛ) 「広告モデル型サービス」における事業一体性 

 法人税法上の収益事業は対価性を要件としており、公益法人等が対
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価を得ずに行う事業は課税対象とはならないと解されている。法人税

法上の収益事業が、「継続して事業場を設けて行われるもの」（法法２

十三）を基礎的な要件とされているのは、継続企業から生じた所得、

すなわち「事業所得」について課税するという趣旨と解される。ここ

でいう事業とは、「自己の計算と危険において営利を目的とし対価を得

て継続的に行う経済活動」をいい、その事業性については、最終的に

はその経済活動の態様等の諸事情を参考として、社会通念によって決

定するしかないと考えられる。 

 つまり、収益事業とは収益性のある事業として当初から計画され、

そのような目的をもって継続される経済活動であり、その計画性につ

いては客観的に判断されるべきとされる。当初の計画が収益性を無視

したといっても、客観的に見て収益性の見込まれるものはこの要件を

満たすものであり、また、原価にも満たない対価を得ているような収

益の出ない構造の場合についても、対価性の要件に所得の安定性まで

を含むものと解することには難があるといえなくもないが、その行為

が収益性をもった目的で計画され継続して行われているかどうかにつ

いて、客観性を有した判断が為されることは前段と同様と考えられる。 

 広告モデル型サービスの場合、収益が上がる構造を持つならば、集

客性を高めるサービスの無償提供を継続しなければ、広告収入も自ず

と途絶えてしまうことから、これら一体的活動が同種の行為として継

続されることで事業性を有することは明らかである。そのような広告

型サービスは、直接の対価性がない収入であっても他の一体性を持つ

行為とともに、全体の収益で全体の経費を賄うという収益構造にある

ことから、その一体性のある収益構造によって収益性の有無が認識で

きるといえる。したがって、広告モデル型サービスは、その経済活動

に明確な関連性が認められる収益構造を持つものから直接対価性のな

い部分を除外すると、その事業の実質が不明確になり、これをもって

収益事業として課税すべきか否かの判定を行う場合、税負担の公平性



198 
税務大学校論叢第 89 号 平成 29 年６月 

などの原則に合致しない面も考えられることから、単に有償又は無償

で行われるサービスと同視することはできず、一体不可分な事業と考

えられる。 

（５）まとめ 

 電子書籍関連事業は、公益法人等が行うデジタルコンテンツ提供事業の

典型的な例である。それら事業の収益事業判定に当たっては、コンテンツ

制作事業者、流通事業者及び配信サービス提供事業者を経由する電子書籍

流通の大動脈に従って、その事業ごとの検討を行った。 

 収益事業の判定に当たっては、公益法人等が行う事業の実質的な経済活

動がどのようなものであるのかが重視されてしかるべきであり、①ネット

空間で展開する事業が共通的に有する通信業的性格から、一律に「通信業」

とすることは適当ではなく、むしろ、これを手段として何が行われている

か、その経済的実質に基づく考察が必要である。また、②ネット空間では

取引の対象物が無体のままであることが必然であって、物に働く権利と同

様に考えることに無理が生じている場合があることを念頭に、③デジタル

コンテンツの取引では、売買契約のほかに交わされる著作権に関する契約

等が当事者間にどのような経済的効果が生じさせているかによって、その

事業の性質を判断すべきと考える。 

 これらを踏まえた基礎的モデルの収益事業の判定は次の通りである。 

イ 電子書籍を制作する行為（電子出版） 

 自ら出版する電子出版行為は、文字・図画を構成要素とする著作物を

公衆に伝達することを事業目的とし、その制作過程は出版行為と重なる

ものも多く、デジタル化技術及びネット環境の向上によって、そもそも

有形媒体に固定し公衆伝達していた著作物等を無体のまま流通させるこ

とが可能になったのであって、その行為が外形的にみて「出版業」に含

まれないとする特段の理由は見当たらず、「出版業」に該当するものと考

えられる。 

ロ 電子書籍の流通過程において事業者間を媒介する行為（電子取次） 
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 事業者間では売買契約とともに結ばれている著作権の利用許諾契約は、

書籍の二次出版のような権利関係を構成するが、事業者間の取引におい

て利用許諾契約が用いられる理由は、上記（３）のように取引上の法的

安定を図るための債権の付与であるとすれば、これらの契約形態が事業

の本質までを変えるものでない限り、二次出版とは別異に解すべきと考

える。したがって、その契約によって当事者に生じる経済的効果で事業

の性質を判断すべきであり、電子取次に関しては、他の者のために商行

為の代理を行う事業、又は、自己の名をもって他の者のために売買を行

う事業であるから、法人税法上の「代理業」又は「問屋業」に該当する

と考えられる。 

ハ 公衆向け配信サービスの収益事業 

(ｲ) 消費者の手元に複製物が作成される配信サービス 

 ダウンロード方式によるデジタルコンテンツを配信するサービスは、

消費者の手元でデジタルコンテンツの有形的再製を行い、有体物と

なった状態のデジタルコンテンツを配信サービスシステムと分離し、

その消費者の管理下に移して一定条件で閲覧させるものである。その

ような行為については、上記（４）イ・ロの「通常物品といわないも

の」の検討を踏まえ、物品を消費者の管理のもとに移して利用をさせ

る物品の貸付け又は物品の譲渡といえることから、「物品貸付業」又は

「物品販売業」に該当すると考えられる。 

(ﾛ) 消費者の手元に複製物が作成されない配信サービス 

 消費者の手元に複製物が作成されないデジタルコンテンツ配信サー

ビスは、そこで用いられる契約が売買の形式であったとしても、配信

サービス提供事業者等の著作権者は何らの権利を失うことなく、サー

ビスの継続性をもって、消費者に一定条件の下でデジタルコンテンツ

を使用させるものである。そのような行為は、上記（４）ロのとおり、

実質的には物の貸付けとしての性質を有するから、「物品貸付業」に該

当すると考えられる。 
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(ﾊ) 事業者自らはコンテンツを提供しないロッカー型クラウドサービス 

 ロッカー型クラウドサービスは、消費者の利用方法を私的複製の範

囲内を越えない範囲に限定した上で、その提供するサービスシステム

を通じて自社の通信設備の一部（ストレージ等）を論理的に構成した

ロッカーを貸付けるものであるから、上記（４）ハを踏まえ、単なる

通信行為とはその性格を異にしている。サービス提供事業者と消費者

の間で用いられる契約形態は準委任契約が多いと考えられており、仮

に契約に明文規定がないような場合であっても、消費者契約法等に

よって事業者は消費者に対してその預かった情報について善管注意義

務を負っていると考えられることから、物理的な貸金庫や貸ロッカー

などを利用させる行為とも異なる性質を有している。以上のことから、

サービス提供事業者自らはコンテンツを提供しないロッカー型クラウ

ドサービスは、公衆向けにクラウド上のロッカーの利用を一定条件で

提供し、消費者の委託に基づいて無体である情報の入出力を行うもの

であり、「事務処理の委託を受ける業」を継続して行うものとして、法

人税法上の「請負業」に該当すると考えられる。 

(ﾆ) データベースサービスによるデジタルコンテンツの提供 

 基礎的モデルで想定するデータベースサービスは、インターネット

を通じて自社システムへのアクセスを許可する方法により、消費者か

らの要求に基づき、データベースを構成する情報の検索結果、編集し

た情報又は有償・無償のコンテンツなどを提供する。 

 データベースサービスは、単に通信を媒介する目的の事業ではなく、

保有する情報と体系的構成による創作性のあるデータベースシステム

を通じた情報伝達方式であるが、そのサービス提供事業者の活動には、

情報収集、加工、蓄積といった、書籍等を制作する事業と類似する経

済的活動も多く、これらによって得られた情報を構成要素に含んだ創

作性のあるデータベースシステムの維持管理を目的として、運営事業

者が消費者等からサービス利用料金を徴収していると考えられる。一
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方、消費者がデータベースサービスを利用する目的は、検索結果（コ

ンテンツ）の取得（閲覧）に他ならないから、消費者が支払う対価の

性質は情報提供料としての性格を有しており、通信回線使用料、イン

ターネット接続料など通信行為に対するものとは性質を異にしている

といえる。以上のことから、データベースサービスがデジタルコンテ

ンツ提供事業の付随行為として行われる場合を除いては、他の者の委

託に基づいて行う情報の収集及び提供等を行う「請負業」に該当する

と考えられる。 

 

 事業内容 特掲事業 

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
提
供
事
業
等 

①デジタルコンテンツ制作事業 

（電子書籍の例で判定） 
出版業 

コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
を
行
わ
な
い
事
業 

②デジタルコンテンツの流通過程において、事業者間

の媒介を行う事業 

（電子取次ぎの例で判定） 

代理業 

又は 

問屋業 

公衆向け配信等

サービス（付随

行為に該当する

場合を除く） 

③デジタルコンテンツ配信サービス 

（ダウンロード又はストリーミング

方式の例で判定） 

物品販売業 

又は 

物品貸付業 

④クラウドサービス 

（ロッカー型クラウドサービスの例

で判定） 

請負業 

⑤検索型サービス 

（自ら情報収集等を行い、これを編

集したデータベースサービスの例

で判定） 

請負業 
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はじめに 

ICT 産業(1)では、情報の伝達・提供を行うインターネット附随サービス業(2)

と呼ばれる分野が広がりを見せており、中でもプラットフォーム(3)事業の登場

により、コンテンツ(4)を提供する事業などはその参入障壁が低くなり、営利企

業に限らず公益法人等においても、新たな情報発信媒体として積極的な活用が

みられる。コンテンツ関連事業に目を向けると、現時点においてコンテンツは

アナログからデジタルへとその姿を変え、有形媒体に固定されない状態（無体

物）のまま、インターネット上で取引されるサービスの登場などにより、コン

テンツジャンルの境界はわかり難くなるとともに、従来機能していたメディア

ごと、産業分野ごとの分類では、その新しいビジネスや産業構造を捉えきれな

くなってきている。 

一方、法人税法上、公益法人等については営利企業との競合性、課税の公平

等を考慮して、収益事業から生ずる所得に対してのみ課税することとしている

                                                           
(1)  ICT（Information and Communications Technology）産業とは、①通信業、②放

送業、③情報サービス業、④インターネット附随サービス業、⑤映像・音声・文字情

報制作業、⑥情報通信関連製造業、⑦情報通信関連サービス業、⑧情報通信関連建設

業、⑨研究の９部門をいう（総務省「平成 27 年版 情報通信白書」40 頁 

（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/pdf/27honpen.pdf： 

平成 29 年６月 20 日最終閲覧））。 

(2)  インターネット附随サービス業は、「『通信業』」と『情報サービス業』の両産業の

いずれにも分類し難い中間領域的な産業の受け皿」として、2002 年から日本標準産

業分類に新設され、ショッピングサイト運営事業、ウェブ・コンテンツ提供事業等が

含まれている（総務省「日本標準産業分類の改訂について」（統計審議会答申 平成

14 年１月 11 日諮問第 268 号の答申））。 

(3)  プラットフォームとは、商品やサービス等の流通を可能とする場であり、そのよう

な ICT を利用した環境をいい、サービス等提供者が EC モールやアプリマーケット

に代表されるようなインターネット上の取引市場（e-マーケットプレイス）へ出店し、

消費者にそれぞれの商品、情報、サービス等を提供する仕組みをいう（経済産業省「プ

ラットフォームビジネスを巡る契約関係・責任関係についての検討」（産業構造審議

会情報経済分科会ルール整備小委員会（平成 24 年 12 月 21 日第 19 回）配布資料）

を参考とした）。 

(4)  コンテンツとは、さまざまな媒体上で流通する映画・音楽・ゲーム・書籍など、「動

画・静止画・音声・文字・プログラムなどの表現要素によって構成される情報の中身」

（経済産業省「技術マップ 2015（コンテンツ分野）」２頁）と説明される。 
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が、これまで公益法人等がインターネットを利活用して行う事業としては、例

えば、物品販売の受発注・決済等をネット上で行う電子商取引がその主たるも

のであり、これらは明確に「物品販売業」等に当たると判定できたことから、

収益事業の判定上問題となる場面は少なかった。 

しかしながら、近年、公益法人等が行うデジタルコンテンツを提供する事業

は、インターネットとデジタルコンテンツの特性が融合する新しい分野で展開

され、その取引は無体物を対象とし、インターネットに直結している機器シス

テム（以下「サーバ等」という。）上の行為によって成立している。例えば、著

作権法上の電子書籍（以下「電子書籍」という。）は紙の書籍（以下「書籍」又

は「紙の書籍」という。）とは提供方法が異なるところ、提供した電子書籍の法

的性質はどのようなものであるか、これを出版する事業は法人税法上の「出版

業」に当たるのかなど、これら事業に係る収益事業の判定には新たな困難が伴

う。そこで、ネット空間(5)で展開されるその仕組みに着目し、そこでは何が行

われ、何が提供されているのか、その典型的な行為の法的性質を考察した上で、

法人税法上の取扱いを検討する。なお、本稿では、現実に事業として存在し、

かつ、安定的運営がなされており、共通の理解の下に検討できるものを対象と

し、特に消費者に提供される時点で、デジタル形式となっているデジタルコン

テンツ等を直接・間接的に提供する事業（以下「デジタルコンテンツ提供事業

等」という。）を取り扱うこととする。 

デジタルコンテンツのような無体物の取引を巡っては、法人税法上の取扱い

には必ずしも明確にされていない部分もあるところ、昨今、デジタルコンテン

ツを配信するウェブサイト上の事業も大きく変化し、無料視聴可能なインター

ネット上の放送と呼ばれるものも登場している。このような状況に対しては、

インターネット上の違法な拡散防止を目的とした著作権法、不正競争防止法等

                                                           
(5)  ジェフリー･F･レイポート、ジョン･J･スピオクラ「バーチャル・バリュー・チェ

ーンの支配－等価のシナジーを生む－」（ダイヤモンド Harvard Business Review 

1996 年３月号 95-106 頁（ダイヤモンド社、1996））の中で、「デジタル化は物理市

場の空間市場化をもたらす」と主張し、物理市場におけるビジネスレイヤーの分離が、

空間市場ではより積極的に促されるという。 
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の法令整備とともに、関係省庁によるデジタルコンテンツ取引のガイドライン

策定なども進んでいる。デジタルコンテンツを提供するサービスは、電子端末

等の普及拡大及びメディア接触時間の増大を背景に更なる活性化が見込まれる

ことから、その取引を巡る法人税法上の取扱いを研究し、明確にしていくこと

には意義があると考える。 

本稿構成は、第１章において、デジタルコンテンツ及びその取引を概観した

後、公益法人等が行っている事例をもとに基礎的なモデルを想定した上で、事

業者間又は消費者との間で流通（提供）しているものを明らかにし、その法的

性質を考察する。次に第２章では、公益法人等に対する課税制度の沿革及び概

要を確認した後、収益事業の範囲を中心に法令及び課税実務上の取扱いを確認

する。そして、第３章では、前章までの考察により得られた結果から、デジタ

ルコンテンツ提供事業等の収益事業判定において問題となる事項の取扱いを整

理した後、これを踏まえ、基礎的モデルの収益事業判定を検討する。 
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第１章 デジタルコンテンツ提供事業等 

 従来、コンテンツの種類と、これを提供するためのメディア又は有形媒体の

組合せは、おおよそ固定的な関係にあったと考えられ、例えば、静止画・テキ

スト系コンテンツの一次流通メディアは新聞・雑誌などであり、二次流通市場

では書籍などとして消費者に提供されていた。近年、コンテンツをデジタル化

する技術及び通信の発達、さらに、プラットフォームサービスなどの登場によっ

て、コンテンツは配信することが主流となり、固定的であったメディアとの組

合せを越えたマルチユース(6)を拡大させている。本章では、まず、デジタルコ

ンテンツ及びその取引を概観した後、本稿は公益法人等が行うデジタルコンテ

ンツ提供事業等の収益事業該当性の研究であることから、多種多様なデジタル

コンテンツ提供事業等の中から、公益法人等が行っている事例をもとに基礎的

なモデルを想定し、事業者が他の事業者又は消費者と取引しているものを明ら

かにするとともに、その法的性質を考察する。 

第１節 コンテンツ配信を可能とする土壌 

１ 通信環境等の変遷 

一般的にインターネットを利活用したビジネスモデル又はその総称は、イ

ンターネットビジネスと呼ばれる。本格的にインターネットの商用利用が可

能となったのは 1990 年代に入ってからであり、我が国では、1993 年に商用

利用が開始されて以降、従来からのパソコン通信利用者に加えて、Windows

によって向上したユーザー・インタフェースは一般利用者を増加させていっ

                                                           
(6)  マルチユースとは、一つのソフトが内容の同一性を保持しつつ、当初想定した二次

利用以降におけるメディアとは異なる複数のメディアを通じて流通する形態をいう

（総務省 情報通信政策研究所「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調

査研究《報告書》」７頁（2016） 

（http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/servey/telecom2016/ 

2016media-soft-report.pdf：平成 29 年６月 20 日最終閲覧））。 
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た。その後、2001 年の「e-Japan 戦略」に基づき、超高速インターネットア

クセス網による通信環境が整備されるなど、インターネット上に新しいビジ

ネスが登場し、情報通信産業の大きな転換期が始まった。まず、新たなデー

タ通信事業者が現れ、電子商取引を行う大手事業者の参入が始まり、情報蓄

積等を行うデータセンターなどプラットフォームと呼ばれる事業とともに、

インターネット上でのコンテンツ配信も新たな提供方式として登場した(7)。

その後、急速に進化する情報通信技術は、その難易度と費用的な問題から一

般企業又は個人単位での開発を困難とさせる一方、これらの技術に対応した

IT 企業は、高度な問題を吸収する形でプラットフォームを提供するとともに、

情報通信分野のみならず、あらゆる分野に入り込むなど産業界の構造にも変

化を与えた(8)。 

このように、進化する情報通信技術やインターネットが持つオープン性に

起因して形成される ICT 産業の構造は、従来の通信サービス及び情報サービ

スといった枠を越えて、多種多様であり複雑なものへと変化してきている。

また、日本標準産業分類(9)では、2002 年から通信業と情報サービス業の両産

業のいずれにも分類し難い中間領域的な産業の受け皿として、インターネッ

ト附随サービス業が追加されている(10)。 

                                                           
(7)  総務省・前掲注(1)２-35 頁。 

(8)  経済産業省「通商白書 2016」127 頁 

（http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2016/whitepaper_2016.html：平成 29 年６

月 12 日最終閲覧）。 

(9)  総務省が作成する公的統計における産業分類。「事務所」（モノやサービスを生産又

は提供するところ）を経済活動別に分類するためのものであり、統計調査の結果を産

業別に表示する場合の統計基準として用いられている。 

(10) 総務省「日本標準産業分類の変遷と第 11 回改定の概要」を参考とした。また、今

回の改訂説明の中で、情報通信の高度化、サービス経済化の進展等に伴う産業構造の

変化への適合を挙げており、電気通信分野と情報処理分野の技術の革新・進展、これ

による関連産業の発展、また、国際標準産業分類（ ISIC）における情報産業

（information sector）の補助分類化などの動きからも、従来の「電気通信業」、「放

送業」、「情報サービス・調査業」等（いずれも中分類）を見直し、中分類が「通信業」、

「情報サービス業」等によって構成される大分類「情報通信業」を新設することが適

当であるとしている。さらに、情報通信の分野は多岐にわたる急速な成長が見込まれ

ること、映像、音声、文字情報制作に係る活動は、他の産業活動から生み出される情
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２ デジタルコンテンツを提供（配信）するウェブサイト 

インターネット上でのコンテンツ配信については、通常、ウェブサイト又

は電子端末搭載のアプリケーションなどを介して行われるが、そこで特徴的

な役割を果たすのがプラットフォームである。プラットフォーム事業は「グ

ループ内やグループ間の相互作用の場（仕組み）を提供する製品やサービ

ス」(11)と表現されるように、仲介、認証及び決済等の機能を備えたコミュニ

ティ環境を創出し、プラットフォーム参加者間の取引等を媒介する。通常、

プラットフォームの仕組みは、運営者自らが商品やサービスの提供者になる

ことはなく、その備える環境を場として提供するか又は商品やサービス等を

提供する他の事業者との連携によって事業として成り立つといえる。このよ

うなプラットフォームサービスの登場によって、コンテンツ提供者の初期投

資費用は低く抑えられ、様々な事業形態での新規参入を可能としており、例

えば、潜在的なニーズはあるが低利益などのリスクが伴うため、大手企業が

ビジネスの対象としないような市場にも、ビジネスチャンスが広がっている。 

なお、本稿では特にプラットフォームとして説明を要する場合を除き、プ

ラットフォームの本質は複数の第三者が集合したウェブサイト (12)であるこ

とから、単にウェブサイトと呼ぶこととする。このウェブサイトで行われる

サービス(13)の一つが、デジタルコンテンツを配信するサービスであり、販売

用店舗も有形媒体も不要であるという手軽さから、従来、コンテンツビジネ

                                                                                                                             
報の生産活動と分類することが難しくなること等から、今後、さらなる検討が必要で

あるとしている（総務省・前掲注(2)）。 

(11) 富士通総研・早稲田大学ビジネススクール根来研究室編著『プラットフォームビ

ジネス最前線』17 頁（翔泳社、2013）。 

(12) 森亮二「プラットフォーマーの法律問題」NBL1087 号５頁（商事法務、2016）。

このようなタイプは、特にマッチング型プラットフォームと呼ばれ、目的の異なるプ

ラットフォーム参加者間の媒介を行う。 

(13) ウェブサイト運営者、サービス等の提供者、消費者の三者間において、それぞれ

法的関係が存在する。ただし、SNS、掲示板、ブログなどのいわゆるソーシャルメディ

アの形態を取るプラットフォームについては、消費者（投稿者）による投稿及びコメ

ント等そのものがコンテンツであり、これを閲覧するのも立場を入れ替えた消費者自

身（閲覧者）であることから、一般にウェブサイト運営者、投稿者、閲覧者の三者間

での契約関係はみられない上、一般に利用に関しては無償である。 
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スを行っていなかった事業者及び公益法人等の事業参画がみられる。 

３ 多様化する配信サービスの分類 

一般的にコンテンツとは、さまざまなメディア上で流通する映画・テレビ・

音楽・ゲーム・書籍など、「動画・静止画・音声・文字・プログラムなどの表

現要素によって構成される情報の中身」などと説明される(14)。また、印刷物

などの有形媒体（以下「アナログ媒体(15)」という。）に記録するコンテンツ

（アナログデータ）に対して、CD-ROM、DVD、HDD といったデジタルデ

ータがそのまま記録できる媒体（以下「デジタル媒体」という。）へ固定する

ためにデジタル変換されたコンテンツを特にデジタルコンテンツという。コ

ンテンツのデジタル化は、前述した通信環境が整うより早期に実現しており、

例えば、出版に関しては、1980 年代に入り、写植はコンピュータを利用した

電算写植システムに切り替わり、書籍組版にも本格的に導入されるように

なった。1980 年代半ばには、パソコンを利用して出版物を制作するシステム

で DTP(16)システムが普及し、大規模な設備を必要としていた出版行為が卓

上化され、この頃から電子データでの入稿が行われるようになった(17)。なお、

コンテンツは次のように分類される場合がある。 

                                                           
(14) 法律上の意義としては、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律２

条１項（コンテンツ促進法）において「映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニ

メーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作もしくは映

像もしくはこれらを組み合わせたもの、またはこれらに係る情報を電子計算組織を介

して提供するプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果が得られるよ

うに組み合わせたものをいう）であって、人間の創造活動により生み出されるものの

うち、教養又は娯楽の範囲に属するもの」と規定されている。 

(15) 紙などの印刷媒体、書籍、新聞等、さらに銀塩写真、フィルム、音声テープなど

もアナログ媒体である。 

(16) DTP（desktop publishing）とは、「パーソナル-コンピューターなどを使用して、

原稿作成・編集・印刷を行い、書籍や雑誌などの出版物を作成すること」をいう（新

村出『広辞苑〔第六版〕』1900 頁（岩波書店、2008））。 

(17) 一般社団法人日本書籍出版協会「日本雑誌協会 日本書籍出版協会 50 年史 Web

版」236-243 頁（http://www.jbpa.or.jp/nenshi/：平成 29 年６月 20 日最終閲覧）を

参考とした。 

http://www.jbpa.or.jp/nenshi/
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（主なコンテンツの分類） 

① コンテンツ区分 

 テキスト型（文章・静止画）、動画型、音楽・音声型、ゲーム型、複

合型（広告他）など。 

② 情報の中身 

 映画、音楽、演劇、文芸、写真、放送、漫画、アニメーション、ゲ

ーム、書籍、ソフトウェアなど。 

③ 頒布（配信）方法 

 パッケージ型、配信型（スタンドアロン利用（ダウンロード方式等））、

配信型（オンライン利用（ストリーミング方式等））、上映・上演、公

共・有料放送、広告など。 

2015 年のコンテンツ産業の国内市場規模は約 12 兆円、コンテンツ別では

映像系（映画、動画等）、テキスト系（書籍、雑誌、新聞等）の両分野で全体

の約 70％を占めている一方で、流通している情報の表現要素が既存の枠組み

に収まりきらない複合型（インターネット広告等）と呼ばれるものが登場し

ている(18)。コンテンツ市場では、物理的空間で行っていた取引の一部をネッ

ト空間で実現する、いわば中間的な販売形態をとっていた従来型の電子商取

引とは異なり、その取引のすべてをネット空間で完結させるサービス（以下

「配信サービス」という。）が主流となりつつある。デジタルコンテンツを巡っ

ては、コンテンツ制作、販売用データ加工、流通サービス及び配信サービス

などを行う事業が考えられるところ、特に消費者との接点を持つ配信サービ

スは、次のような分類要素の組合せによって多様化する現況にある。 

（デジタルコンテンツ配信サービスの分類） 

① 運営目的等 

② ビジネスモデル 

③ サービス提供期間 

                                                           
(18) 経済産業省「デジタルコンテンツ白書〔2016〕」９-52 頁（一般財団法人デジタル

コンテンツ協会、2016）を参考とした。 
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④ 技術的な提供方式等 

⑤ コンテンツの種類 

⑥ 消費者又は事業者へ提供するもの 

①については、公益法人等が自らの目的を達するために、公衆向けに情報

発信する場合のほか、例えば、会員相互の情報交換の場とすることを目的に

ウェブサイトを開設する場合、あるいは、後述する広告モデルのようなウェ

ブサイトとして成熟していくことを目的とする場合など様々である。 

②については、配信サービスを享受する者へ直接課金するビジネスモデル

以外に、インターネット上のサービスには「無償で提供されているため、収

益と効用が単純に比例しないという構造」(19)が存在しており、その典型的な

例として広告モデルが挙げられる。 

③については、配信サービスではサービス期間又は期限がないものが多々

見受けられる。 

④については、サービス形態を特徴的なものとする技術的要素であり、例

えば、専用端末の要否、情報伝達方式、データファイル形式、コピー防止機

能等の保護及びコンテンツの保管・管理方法などである。 

⑤については、情報の中身などによって分類されるコンテンツの種類を基

本として、デジタルデータで表現され、かつ、ネット上を流通することが可

能なもの、例えば、文章、音楽、データベースなどである。その分類によっ

て法令上の取扱いが異なる場合は少なくない。 

⑥については、事業者間で取引されるもの、消費者へ提供されるものであ

るが、有体物以外のものであり、②から⑤までの要素によって構成されるサ

ービスの仕組みと、そこで用いられる契約形態などからその法的性質は把握

されるものと考えられる。 

                                                           
(19) 総務省 情報通信政策研究所 情報通信学会第 27 回全国大会（平成 22 年６月 27

日） 渡辺智暁=庄司昌彦=井上明人=山内真由美「消費者生成型メディアと収益構造

に関する考察」１．はじめに（2010） 

（ http://www.soumu.go.jp/icp/chousakenkyu/data/research/survey/telecom/2010/2

010-g-0627-a.pdf：平成 29 年５月 18 日最終閲覧）。 
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第２節 デジタルコンテンツの法的性質 

 インターネットを利活用した新たな事業は、インターネットのオープン性の

恩恵を受け、営利企業のみならず公共法人及び公益法人等においても積極的に

行われている。そのような中、ネット空間におけるデジタルコンテンツの取引

は、課税上、新たな問題を生じさせていて、直ちに対応を要する状況にあると

は考えにくく、むしろ、多様なビジネスの創出は新たな消費を呼び起こしてい

る。本節では、公益法人等が行っている多種多様な事業例から、デジタルコン

テンツ取引の特性に焦点を当てた典型的な基礎的なモデルを想定し、デジタル

コンテンツの法的性質を検討する。 

１ デジタルコンテンツ提供事業の基礎的モデル 

（１）公益法人等が行うデジタルコンテンツ提供事業等 

 電子書籍に関する事業を行っている公益法人等があるところ、公益法人

等が行っているデジタルコンテンツに関連する事業としては、書籍、学術

専門書及び論文など、いずれも専門性が高いテキスト型コンテンツを取り

扱うものが多くみられる。公益法人等は自社ウェブサイト又は他社が運営

するモール型のウェブサイトなどを通じて、これらデジタルコンテンツを

有償又は無償で提供している。また、ソーシャルメディア(20)を利活用した

コミュニティサービスでは、公益法人等はその仕組みとしてネット上の言

論・非言論空間を創出し、参加者（消費者）同士の繋がりを促進している。

コミュニティサービスでは、利用（提供）者がコンテンツを生成・提供し、

利用（消費）者間で共有するというサービスのほか、例えば、地域 SNS

は地域密着型の生活情報交換の場であるが、多数の利用者が参加すること

で物の多様な貸し借り又は交換の可能性が広がり(21)、プラットフォームの

                                                           
(20) ソーシャルメディアとは「インターネットを利用して誰でも手軽に情報を発信し、

相互のやりとりができる双方向メディア」（総務省・前掲注(1)199 頁）をいう。 

(21) これを仲介する新たな活動は「シェアリング・エコノミー」と呼ばれる。「シェア



215 
税務大学校論叢第 89 号 平成 29 年６月 

新しいビジネスモデルとなっている(22)。これらの運営事業体は、NPO 法

人、営利法人が数多くを占めるがその規模は大小様々であり、その対象分

野も趣味・興味関係、状況限定・相談関係、ビジネス関係と多様な状況に

ある(23)。このような公益法人等の経済活動は、今日の技術的革新のみに起

因したものではなく、人々の価値観、ライフスタイルといった変化や、国

際化等の社会の構造的な変化に基づくものであり、以前に比べると営利事

業と非営利事業の境界はわかりづらくなっていると考えられる。 

（２）基礎的モデル 

 公益法人等が行っているデジタルコンテンツ提供に関連する事業の中か

ら、特に消費者に提供される時点で、デジタル形式となっているデジタル

コンテンツを直接・間接的に提供する行為を中心として、現実に事業とし

て存在し、かつ、安定的運営がなされており、共通の理解の下に検討でき

るものを基礎的なモデルとして想定する。また、コンテンツは、その種類

によって関係法令上の取扱いが異なる場合があることから、基礎的モデル

ではその種類を特定する場合、文字・静止画によって構成される電子書籍

を想定することとする。 

イ 電子書籍関連事業の概要 

 我が国では、書籍(24)などを電子化し専用の電子端末で読むようになっ

                                                                                                                             
リング・エコノミー」とは、典型的には個人が保有する遊休資産（スキルなど無形の

ものも含む）の貸出しを仲介するサービスであり、借主は対象となるものを所有する

ことなく利用する。このサービスでは信頼関係の担保が必須であるが、その関係構築

にソーシャルメディアの特性である情報交換に基づく緩やかなコミュニティの機能

を活用することができる（総務省・前掲注(1)200 頁）。 

(22) 総務省・前掲注(1)200-207 頁。 

(23) 『業種別業界情報〔2016 年版〕』300-301 頁（経営情報出版社）。 

(24) 書籍とは、一般に「書物。本。図書。」（新村・前掲注(16)1413 頁）と説明される。

特に租税法及び私法上に書籍を定義した規定は見当たらないが、1964 年ユネスコ総

会にて採択された勧告によると「図書とは、国内で出版され、かつ、公衆の利用に供

される少なくとも 48 ページ（表紙を除く。）以上の印刷された非定期刊行物をいう」

とされる（「図書及び定期刊行物の出版についての統計の国際的な標準化に関する勧

告（第 13 回ユネスコ総会）和文」（1964） 

（http:www.mext.go.jp/unesco/009/004/007.pdf：平成 28 年 12 月 19 日最終閲覧）。 



216 
税務大学校論叢第 89 号 平成 29 年６月 

て、これを電子書籍と呼ぶようになり、その後、最初の電子書籍元年と

いわれる 1999 年、出版業界を中心に電子書籍コンソーシアムが設立さ

れ、電子書籍という用語が使われはじめた(25)。近年では電子書籍という

用語は頻繁に使用されているが、書籍に対しての位置関係や電子書籍に

含まれる範囲、具体的なデータファイル形式など、共通の理解を得るた

めの確定的な定義の存在は確認できず(26)、情報産業分野における統一的

な定義も見当たらない。法令において、電子書籍に関して直接的に定義

されているものはないが、著作権法では平成 26 年改正において、従来、

紙の書籍のみを対象としてきた出版権について、その対象を電子書籍に

も広げるとともに、新たな公衆伝達手段としてインターネット配信が規

定された。つまり、著作権法上の電子書籍とは、記録媒体による頒布と

配信により公衆伝達されるものであることから、アナログ媒体（紙）を

使わずに、デジタル機器（ディスプレイ表示）で読むことができる書籍

をいうものといえる。 

 次に電子出版活動の概要については、その制作過程においては紙の出

版活動と重なる部分が多い。紙の書籍出版活動は概ね次のとおりであ

る(27)。①情報の収集、②企画の立案・決定、③原稿の執筆依頼、④原稿

                                                           
(25) 前掲注(17)。 

(26) 「電子書籍」の定義については、そのような共通の理解は電子書籍に関する事業

者間でもないことから、例えば、公正取引委員会が行った電子書籍市場に関する研究

報告書の中では、当該研究・報告における電子書籍の条件として、①既存の書籍や雑

誌に代わる文字や図画情報であること、②電子情報として情報通信網を通じて有料で

提供されるものであること、③電子端末（パソコン、携帯電話（スマートフォン含む）、

電子書籍専用端末、タブレット等）により閲読されるものであることのすべてを満た

すこととしている。したがって、インターネット上のブログ、CD-ROM に収められ

て販売されているもの（辞書。自書等）、無償で入手できるもの（青空文庫、オンラ

インカタログ）などは含まれていない（公正取引委員会 競争政策研究センター「電

子書籍市場の動向について」４-７頁（2013） 

（http://www.jftc.go.jp/cprc/reports/index.files/cr-0113.pdf：平成 29 年６月 16 日最

終閲覧）を参考とした）。 

(27) この点に関しては、公益社団法人著作権情報センターHP「文化庁著作権審議会第

８小委員会（出版者の保護関係）中間報告書」（昭和 63 年３月） 

（http://www.cric.co.jp/db/reports63_10/s63_10_main.html：平成 28 年 12 月 22 日
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の整理、⑤組方・体裁決定、⑤校正、これらと並行して、写真・イラス

ト・解説・年表等の検討・準備、さらに宣伝・販売計画の立案・決定が

なされる。これらによって制作された原データに対して、印刷・製本に

向けた編集が行われた後、印刷事業者へ印刷用データとして引渡す。一

方、電子出版活動においても、原データのままでは電子書籍商品として

提供できないため、原データに対して著作権などのデジタル処理を含む

電子書籍化を行い、さらにそれぞれの電子書店（配信サービス）に適合

させるためのデータ加工等を経て消費者へ提供される。 

 電子書籍の販売については、電子取次と呼ばれる電子書籍の卸売事業

者等を通じて電子書店から販売する一般的な形態のほか、電子書籍制作

事業者が自らのウェブサイト上にて販売するなど、それぞれ事業者の事

情に応じて柔軟な流通形態がとられている。 

 電子取次とは、電子書籍制作事業者と配信サービス提供事業者の中間

にあって、流通機能を持つ事業であり、出版事業以外では問屋に類似す

る。電子書籍制作事業者が電子取次を介して、配信サービス提供事業者

と取引する理由としては、仕入れ及び販売の商流機能及び決済など金融

機能、電子書籍特有の書誌情報などメタデータを含む電子データの授受、

さらに電子書籍化まで行うことなどを委託できることにある。ただし、

無体物の取引であることから、在庫を持たず、物流、配本といった従来

の取次が行うコントロール機能はない(28)。 

ロ 電子書籍関連事業を主とする基礎的モデル 

 ここまでの考察に基づき、電子書籍関連事業を主とする基礎的モデル

                                                                                                                             
最終閲覧）を参考とした。 

(28) 文化庁文化審議会著作権分科会出版関連小委員会第３回配布資料「日本の電子出

版市場及び制作流通の動向について」（2013） 

（http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/shuppan/h25_03/p

df/shiryo_2.pdf：平成 29 年６月 16 日最終閲覧）、公正取引委員会・前掲注(26)４-７

頁、一般社団法人日本電子出版協会 HP「電子書籍取次」 

（http://www.jepa.or.jp/ebookpedia/201511_2714：平成 29 年１月 17 日最終閲覧）

を参考とした。 



218 
税務大学校論叢第 89 号 平成 29 年６月 

の構成要素を以下のように設定する。具体的には、コンテンツ制作、デ

ータ加工、電子取次及び配信サービス提供と大別されるところ、特に多

様化している配信サービスについては、提供しているものや提供方式等

を構成要素に加える。また、コンテンツの制作から販売までの過程にお

ける事業者間の取引については、実際の事業者間の契約内容及びシステ

ム間連携の仕様等が公開されておらず、一定の想定の下で仮定し、これ

を前提とせざるを得ない部分があることをお断りさせていただきたい。

なお、ここでは構成要素の列挙のみとし、後述する基礎的モデルを用い

た考察（第３章）の中でその捕捉説明を行うこととする。 

(ｲ) 電子書籍の制作から配信までの過程 

 電子書籍の制作から配信までの過程を大きく分類すると、次のよう

になる。 

Ａ コンテンツ制作（企画、執筆依頼、原稿入手及び制作等の電子出

版） 

Ｂ データ加工（電子書籍化、配信用データ作成(29)） 

Ｃ 取次（電子取次） 

Ｄ 販売（配信サービス） 

(ﾛ) 公衆向けの配信サービス 

Ａ サービス提供期間 

(A) 利用契約にサービス提供期間又は使用有効期限などがある 

(B) 利用契約に期間の定めがない又は期間設定に関する条項がない 

Ｂ 消費者に提供しているもの又はサービス 

(A) 著作物の複製物 

                                                           
(29) 電子書籍のデータ構造は、パブリックな形式から専用端末の仕様に依存する独自

性の高い形式まで複数存在しており、制作に至るまでの過程もそのまま紙媒体の書籍

をスキャンすることでデジタル変換した比較的容易なものから、デジタルコンテンツ

の特性を生かした機能（インタラクティブ構造など）及び表現方法（音声・映像・ア

ニメーションなど）を含むものまで多種多様である。例えば、EPUB、PDF、XMDF、

ドットブック、AZW などのデータ形式が挙げられる。 
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(B) 著作権法上の利用許諾（法定利用行為） 

(C) 著作物の複製物を使用する権利（法定利用行為以外の使用行為） 

(D) 著作物（暗号化情報）と当該暗号化情報へのアクセス・キー（復

号） 

Ｃ 提供方式等 

(A) ストリーミング方式 

(B) ダウンロード方式 

(C) クラウドサービス(30)（ロッカー型クラウドサービス(31)） 

ａ コンテンツ・ロッカー型サービス（サービス提供者が提供す

                                                           
(30) ここではクラウドコンピューティングの技術を用いたサービス提供のことをいい、

機器設備、ストレージ、又はソフトウェア等をインターネット経由で利用させるサー

ビス形態と理解願いたい。なお、クラウドコンピューティングについて、画一的に定

まった概念を示すことは難しく、また、クラウドコンピューティングといっても、技

術的な観点から捉えるか、サービス提供の観点から捉えるかで定義の仕方も変わるこ

とから、その概念は包括的に定まるものでもないとされている（平成 23 年度文化庁

委託事業「クラウドコンピューティングと著作権に関する調査研究報告書」８頁（三

菱 UFJ リサーチ&コンサルティング、2011） 

（http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/cloud_computing_houkoku.pdf））。その

ような中、従来型の様々なサービスを時流にあわせてそのような総称として、いわゆ

る「クラウドサービス」と呼ばれているものによる取引については、、関係法令等の

整備は今も継続検討中である。 

(31) 文化庁調査研究委員会による報告書では、既に行われている各種クラウドサービ

スについて、海外事例なども踏まえた次のような類型化を行っている（文化庁・前掲

注(30)９頁）。 

Ａ コンテンツ・ロッカー型サービス 

 コンテンツ・ロッカー型サービスとは、特定の種類のコンテンツに特化して、自ら

の様々な電子端末等において、いつでもどこでも利用可能とするようサービス設計さ

れていることに特徴があり、先行的に音楽をコンテンツとするサービスが行われ、近

年では電子書籍サービスなどにも標準的に組み込まれている。 

Ｂ 汎用・ロッカー型サービス 

 消費者が、自ら保有する様々な電子ファイルをクラウド上（管理するサーバ上の区

画）へアップロードすることにより、当該消費者が保有する複数の電子端末等で利用

することを可能とするサービスである。なお、コンテンツの種類及び電子ファイルの

形式等は問わずに利用す可能としており、サービス提供事業者はアップロードされる

電子ファイルには関与しない。 

Ｃ アプリケーション提供型サービス 

 消費者が、クラウド上にあるアプリケーションを実行する権利を購入し、当該アプ

リケーションをクラウド上で実行できるようにするサービスである。 

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/cloud_computing_houkoku.pdf
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る電子書籍のみを対象） 

ｂ 汎用・ロッカー型サービス（消費者が保有するデジタルコン

テンツを対象） 

(D) データベースサービス 

Ｄ ビジネスモデル 

(A) 個別課金モデル（配信サービスを行い、電子書籍１件ごとに課

金） 

(B) 定額課金モデル(32)（配信サービスを行い、一定期間について定

額課金） 

(C) 広告モデル（同一ウェブサイト上で行われる無償配信サービス

と有料広告掲載） 

２ デジタルコンテンツ取引の契約形態及び法的性質に関する考察 

前述のとおり、コンテンツはアナログからデジタルへとその姿を変えたが、

そのコンテンツの多くは著作権法が保護すべき対象（著作物）である。従来、

有形媒体に化体していた著作物の権利関係については、有形媒体の使用方法

等によってその権利が保護されてきた部分もあることから、著作物の利用に

関しての権利関係を強く意識する場面は多くはなかったかも知れない。しか

しながら、有形媒体から分離し、無体に帰したデジタルコンテンツを無体物

のまま提供する場合、その権利関係が売買契約に対してどのような影響を及

ぼすものであるかは、事業の性質を判断する上で重要である。本節では、デ

ジタルコンテンツの取引を巡る関係法令等の基本的な取扱いを確認した後、

著作権者、事業者及び消費者の間で用いられる契約形態に着目し、その取引

されているものの法的性質を考察する。 

                                                           
(32) 配信事業者を通じて電子書籍を配信する場合、利用料金は消費者から配信事業者

へ支払われるが、定額制の場合、サービスに登録されている複数の電子書籍について、

その個々の利用頻度に応じて、配信事業者から電子書籍制作事業者へ支払われるもの

と考えられる（経済産業省「出版物の流通促進に向けた契約の在り方に関する調査事

業〔平成 26 年度〕」８-26 頁を参考とした）。 
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（１）デジタルコンテンツを巡る法的環境等 

 デジタルコンテンツの法的性質を理解するに当たって、重要な法律であ

る著作権法(33)の取扱いを中心に概観する。以下、コンテンツを特定する場

合には、ここまでの考察と同様に電子書籍を取り上げる。 

イ 著作権法 

 著作権法上、著作物の利用行為とは、同法 21 条ないし 28 条に限定的

に列挙された行為(34)（以下「法定利用行為」という。）をいうから、こ

れらに及ぶ権利（以下「著作権の支分権」という。）の集合体を著作権（著

作財産権）ということができる。つまり、著作権法は、「著作物の複製・

翻案(35)とそれの公衆への提供・提示を中心に構成されており、著作物の

使用一般（読む、見る、聞く等）を禁止するものではない」(36)から、著

作物を使用するすべての行為に及ぶわけではない。また、近年、その対

応が注目されていた電子書籍については、文化審議会著作権分科会出版

関連小委員会での議論を経て、電子書籍の流通と利用の円滑化及び効果

的な海賊版対策などの観点から、平成 26 年改正において、出版者への

権利付与等、その出版権の整備が行われている(37)。 

                                                           
(33) 現在の著作権法については、「ディジタル技術の発達によって権利者と著作物のあ

り方が多様化したために、きわめて精緻なものになってしまった」とも言われる（名

和小太郎『ディジタル著作権 二重標準の時代へ』「はじめに」（みすず書房、2004））。 

(34) 著作権法 21 条ないし 28 条に掲げる著作財産権とは、①複製権、②上演権及び演

奏権、③上映権、④公衆送信権等、⑤口述権、⑥展示権、⑦頒布権、⑧譲渡権、⑨貸

与権、⑩翻訳権及び翻案権等の二次的著作物の創作権、⑪二次的著作物の利用権利を

いう。 

(35) 翻案とは、一般的には「前人の行なった事柄の大筋をまね、細かい点を変えて作

り直すこと。特に、小説・戯曲などについていう」（新村・前掲注(16) 2611 頁）とさ

れるが、著作権法上では「脚色・映画化等により、原著作物の内面的な表現を維持し

つつ、外面的な表現を変えることを指すと通常は言われている」（中山信弘『著作権

法〔第２版〕』154 頁（有斐閣、2014））。 

(36) 中山・前掲注(35) 653 頁。 

(37) 「文化審議会著作権分科会出版関連小委員会報告書」（平成25年12月）によると、

その際の考え方として、「電子書籍と紙媒体の出版物の違いや電子出版の特性等を踏

まえて検討することが必要である」としながら、「特段両者に違いがない部分につい

ては、現行の出版権と同様に整理することが適当」であるとの考えに至っている。 
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(ｲ) 著作権の譲渡 

 著作権は財産権であり、土地などの所有権と同様、その全部又は一

部を譲渡又は再譲渡したり相続することが可能であり、「現に情報化社

会における重要な経済財であるデジタルコンテンツの中核的存在と

なって〔おり〕」(38)、その譲渡は準物権的行為である。著作権を包括

的に譲渡することも可能であるが、著作権法 61 条１項は、一部譲渡

が可能であることを明記しており、著作権の支分権ごとのほか、内容、

場所、時間の制限付き移転、さらにもっと細かい分割を行い譲渡する

ことが可能である(39)。一方、所有権とは、物の所有者が「法令の制限

内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利」（民

法 206）をいい、有体物に化体している著作物に内在する著作権とは

異なった法的性質である。例えば、著作物の複製物を有形媒体に固定

した商品（以下「パッケージ型商品」という。）を販売（譲渡）する場

合、当該有形媒体の所有権は移転するが、無体物である当該著作物の

著作権まで譲渡されることはない。そのため、著作権の移転を伴う売

買契約を結ぶ際には、別途、著作権の譲渡又は利用許諾が必要となる。 

(ﾛ) デジタルコンテンツの利用許諾 

 著作権者は、著作権を譲渡する以外に、著作権の対象である著作物

の利用を許諾することが可能である（著作権法 63）。通常、著作物の

法定利用行為に関しては、利用許諾契約(40)が結ばれていると考えられ

るが「利用許諾は諾成契約であり、黙示の契約ということもあり得

る」(41)とともに、デジタルコンテンツに関する実際の契約は、著作物

の複製物に対する利用許諾ということになろう。そして、著作権が対

                                                           
(38) 中山・前掲注(35)413 頁。 

(39) 中山・前掲注(35)414-415 頁。 

(40) ここでいう利用許諾契約とは、著作権法に定められている著作物の利用許諾方法

を内容とするものであり、著作権者は他に利用許諾をしないという特約を付けること

も可能である（中山・前掲注(35)427 頁）ことから、独占的な利用許諾契約と非独占

的な利用許諾契約がある。 

(41) 中山・前掲注(35)425 頁。 
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象とする「情報の特性からは著作権の実体は禁止権」(42)であるから、

利用許諾によってこれを解除し、著作権者が契約相手に対してその有

する損害賠償請求権等の権利を行使しないことを約するもの（契約に

よる債権的利用権）であって、契約自由の原則の下で結ばれる当事者

間の契約に、これを用いることが可能である旨を著作権法 63 条１項

の規定で明示にしたにすぎないとされる(43)。 

Ａ デジタルコンテンツを複製する行為等（複製権・公衆送信権） 

 デジタルコンテンツをデジタル媒体に複製する行為は複製権の行

使に該当し、これを公衆へ伝達する行為には公衆送信権(44)（送信可

能化(45)）（著作権法 23）が働くこととなる。著作権法では、複製と

はどのような方法であれ、著作物を有形物に再製すること（著作権

法２①十五）をいい、「著作者がその著作物の有形的再製に関し排他

的権利を有することを定めて」(46)いる（著作権法 21）。例えば、消

費者がウェブサイトからデジタルコンテンツをダウンロードする場

合、当該消費者の電子端末等の内部に複製物を作成することから、

当該行為は複製権の行使に該当するとともに、著作権者から当該消

費者へ複製権の許諾(47)があったと考えられる。なお、著作権法上、

                                                           
(42) 中山・前掲注(35)425 頁。 

(43) 中山・前掲注(35)425 頁。 

(44) 公衆送信とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線

電気通信の送信を行うことをい（う）」（著作権法２①七の２）。 

(45) 送信可能化とは、「サーバー等の『自動公衆送信装置』を利用して情報を、公衆か

らのアクセスに応じて送信されるようにするため、ネットワークに接続されている

『自動公衆送信装置』に情報を『蓄積』（いわゆるアップロード）・『入力』（ウェブキャ

ストなどの蓄積を伴わない場合）等することや、既に情報が「蓄積」・「入力」されて

いる『自動公衆送信装置』をネットワークに接続することをい」う（著作権法２①九

の五）（文化庁ホームページ「著作権なるほど質問箱」-「送信可能化」 

（http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/ref.asp：平成 29 年２月 28 日最終

閲覧）参照）。 

(46) 加戸守行『著作権法逐条講義〔三訂版〕』169 頁（著作権情報センター、2000）。 

(47) 「他人の利用行為に承認を与える行為を『許諾』という用語を用いて著作権者の

権能として定め･･････許諾というのは、他人が自己の著作物を利用する行為を正当化

する意思表示であり･･････著作物の譲渡とは異なり、許諾を得た者に著作物を利用し
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著作者に公衆送信権を与えているが、あくまで送信者の行為が公衆

送信権の行使に当たるのであって、受信者の行為に当該権利は働か

ない。 

Ｂ パッケージ型商品を譲渡又は貸与する行為（譲渡権・貸与権） 

 譲渡権（著作権法 26 の２）とは、著作物（映画以外）の原作品

又は複製物について、公衆への販売その他の譲渡を許諾する排他的

権利をいい、最初の適正な譲渡行為によって消尽する(48)。例えば、

著作物（複製物）の販売を行う目的で著作物の複製権の許諾を得て

いたとしても、公衆への提供には譲渡権の許諾が必要となる。一方、

有体物に固定された著作物を公衆向けに貸付けることは、貸与権の

行使に該当する（著作権法 26 の３）。しかし、著作物自体は無体の

情報であり、有形媒体に固定されていない無体物を貸与する行為の

理論的説明は浮かばず、無体物に貸与という概念は直接的になじま

ない。したがって、貸与権は、著作物の複製物の貸与という有形財

産の取引行為に及ぼす規定とされている(49)。このように、本来、貸

与とは有体物に及ぶ行為であることから、例えば、パッケージ型商

品については、貸与権の許諾を受けた上でこれを行使することは可

能である。 

 しかしながら、配信型のデジタルコンテンツは無体であるから、

著作権法上の譲渡権又は貸与権は働かない。サーバ等に置かれたそ

の複製物を利用する自動公衆送信行為には、貸与という契約形態が

                                                                                                                             
得る債権的な地位を認めることであ〔る〕」（加戸・前掲注(46)361 頁）。 

(48) WIPO 著作権条約６条(2)では、いわゆる「国際消尽」の考え方の採用は加盟各国

に委ねられている。我が国の著作権法では、「権利の対象となっている知的財産権が

化体している『物』に関する限り、第一譲渡によりもはや権利行使は認めないという

ドクトリンであり、条文上の根拠はなくとも、流通の確保という観点から当然のこと

として理解されている。しかし著作権に関する全ての権利が消尽原則に服するもので

はなく、例えば貸与権は消尽したのでは意味がなくなるため、消尽しないと解されて

いる」（中山・前掲注(35)270-271 頁）。 

(49) 加戸・前掲注(46)196-197 頁。 
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用いられていたとしても、前述Ａのとおり、著作権法上、貸与権で

はなく公衆送信権が働くこととなる。このように、有形媒体に固定

した著作物の複製物の貸付ける行為と、デジタルコンテンツを配信

にて提供する行為では、著作権法上の取扱いは必ずしも一致しない。 

(ﾊ) 電子出版権 

 出版権とは、著作権（複製権、公衆送信権等）を有する者と、一定

の行為を引き受ける者(50)（著作権法 79①）との契約により成立する

権利である。出版権には、平成 26 年の著作権法改正によって、従来

からの著作物(51)を紙媒体によって頒布する行為（以下「出版行為」と

いう。）に加えて、記録媒体による頒布が含まれることとされ、出版行

為とは別に電子出版行為が追加された（著作権法 80①一、二）(52)。

つまり、出版行為は、著作物を何らかの方法により有形媒体へ固定化

する必要があり(53)、その有形媒体の範囲を紙に限定することなく、

CD-ROM 等のデジタル媒体を含めることでその範囲が広げられた。

これとは別に、公衆送信権者が設定する権利として、現実的には電子

書籍に特化した配信サービスによる提供方法（以下「自動公衆送信行

                                                           
(50) 一定の行為を引き受ける者とは、「紙媒体による出版や CD-ROM 等による出版」

（出版行為）又は「記録媒体に記録された著作物の複製物を用いてインターネット送

信を行うこと」（公衆送信行為）を引き受ける者をいう。 

(51) 著著作物を固定する（した）媒体には所有権が働き、著作物に働く著作権との関

係が問題となる。この点に関しては、「著作物は観念的な存在であり、所有権の対象

たる物とは別個の存在であって、原則として両者は無関係に併存する。著作物とは無

形の情報ではあるものの、従来は媒体である有体物に具現化している場合が多かった

が、その場合であっても著作権者は、媒体である物の所有権に影響を受けることなく

権利行使できるのが原則であ〔り〕」（中山・前掲注(35)243 頁）、著作物を固定した

媒体における著作権と所有権の関係は、「著作権が優先し、著作権者ではない当該物

の所有者といえども複製できないことは明らかである」（中山・前掲注(35)244 頁）

とされる。 

(52) 平成 26 年著作権法改正以前は、配信型の電子書籍に対応する出版権の設定が受け

られなかったため、出版者は著作権者から利用許諾を受けて電子出版物の公衆送信を

行っていた（経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則〔平成 28 年６

月〕」ⅲ.96 頁（http://www.meti.go.jp/press/2016/06/201603001/20160603001-2.pdf 

：平成 29 年４月 28 日最終閲覧））。 

(53) 加戸・前掲注(46)418 頁。 
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為」という。）を電子出版権として規定している。 

 なお、「（電子）出版権設定契約」は、著作権法に定める著作権を基

礎として、著作権者が出版権を設定し当事者間の諾成によって成立す

る契約であることから、法令に明示されている権利には該当せず、排

他性を有する強力な権利ではあるがその法的性格は準物権的な権利と

される(54)。 

(ﾆ) デジタルコンテンツを自由に使用できる場合（著作権の制限規定） 

 著作物の一定条件の下での使用については、著作権者の許可を条件

とせずに著作物の使用ができる。つまり、デジタルコンテンツの利用

方法が次のような範囲にある限り、その行為に著作権者から利用者へ

の著作権の提供等はないものと判断される。 

Ａ 私的使用のための複製行為 

 著作物を使用する者が、私的使用を目的として複製すること (55)

（以下「私的複製」という。）は、一定の場合を除き、著作権の制限

範囲とされる（著作権法 30）(56)。 

Ｂ サーバ内で行われるインターネット上の各種複製行為 

 著作物の提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計

                                                           
(54) 出版権は、「歴史的に著作物利用の典型的な形態であるので、出版権という物権的

利用権（一種の用益権）を定めている」（中山・前掲注(35)433-434 頁）という背景

がある。 

(55) 著作物のデジタル化による容易な複製とインターネット等による新たなメディア

の登場による情報の拡散は、著作権が保護すべき範囲と本条の私的使用目的の範囲を

どのように考えるか、文化審議会著作権分科会（法制問題小委員会、著作物等の適切

な保護と利用・流通に関する小委員会）でも引き続き議論されている。 

(56) なお、本制限規定はデジタル技術の発展によって、今までにないような大きな影

響を受けており、その適用範囲を巡っては現在も関係省庁を中心に様々な議論が為さ

れているところである。例えば、配信サービスの登場は、大量かつ高速というネット

の伝播特性も相まって、ネット空間で著作物が拡散する脅威はアナログ媒体しかない

時代とは比べようもないし、その利用が私的複製なのか公的領域にあるのかの区別も

つきにくくなっている（文化庁「文化審議会著作権分科会報告書〔平成 19 年１月〕」

７-10 頁（http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/h1901_ 

shingi_hokokusho.pdf：平成 29 年４月 18 日最終閲覧）、中山・前掲注(35)285-286

頁を参考とした）。 
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算機による情報処理を行うときは、その必要と認められる限度にお

いて、記録媒体への記録等を行うことができるとされる（著作権法

47 の９）。例えば、一つの配信サービスにおいても複数のデータファ

イル形式による提供を行っていることから、電子書籍を配信する際

のデータファイル形式は必ずしも画一的であるとはいえず、これら

に対応するためのデータ処理は必須となる。その際、電子書籍の原

データ（DTP データ等）を複製及び翻案する行為は、著作権法の法

定利用行為に該当する可能性があり、著作権者の許諾が必要である。

このような行為は、人為的なものに限らず、サーバ等においても形

式的には違法性のある機械的な行為が発生する可能性があることか

ら、平成 24 年著作権法改正において、情報提供の円滑化などの目

的から必要と認められる限度においては著作権者の許諾を必要とし

ない著作権の制限とされた(57)。 

ロ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 

 一般的に再販売価格維持制度(58)は、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）により禁止されているが、

著作物である書籍、雑誌、新聞、音楽用 CD、音楽テープ及びレコード

盤の６品目については、その多様性の維持及び文化・教養の普及という

見地から適用例外として著作物再販適用除外制度の適用を受けている。

しかし、ネットワークを通じて配信される電子書籍は、物ではなく、情

報として流通するものとして、独占禁止法の規定上、物を対象とする著

                                                           
(57) 中山・前掲注(35)385 頁。なお、「クラウドサービスのバックヤードでの分散処理

の必要上行われる複製も本条〔著作権法 47 条の９〕に含まれると解すべき」とされ

ている（中山・同 385 頁）。 

(58) 商品の供給者が、その商品の取引先である事業者に対して再販売する価格を指示

し、これを遵守させることは、原則として独占禁止法２条９項４号（再販売価格の拘

束）に該当し同法 19 条に違反するものであるが、同法 23 条４項の規定に基づき、

著作物６品目（書籍・雑誌、新聞及びレコード盤・音楽用テープ・音楽用 CD をいう。）

については「著作物再販適用除外」として例外的に同法の適用が除外されている。 
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作物再販適用除外制度の適用外とされている(59)。したがって、今のとこ

ろ、事業者が有形媒体に固定されない状態の電子書籍を転売する場合、

その販売価格を拘束する契約を締結することはできないから、それぞれ

の事業者において販売価格は自由に設定することが可能である。 

ハ 消費者契約法 

 配信サービスなどを提供するウェブサイト運営事業者と消費者の利用

契約において、その契約が消費者契約法(60)に該当する場合、ウェブサイ

ト運営事業者が自己の債務不履行（当該事業者、その代表者又はその使

用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。）により消費者に生じ

た損害を賠償する責任の全部又は一部を免除する条項（消費者契約法８

条１項１号、２号）などは無効又は制限される場合がある(61)。 

（２）デジタルコンテンツの取引に用いられる契約形態 

 デジタルコンテンツの取引では、実際に物が移動するわけではなく、在

庫も発生しない。例えば、デジタルコンテンツを貸付ける又は返却すると

いう行為には、一つの有形的な物が行き来するイメージは重ならず、複製

又は削除といった行為が想像される。しかし、これらの行為に著作権法が

直接的に関与しているわけではなく、あくまで当事者間の契約によって定

められた範囲でその利用が行われているものと想定される(62)。したがって、

                                                           
(59) 公正取引委員会ホームページ「よくある質問コーナー（独占禁止法）Q13」 

（www.jftc.go.jp/dk/dk_qahtml#cmsQ13：平成 28 年 11 月 14 日最終閲覧）。 

(60) 消費者契約法とは、事業者による違法・悪質な行為等を防止し、消費者の利益保

護を目的とする法律である。 

(61) 参加者を媒介するプラットフォームを運営する事業の場合、原則として特定商取

引に関する法律上の通信販売を行う販売業者または役務提供事業者に該当する（特定

商取引に関する法律２②）。 

 また、通信販売とは、「販売または役務の提供を営利の意思をもって、反復継続し

て取引を行う者が「郵便等」（通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する

方法も該当する（特定商取引に関する法律施行規則２②））によって売買契約または

役務提供契約の申し込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のこと」と

される（消費者庁「特定商取引法ガイド」 

（http:www.no-trouble.go.jp/search/what/ P0204003.html：平成 29 年１月 30 日最

終閲覧）。 

(62) 著作権を対象にした契約は当事者間の諾成契約であることから、契約内容は必ず
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その取引の法的性質を考える上では、それぞれの取引において用いられる

契約形態をどのように解すべきかが問題となるところ、売買契約とともに

結ばれている著作権の利用許諾契約等が、当事者にどのような効果を生じ

させているかという点が重要となる。以下において、私法上の取扱いを踏

まえ、電子書籍の取引に用いられている典型的な取引契約の法的性質を考

察する。 

イ 著作権者と電子書籍制作事業者間の契約 

 著作物を利用する行為に用いられる典型的な契約形態として、電子書

籍の場合、著作権譲渡契約、利用許諾契約及び電子出版権設定契約を含

めた三つが挙げられる。著作権者である著者と電子書籍制作事業者の間

では、必要な著作権の支分権(63)を内容とする著作権譲渡契約(64)又は電子

出版権設定契約等によって許諾を得ていると考えられ、仮に電子書籍制

作事業者に著作権の譲渡又は信託的譲渡が行われた場合には、電子書籍

制作事業者は著作権者としての立場を有することとなる。我が国では、

著作権者と電子書籍制作事業者の間において、著作権譲渡契約を用いる

ことは一般的ではなく、伝統的な契約形態である出版権設定契約と同様、

電子出版権設定契約が結ばれているものと考えられる(65)。この場合、電

子出版行為に必要な著作権の支分権を含む利用許諾の契約形態を用いる

ことも可能であり、契約内容は当事者によって自由に決められることか

ら非独占的な契約のみならず、当事者間において独占的とする利用許諾

                                                                                                                             
しも一義的ではなく、著作権譲渡契約と称されていてもその内容が明確でない場合も

ある。また、契約書類がない場合なども見受けられる（中山・前掲注(35)413-414 頁

（有斐閣、2014）を参考とした）。 

(63) 電子出版を行う場合、少なくとも複製権及び公衆送信権の利用許諾を含んでいる

と考えられる。 

(64) 「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる」（著作権法 61）ため、

譲渡対象とする著作権は契約に明記される。 

(65) なお、著作権者と出版者との間において、契約書を交わさず口約束で合意してい

る場合、単純な出版許諾契約と解するほかなく、これを排他的独占的権利である出版

権設定契約と認めることはできないと解されている（東京高判昭和 61 年２月 26 日

判例時報 1201 号 140 頁、いわゆる「太陽風交点事件」）。 
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の契約形態もあり得る(66)が、著作権法上の制約を受けない債権的な契約

であるため、第三者へ対抗できないという弱点はある。 

ロ 電子書籍制作事業者と流通事業間の契約 

 電子書籍制作事業者が配信サービス提供事業者又は電子取次事業者を

通じて消費者へ電子書籍を提供する場合、電子書籍制作事業者はこれら

事業者に対して、当該電子書籍についての公衆送信権を含む著作権の再

許諾(67)を行っているものと考えられる。なお、前述のとおり、現在のと

ころ、電子書籍については著作物再販適用除外制度の適用外とされてお

り、柔軟な再販価格の設定による販売が可能であることから、事業者間

の取引では大きく二つの売買契約の形態(68)が存在する。一つは、エー

ジェンシー契約と呼ばれ、販売主体である電子書籍制作事業者が、電子

書籍のサービス提供価格を決定し、配信サービス提供事業者に配信を委

託するものであり、委託販売に類似する契約形態である。もう一つはホ

ールセール契約と呼ばれ、電子書籍制作事業者は電子書籍の卸価格を決

定した上で配信サービス提供事業者と契約し、配信サービス提供事業者

は消費者に対して電子書籍の利用価格を自由に設定する、卸売からの転

売販売に類似する契約形態である。 

 一方、デジタルコンテンツの取引では売買契約のほかに、著作権の処

理を必要とする。前述のとおり、著作権の譲渡において用いられる契約

形式は独占的なものであった。また、著作権の利用許諾においては、著

作権の実体は禁止権であるからその禁止する行為を解除する契約形式が

                                                           
(66) 中山・前掲注(35)425 頁。なお、平成 26 年著作権法改正以前は、配信型の電子書

籍に対応する出版権の設定が受けられなかったため、出版者は著作権者から利用許諾

を受けて電子出版物の公衆送信を行っていた（経済産業省・前掲注(52)ⅲ.96 頁）。 

(67) 著作権の再許諾とは、原出版者が第三者に対して、複製や公衆送信等を行うこと

を許諾すること（著作権法 80③）をいう。 

(68) 諏訪公一「2014 年改正著作権法と電子書籍ビジネスの動向」パテント 67 号 25-28

頁（日本弁理士会、2014）、経済産業省「平成 24 年度我が国経済構造に関する競争

政策的観点からの調査研究（プラットフォーム関連事業に関する理論分析）」77-85

頁を参考とした。 
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用いられていると想定される。そして、著作権の利用許諾として、どの

ような権利をどのような条件で解除するかは基本的には当事者間の自由

であることから、事業者の関係は必ずしも画一的な権利関係にはないと

考えられる。そうすると、用いられる契約形態によって事業の性質が異

なると考えられなくもないが、公衆送信権又は複製権を含む著作権の利

用許諾契約が用いられる理由は、上記（１）イ(ﾛ)の考察から、当事者間

の契約に沿った一定条件の下での法定利用行為について、著作権者が契

約相手に対してその有する損害賠償請求権等を行使しないという不作為

義務を約する債権の付与であると解せば、著作権の契約は事業の性質を

変化させるものというより、むしろ、取引上の法的安定を図るという本

来の事業を補強する効果を与えているものであるといえる。 

 なお、電子書籍の配信を行う事業者は、電子書籍制作事業者等から配

信許諾を得た場合、配信権原を取得するが、配信許諾は配信義務を意味

することはないから、配信義務の特約がない限り、当該配信サービス提

供事業者が配信義務を負うことはないと考えられている(69)。 

ハ 配信サービス提供事業者と消費者間の利用契約 

 多様化する配信サービスでは、サービス内容及び著作権等の権利の取

扱いによって、配信サービス提供事業者と消費者との間で結ばれる利用

規約又は使用許諾契約等（以下「利用契約」という。）の内容は、必ずし

も一律ではないことが考えられる。著作物を利用するためには、原則と

して著作権者からの許諾が必要であり、許諾を受けた者はその範囲内に

おいて著作物を利用することができる（著作権法 63①、②）。 

 しかし、配信サービス提供事業者と消費者の間で結ばれる利用契約で

は、通常、著作物の所有権が著作権者に留保した状態で、コンテンツの

閲覧のみを目的とした著作物の複製物を使用する権利（以下「使用する

                                                           
(69) 植田貴之=佐竹希「定額制コンテンツ配信サービスにおけるコンテンツ提供の法律

関係」NBL1086 号 28 頁（商事法務、2016）。 
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権利」という。）を付与することとしている(70)。また、その取引が著作

物の複製物の売買（譲渡）の法形式で行われている場合でも、それをもっ

て直ちに著作権法を基礎する利用許諾に当たるとは言い切れず、利用契

約において制限的な諸条件(71)が付されていることがある。そのような契

約の有効性については、例えば、著作権の制限規定である私的複製の一

部無効化を含むものなど、私法上全く問題がないというわけではないが、

そのような制限的な条項が一応有効なものとして取り扱われている(72)。

                                                           
(70) 特定非営利活動法人 ratik ホームページ（http://ratik.org/buyebook/faq/：平成 29

年２月 20 日最終閲覧）よくあるご質問（FAQ）、AMAZON KINDLE ストア「利用

規約」１.kindle コンテンツ kindle コンテンツの使用 

（https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201014950：平

成 29 年２月２日最終閲覧）、新日本法規出版株式会社「『新日本法規出版

eBOOKSTORE』ご利用規約」（http://ebook.e-hoki.com/guide/rulr.html：平成 29

年２月 21 日最終閲覧）、株式会社ブックビヨンド「『wook』利用規約」 

（http://wook.jp/guide/rule.html：平成 29 年２月 21 日最終閲覧）を参考とした。 

(71) デジタルコンテンツ（著作物の複製物）の利用に関して、契約が結ばれている場

合、事業者が提供しているものがどのようなものであるかは、その契約の利用条項の

解釈によることとなる。ここで問題となるのが、著作権法の制限規定と利用契約の関

係における、いわゆる契約による著作権法の無効化（オーバーライド）である。例え

ば、利用契約に複製回数の制限がある場合、著作権法の制限規定である著作権法 30

条では、複製回数が１回であるか複数回であるかを区別しておらず、あくまで「個人

的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」とされており、私的複製の範囲

も問題ではあるが、そもそも当該利用契約の有効性はオーバーライドによって無効と

されるか否かといった問題がある。このような問題に関しては、「そもそも、著作権

制限規定が適用される行為は著作権侵害とならず、したがって、著作権の効力範囲内

の行為である『利用』の許諾に関して定める本項とは著作権関係がない。オーバーラ

イドについては当事者間の契約自由の範囲でなされるものであり、相対の契約締結に

より有効となり得る場合があると思われる」（半田正夫=松田政行『著作権法コンメン

タール２〔23 条～90 条の３〕』594-595 頁（勁草書房、2009））。また、文化庁文化

審議会著作権分科会では、「ソフトウェアや音楽配信等に関する契約において、私的

複製に関する権利制限を定めた（著作権法）第 30 条をオーバーライドする条項につ

いては、基本的には無効とするべき理由がないと整理を行ったところである」としな

がら、実際には権利制限規定の趣旨及び不正競争又は不当な競争制限防止などの観点

から「個別に判断することが必要」であるとしている（文化庁・前掲注(56)７-10 頁

を参考とした）。 

(72) 本解釈は利用契約によるオーバーライドが可能である場合を前提としたものであ

るが、これとは異なり、著作権法 30 条が強行規定であるいう立場からは、私的目的

使用における複製回数を制限する条項は無効と解される。経済産業省「電子商取引及

び情報財取引等に関する準則〔平成 28 年６月〕」では、本解釈とともに、これと異な
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そうすると、売買の法形式で行われている取引であったとしても、その

経済的実質は著作物の複製物を「使用する権利」と異なるものではない

と判断される。 

 なお、利用契約では配信サービス提供事業者の責任範囲を定めており、

その範囲は消費者がその電子書籍を受信できる状態にするまでとされる。

つまり、配信サービス提供事業者は、著作権法上の公衆送信行為があっ

たとされる状態（送信可能化）までの行為を主体的に行っていると解さ

れる。このような場合、サーバ等からデジタルコンテンツをダウンロー

ドする行為は、あくまで消費者の要求によって機械的に行われるものと

いえる。 

（３）デジタルコンテンツの法的性質に関する考察 

イ デジタルコンテンツの法的性質 

 所有権の対象である物（民法 85）は有体物である。これに対して、著

作権の対象である著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」

（著作権法２①一）であり、物ではなく、抽象的なもの（情報）である。 

 著作権法は無方式主義を採用しており、原著作物がどのような形で存

在するかは著作権者の知るところでもあり、必ずしも有形物に固定され

るとは限らない。そのため、著作権法では「保護される著作物であるた

めには、表現が何らかの物（媒体）に固定されていることは要求されて

いない。･･････固定されていない著作物については、侵害の対象の立証

が難しい場合が多いという挙証上の問題が存在する」(73)とされる。しか

し、複製とは有形的再製をいうのであるから、著作物の複製物は有体物

と解される。つまり、パッケージ型商品は、有形媒体に著作物が化体し

た著作物の複製物であり、物の所有権に加えて別個に著作権が付着して

いるものであると解せば、そこから分離して無体に帰したデジタルコン

                                                                                                                             
る解釈があることも挙げた上で、現在のところ、個別事例ごとに判断せざるを得ない

と報告している。 

(73) 中山・前掲注(35)55-56 頁。ただし、映画については著作権法が保護すべき要件（著

作権法２③）として、媒体への固定が必要であると解されている。 
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テンツは、著作権法上の権利そのものといえる。 

 このように、デジタルコンテンツとはそれ自体は無体であるが、例え

ば、配信サービス提供事業者のサーバ内に存在する著作物の複製物（有

体物）を用いて配信される電子書籍は、ネットワーク上を情報（無体物）

として流通し、消費者の電子端末等へダウンロードする行為によってそ

の手元で有形的再製（有体物）されるなど、有体的な権利と並存してい

る場合と、ネット上を情報として流れているような場合では、その法的

な取扱いが異なっている。 

ロ デジタルコンテンツを使用する権利の法的性質 

 ここまでの考察から、通常、利用契約で定めた著作物を「使用する権

利」の法的性質を判断すると、消費者が対価を支払って得た権利ではあ

るが、著作権法が保護すべき利用方法に該当しない可能性が高い。この

場合、その電子書籍の複製物の閲覧のみを目的とした「使用する権利」

は無体財産権に該当せず、また、民法 175 条において、「物権は、この

法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない」と規

定されており、民法その他の法律によって明示されている権利以外、そ

の法律の定める効力等を変更することに当事者が合意したとしても、物

権とは認められない(74)。したがって、他の私法上の明示された権利にも

該当しない「使用する権利」は、第一義的には当事者間の契約に基づく

債権と解される。その債権とは、特定の者（債権者）が他の特定の者（債

務者）に対して一定の行為（給付）を請求し受領することを内容とし、

原則として、訴求することのできる権利である。物権が物に対する直接

の支配を内容とし排他性を有する関係であるのに対し、債権は特定の人

に対してある行為を要求する権利であって排他性を有しない関係であ

る(75)から、公序良俗に反せず、他の強行法規に抵触するものでなければ、

                                                           
(74) 我妻榮=有泉亨=清水誠=田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法－総則・物権・

債権－〔第３版〕』354 頁（日本評論社、2014）。 

(75) 我妻=有泉=清水=田山・前掲注(74) 687-688 頁（日本評論社、2014）。 
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契約自由の原則により、当事者間でその権利の内容を設定することがで

きる。デジタルコンテンツの配信サービスでは、消費者は対価を支払っ

て「使用する権利」を入手し、配信サービス提供事業者は配信サービス

の継続もって一定の条件の下で著作物（複製物）を利用可能状態とする

義務があることから、両者には債権債務の関係がみられる(76)。 

 ただし、「使用する権利」は著作物の複製物を使用する権利であって、

その所有権等は配信サービス提供事業者等に留保されたままであり、配

信サービス提供事業者が当該電子書籍提供サービスを継続できなくなっ

た場合には閲覧できなくなる。そして、利用契約においては、その利用

可能期間が定められていないもの又は利用期間に関する条項が設けられ

ていないものも多く、「使用する権利」のサービス契約の継続が不能と

なった場合の取扱いが問題となる。この点に関しては、経済産業省「電

子商取引及び情報財取引等に関する準則〔平成 28 年６月〕」の中に論点

として挙げられ、一定の指針が示されている。ここで注目すべきは、そ

の法的性質が物などとは異なっているデジタルコンテンツの利用契約に

関して、民法上の賃貸借契約や雇用契約における契約の終了（民法 617

①、同法 627①）から民法上の一般法理に照らした考え方(77)が示された

                                                           
(76) 著作物の利用契約において、「『ライセンシーに･･････する権利を許諾する』との

規定が入っている。このような規定は、ライセンサーが当該使用態様で著作物を使用

することについて＜著作権＞を保有していることを必ずしも意味するものではない」

（山本隆司=山田雄介「クラウド環境における著作権使用料に対する源泉所得税(上）」

NBL1027 号 47 頁（商事法務、2014））とすれば、当該著作物を一定の条件の下で使

用することを承諾したにすぎないこととなる。また、「使用する権利」による使用方

法が、著作権が及ばない使用一般の範囲内である場合、配信事業者が消費者に対して

付与する著作物の複製物を「使用する権利」の法的性格は、利用契約に従った一定条

件の下での消費者の著作物使用行為に対して、「異議を申し立てないという不作為義

務を内容とする『債権』の付与にとどまり、著作権法上の意味を持たない」（山本=

山田・同 47 頁）と解されている。 

(77) 民法上の「期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ」（民法 617①）や「期間の定

めのない雇用の解約の申入れ」（民法 627①）では、解約申入日から相当な期間が経

過した後に契約が終了することとされている。このような考え方から、デジタルコン

テンツ利用契約については、①サービス開始当初からサービス提供期間が定められて

いる場合には、サービス提供期間の満了をもってサービスは終了する。②サービス提
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ことであり、法的な位置付けとして明確であるとは言い難いデジタルコ

ンテンツを取り巻く問題を取扱う上で、一つの理論的根拠となり得るも

のと考えられる。 

第３節 小括 

 コンテンツの多くは著作権法が保護すべき対象とする著作物であり、抽象的

なもの（情報）である。有形媒体から分離して無体に帰したデジタルコンテン

ツは、著作権法上の権利そのものともいえることから、その取引では通常の売

買契約の他に、著作権又は著作物の利用に関する契約が結ばれていると想定さ

れる。しかし、デジタルコンテンツを利用する行為に関して、著作権法が直接

的に関与しているわけではなく、あくまで当事者間の諾成契約によってその利

用方法は定められるが、その契約にどのような法的性質があるか明確でない場

合もあり、契約内容は一義的には決まらない。すなわち、その著作権契約の性

質については、利用契約等による形式的な検討に留まらず、実際に事業者又は

消費者が著作物を利用する行為に法定利用行為があるか否かが一次的に判断さ

れ、その利用目的・享受する便益などの経済的実質から判断することとなる。 

 一方、公衆向けの配信サービスにおいては、配信サービス提供事業者と消費

者の間で利用契約（利用規約、使用許諾契約など）が結ばれており、基本的に

当該契約によってその事業の性質を判断することとなる。例えば、電子書籍の

場合、当事者間で交わされる利用契約の多くにおいて、デジタルコンテンツの

所有権等の移転を含まず、閲覧のみを目的とした「使用する権利」を付与する

ものとされており、消費者が対価を支払って得た権利ではあるが、著作権法が

                                                                                                                             
供期間が定められていない場合でも、利用契約において、「配信事業者がいつでもサ

ービスを終了できる」旨の規定が置かれている場合には、同規定が有効である限りは、

事業者はサービス利用契約を終了できる。③サービス提供期間に何らの定めも置かれ

ていない場合、事業者が、事前にサービス終了の告知を行い、十分な周知期間をおい

てサービスを終了させた場合、周知期間の経過後にサービス利用契約が終了する（経

済産業省・前掲注(52)ⅲ. 87-92 頁）と解されている。 



237 
税務大学校論叢第 89 号 平成 29 年６月 

保護すべき利用方法に該当しないと考えられる。そのような権利は他の私法上

に明示された権利にも該当せず、第一義的には当事者間の契約に基づく債権と

解される。 
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第２章 収益事業課税制度 

 法人税法上、公益法人等に対しては、収益事業から生ずる所得についてのみ

課税を行う収益事業課税制度が採用されている。しかしながら、その意義や判

断基準については曖昧な点も多く存在していることから、本章においては収益

事業課税制度の沿革及び概要を確認した後、収益事業の範囲を中心に、法令及

び課税実務上の取扱いを確認しておくこととする(78)。 

第１節 公益法人等に対する課税制度の沿革 

１ シャウプ勧告以前（昭和 24年以前） 

我が国における近代租税制度の始まりは、明治 20 年の所得税法制定の時

とされており、この時の納税義務者は個人のみである。その後、明治 32 年

の所得税法改正（明治 32 年２月 10 日法律第 17 号）によって、法人の所得

に対しても課税されることとなったが、所得税法５条４号において、「営利ヲ

目的トセサル法人ノ所得」には、法人税（第一種所得税）は課税しないもの

とされていたことから、非課税の対象となる法人の範囲については、必ずし

も民法上の財団法人や社団法人に限定されず、広義に解されるなど解釈上の

疑義が存在していた(79)。次いで大正２年、同法において法人に関する非課税

対象を「府県郡市町村其ノ他ノ公共団体、神社、寺院、祠宇、仏堂及民法三

十四條ノ規定ニ依リ設立シタル法人」と改められ、公共団体も含めた厳密な

範囲が規定された(80)。 

公益法人等の収益事業に課税するという立場を採り始めたのは、昭和 20

                                                           
(78) この点に関して、次の文献を参考とした。 

 石村耕治『日米の公益法人課税法の構造』18 頁以下（成文堂、1992）、武田昌輔「公

益法人課税の歴史的経緯」同『詳解公益法人課税〔新訂版〕』373 頁以下（全国公益

法人協会、2000）、橋本徹=古田精司=本間正明『公益法人の活動と税制－日本とアメ

リカの財団・社団』15-87 頁（清文社、1986）。 

(79) 武田・前掲注(78)374 頁。 

(80) 橋本=古田=本間・前掲注(78)46 頁。 
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年の宗教法人に対する収益目的事業への課税からとなる。それまで宗教法人

の設立は宗教団体法により認可制が採られていたが、敗戦後のポツダム勅令

による応急的立法として宗教法人令が制定され、届出制による宗教法人の自

由な設立が可能となり、宗教活動の名の下、宗教法人が行う出版等その他自

由な経済活動に対して、税制上、何らかの規制が必要であるとし、「宗教法人

令第 16 条第１項及第２項ノ規定ニ依ル所得税、法人税及地租ノ免除等ニ関

スル件」（昭和 20 年 12 月 28 日大蔵省令第 109 号）第１条において、「宗教

法人ノ所得ニシテ収益ヲ目的トスル事業ヨリ生ジタルモノ以外ノモノニ付テ

ハ宗教法人令第 16条第１項ノ規定ニ依リ所得税及法人税ヲ課セズ」として、

宗教法人の行う収益事業に対して課税する立場を明らかにした(81)。 

また、昭和 20 年に成立した労働組合法（昭和 20 年 12 月 22 日法律第 51

号、昭和 21 年３月１日施行）においては、労働組合の行う経済活動に対す

る規制がなく、同法第 18 条において、「法人タル労働組合ニハ命令ノ定ムル

所ニ依リ所得税及法人税ヲ課セズ」としていたが、翌昭和 21 年、宗教法人

に対する課税と同様の趣旨により、労働組合法施行令（昭和 21 年２月 26 日

勅令第 108 号第 31 条、同年３月１日施行）により、「法人タル労働組合ノ所

得ニシテ収益ヲ目的トスル事業ヨリ生ジタルモノ以外ノモノニ付テハ法第

18 条ノ規定ニ依リ所得税及法人税ヲ課セズ」とされ、法人格を有する労働組

合に対しても収益事業課税が行われることとなった(82)。 

第二次世界大戦後の昭和 24 年、我が国の租税制度はシャウプ勧告の基本

精神に則った大きな改革が行われた。その中にある「公益法人等に対する課

税」についての勧告は、公益法人等に対する課税制度の転換期として非常に

重要である。当時の我が国では、「戦後の急激なインフレーションの進行とと

もに、多くの公益法人は財政基盤が掘り崩されたため積極的に営利事業に進

出し、事業資金の不足を補う努力を重ねるようになった。また逆に、本来は

営利法人でありながら公益法人の認可を受けて事業活動を行い、課税を免れ

                                                           
(81) 武田・前掲注(78)375 頁。 

(82) 武田・前掲注(78)375-376 頁。 



240 
税務大学校論叢第 89 号 平成 29 年６月 

ようとする企業もでてきた。したがって、公益法人と営利法人との間で競合

するケースが生じてきたばかりでなく、両者の間の課税上の不均衡も目立つ

ようになっ〔ていた〕」(83)。シャウプ勧告では、このように公益法人と営利

法人との間で競合している状況について、「もし利益がなかったとすれば、ま

たは非課税法人がその利益を全部分配したとすれば、非課税法人の収益事業

は、さして重要な問題とはならない」とした上で、当時の我が国の公益法人

等の状況を調査した結果として、次のように述べている。「多くの非課税法人

が収益を目的とする活動に従事し、一般法人並びに個人と直接競争してい

る･･････現地調査によると、このような非課税法人の上げる利益金はその活

動を更に拡張するかまたは饗宴のために消費されていることが明らかにされ

ている。而してそのいずれもが免税を正当化するためには、極めて薄弱乃至

全く無価値なものである。非課税法人の収益事業によって得られるこの所得

は、明らかに法人税の課税対象となるべきである」(84)とされた。 

２ 収益事業課税制度の創設（昭和 25年） 

その後、昭和 25 年法人税改正において、シャウプ勧告に基づき、公益法

人等が行う収益事業から生じる所得に対して、営利法人同様に 35％の税率で

課税することとされ、同時に、収益事業から生ずる所得の 30％が寄附金の損

金算入限度額として、収益事業部門から公益事業部門への支出を寄附金とみ

なすこととされた。また、収益事業の課税方法として、シャウプ勧告では、

当時の我が国の非課税法人数が、全法人のほぼ半数を占めている事態につい

て、その原因を多くの法律により安易に法人設立ができるが、設立許可を与

えた主務官庁が、その後の法人の諸活動を審査していないという点を指摘し

ている。さらにこれを是正するため、①大蔵省（当時）は、公益法人等が法

的免除を付与されるべきか否かを決定する唯一の権限を与えられるべきであ

り、②免税を要求しようとする一切の法人は、大蔵省（当時）から免税証明

                                                           
(83) 橋本=古田=本間・前掲注(78)47 頁。 

(84) 大蔵省主税局『シャウプ使節団日本税制報告書』第１巻 116 頁（1949）。 
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書の交付を受けることとし、③その免税の資格は、３年ごとに審査すべきで

あるなど、「一般法人企業や個人企業との競争、収益が公益目的以外すなわち

収益事業拡充や享楽への使用という２点に着目し、アメリカの内国歳入庁の

非課税団体課と同じものを作り、個別審査を勧告してい（る）」(85)。しかし、

大蔵省がすべての公益法人等について、その事業内容を審査することは事実

上不可能であること、また、各省庁において、公益法人等の許認可および監

督を適正に行えばよいということで、個別審査方式は採用されなかった。そ

こで、課税対象となる収益事業の範囲については、主として一般営利企業と

の競合関係にあると思われる事業を特掲するという考え方から、旧営業税法

において課税対象とされていた 29 事業種(86)が、ほぼそのまま法人税法に限

定列挙されることとされた。 

なお、昭和 25 年の制度創設における考え方について、大蔵省からその経

緯とともに次のような説明が為されている。 

「戦後の急激な物価騰貴のため、多くの公益法人は従来程度の収入を得て

いたのでは本来の公益事業遂行の資金を賄うことが困難となったので、従来

営利的事業を行わず、もっぱら一般の寄附金等によって事業を行っていた公

益法人も新たに営利的事業を行うこととなり、また従来からの営利的事業も

拡張する傾向が顕著になってきた。元来公益法人が営利的事業を行うのは、

その本来の目的たる公益事業を遂行する上のやむを得ない手段たるべきで

あって、公益法人の行う営利的事業が本来の事業遂行を賄ってなお余りある

という段階に至ると、それは公益法人の行う営利的事業としては行き過ぎで

あるともいえるし、一般の営利法人の行う事業との間に、一方は法人税が非

課税であり、一方は課税されるという関係から著しい不権衡を生ずるに至っ

                                                           
(85) 吉牟田勲「公益法人課税の基本的問題点」税経通信 48 巻２号 13 頁（1993）。 

(86) 旧営業税法において課税対象とされていた 29 事業種とは、①物品販売業、②金銭

貸付業、③物品貸付業、④製造業、⑤無線電話放送事業、⑥運送業、⑦運送取扱業、

⑧倉庫業、⑨請負業、⑩印刷業、⑪出版業、⑫写真業、⑬席貸業、⑭旅館業、⑮料理

店業、⑯周旋業、⑰代理業、⑱仲立業、⑲問屋業、⑳両替業、㉑鉱業、㉒砂鉱業、㉓

土石採取業、㉔湯屋業、㉕理容業、㉖演劇興行業、㉗よせ業、㉘遊技所業、㉙遊覧所

業である。 
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た。そこで公益法人に対する法人税課税問題が擡頭するに至ったのであるが、

その課税方法として、個々の公益法人の事業の内容により、その事業が非常

に公共性が強いときはたとえ収益事業を行っても課税せず、また公共性に乏

しいときはその事業の全部に対し課税するという方法も考えられた。しかし

すべての公益法人についてその事業を精査し、公共性の強弱を判定すること

は事実上不可能に近いので、改正税法においてはすべての公益法人を一律に

課税法人とし、その収益事業から生ずる所得に対してのみ法人税を課税する

こととし〔た〕」(87)。 

このように、収益事業課税制度は、当時、立法当局である大蔵省主税局は

シャウプ勧告を受けて、「課税を免除する場合」を特定する方式を模索するも、

立法及び執行上も技術的に無理であるとの判断から、「収益事業を特定し限定

列挙」する方式となったことが伺えるとともに、収益事業課税制度の立法趣

旨については、公益法人等と他の営利企業との競争条件の平等化（「イコール

フッティング論」）、つまり、課税の公平維持であると解される。 

３ 制度創設後の改正（昭和 26年以降） 

昭和 25 年の制度創設後、公益法人等の範囲及び税率等については、社会

的、経済的な要請、あるいは関連する法令等の整備に応じた所要の見直しに

よって改正が行われたてきたが、収益事業から生ずる所得についてのみ課税

し、その課税方法は収益事業を特定する方式はそのままとされ、制度創設以

来の原型は保たれている。また、収益事業の範囲については、前述のように、

主として一般営利企業との競合関係にあると思われる事業を特掲するという

考え方から、既に廃止されていた旧営業税法において、課税すべき事業とし

て特掲されていたものとほぼ同様の業種が規定された後、現在に至るまで、

その範囲は幾度となく見直され、改正が行われてきている(88)。近年では、平

                                                           
(87) 大蔵省主税局調査課『所得税・法人税制度史草稿 調査資料』266 頁（1955）。   

(88) 昭和 25 年の制度創設時は、収益事業として 29 事業種が限定列挙され、その後、

次のような見直しが行われている。①昭和 26 年「砂鉱業」除外、②昭和 32 年「不
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成 20 年度改正で労働者派遣業が追加されたが、これは、労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（労働者

派遣法）その他の法律における扱いとともに、「多くの営利企業が参入

し･･････公益法人等においても同様に労働者派遣事業を行っている実態が見

受けられる」（営利企業との競合性）状況について、経済活動として類似する

一面を有していると考えられる請負業や周旋業が収益事業の対象とされてい

ることとのバランスを考慮したことが背景にある(89)。 

４ 公益法人制度の改革（平成 20年）(90) 

旧民法上の公益法人は、公益活動を担う主体として大きな役割を果たして

きた。一方で、明治 29 年の民法制定以来、公益法人制度は抜本的な見直し

が行われておらず、主務官庁の許可主義の下、法人格の取得と公益性の判断

が一体となっていること、さらに公益性の判断基準が不明確である等の指摘

される諸問題に適切に対処する観点から、公益法人制度改革を行うこととさ

れ、平成 18 年に公益法人制度改革関連法（公益法人３法）が成立した。 

新たな法人制度においては、法人格の取得と公益性の判断を分離し、剰余

金の分配を目的としない一般社団法人及び一般財団法人は、準則主義（登記）

に基づく簡便的な法人格取得が可能ととなり、その上で一般社団法人及び一

般財団法人のうち、公益認定法に規定された要件を満たす法人は、行政庁に

よる公益性の認定を受けることで、公益社団法人又は公益財団法人になるこ

                                                                                                                             
動産貸付業」・「医療保健業」・「技芸教授業」追加、③昭和 33 年「美容業」追加、④

昭和 34 年「興行業」（旧「演劇興行業」）に「よせ業」統合、⑤昭和 40 年法人税法

全文改正によって、「不動産販売業」追加、「両替業」削除、「料理店業その他の飲食

店業」（旧名称「料理店業」）・「浴場業」（旧名称「湯屋業」）名称変更、「運送業」に

「運送取扱業」統合、⑥昭和 43 年「駐車場業」追加、⑦昭和 51 年「信用保証業」

追加、⑧昭和 59 年「無体財産権提供等を行う事業」追加、⑨平成 20 年「労働者派

遣業」追加によって、現在、34 事業種となっている。このほか、昭和 34 年「物品販

売業」の範囲から「学校給食用の物資販売等」除外、昭和 38 年「請負業」の範囲に

「事務処理の委託を受ける業」追加など、個々の特掲事業の範囲が機動的に見直され

ている。 

(89) 財務省「平成 20 年度税制改正の解説」321 頁。 

(90) この点に関しては、財務省「平成 20 年度税制改正の解説」を参考とした。 
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とが可能となった。 

公益法人制度改革の動きに対応して、政府税制調査会における具体的な税

制措置のあり方の審議を経て示された基本的方向性も踏まえ、①公益社団法

人及び公益財団法人については、民間が担う公益活動を促進する観点から、

税制上もその活動をサポートするための措置を講ずる必要がある、②一般社

団法人及び一般財団法人については、いわゆる非営利活動を行うことを目的

とした法人の受け皿になることに配慮する必要がある反面、準則主義で設立

され、行為規制や事業に対する監督等も最小限のものにとどまっていること

から、適正な課税を行う必要がある、との基本的視点に立って制度の構築が

行われた。その後、平成 19 年に関連する政令府令の公布によって新公益法

人制度が整うのを受けて(91)、平成 20 年税制改正において、法人税法を主と

した改正が行われた。 

改正内容は、「旧公益法人税制に比して、公益法人の公益活動の奨励・増進

の趣旨により適合したものとなっている」(92)。公益法人等の行う収益事業か

ら生ずる所得に対してのみ課税するという旧制度の方式を基本としつつも、

新旧の法人類型に対する課税を見直す中で、公益法人等の範囲（法人税法別

表第二）に、非営利型法人に該当する一般財団法人及び一般社団法人並びに

公益財団法人及び公益社団法人を追加した上で、公益社団法人又は公益財団

法人の行う公益目的事業(93)（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律２四）から生ずる所得に対しては課税しないこととされた（公益目的

事業非課税）。この公益目的事業非課税は、公益法人認定法上は、収支相償の

                                                           
(91) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 58 条では、「公益法人が行

う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ

適正な課税の確保を図るため、公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人

に関する所得課税に関し、所得税、法人税及び相続税並びに地方税の課税についての

必要な措置その他所要の税制上の措置を講ずるものと」されている。 

(92) 金子宏『租税法〔第二十二版〕』423 頁（弘文堂、2017）。 

(93) 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、

不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいい、23 分野の公益目的事業が

定められている（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律２四、同２条

関係別表）。 
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基準(94)が適用され、公益目的事業による収支差額が恒常的には生じ得ない収

支構造が制度上確保されていることから、あらかじめ収益事業の範囲から除

外するとされており(95)、収益事業に該当する形態を有するものであったとし

ても法人税は課税しない原則であることから、収益事業として課税される範

囲は狭められたといえる。なお、公益法人制度改革は、旧民法 34 条法人を

対象とするものであり、特別法による設立法人はこの限りではなく、それぞ

れの法律に変更がない限りはその課税関係は従前と変わらないこととなる。

この点に関して、新旧の法人類型の課税関係を整理(96)した際、当面、特別法

に基づく公益法人等の取扱いを私法上の位置付けのままとして、税務上の取

扱いは見直されなかったが、今後、私法上の対応状況及び他の公益法人等と

の課税上のバランスなどから、その公益性などについて検討することが必要

とされている。 

第２節 現行の収益事業課税制度 

１ 公益法人等の範囲 

法人税法では、納税義務者を公共法人、公益法人等、協同組合等、人格の

ない社団等及び普通法人の５種類に区分（法法２五～九）している。公益法

人等とは、法人税法別表第二に掲げられた法人をいうこととされているのみ

で、法人税法上、特にその定義は設けられていない。同法別表第二には、非

営利型の一般社団法人及び非営利型の一般財団法人(97)のほか、各特別法の規

                                                           
(94) 収支相償の基準とは、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を

償う額を超えてはならないとするもの。 

(95) 財務省・前掲注(89)284 頁。 

(96) 平成 17 年６月税制調査会基礎問題小委員会非営利法人課税ワーキング・グループ

「新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制についての基本的考え方」 

（http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/170617.html：平成 29 年６月 20 日最終閲覧）

参照。 

(97) 非営利型法人とは、公益認定を受けていない一般社団法人及び一般財団法人のう

ち、①その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的と

しない法人であって、その事業を運営するための組織が適正であるもの（法法２九の



246 
税務大学校論叢第 89 号 平成 29 年６月 

定に基づき一種の公益法人として設立される法人が多数列挙(98)されており、

これらの公益法人等は、「いわゆる公益を目的とする法人であるが、剰余金の

分配をすることは禁止されており、残余財産は国に帰属するか、または公益

を目的とした類似する事業を営む法人に帰属することを建前としている」(99)。

一方、同法別表第二に特掲された法人以外の法人については、その設立が公

益を目的としたものであっても法人税法上の公益法人等には該当しないこと

となる(100)。そのような法人の中でも、個別の設立根拠法によって公益法人

等とみなす法人があり(101)、例えば、特定非営利活動促進法２条２項に規定

する特定非営利活動法人（NPO）などが該当(102)し、これらの法人は、収益

事業から生ずる所得についてのみ法人税を課されることとなるが、公益法人

等の軽減税率及びみなし寄附金制度については適用されない。 

２ 公益法人等の納税義務及び課税所得の範囲 

法人税法上、公益法人等は、収益事業から生じた所得についてのみ納税義

務を負うとされている（法法４①、７）。収益事業とは、「販売業、製造業そ

の他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの」（法法２

十三）をいい、政令において、具体的な 34 事業種が限定的に列挙（以下「特

                                                                                                                             
二イ）、②その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための

事業を行う法人であって、その事業を運営するための組織が適正であるもの（法法２

九の二ロ）をいう。 

(98) 例えば、学校法人（私立学校法）、社会福祉法人（社会福祉法）、宗教法人（宗教

法人法）、法人格を有する職員団体等（職員団体等に対する法人格の付与に関する法

律）、税理士会（税理士法）、日本公認会計士協会（公認会計士法）、日本赤十字社（日

本赤十字社法）、弁護士会（弁護士法）、各種の共済組合、法人格を有する労働組合（労

働組合法）などが存在する。 

(99) 武田・前掲注(78)３頁。 

(100) 若林孝三『公益法人の税務〔平成 25 年版〕』12頁（大蔵財務協会、2013）。 

(101) その他、認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、政党法人、防災街区

整備事業組合、マンション建替組合及びマンション敷地売却組合がある。 

(102) 「特定非営利活動法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用につ

いては、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。…（後略）」（特定非営利

活動促進法 70 条）と規定されている。 
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掲事業(103)」という。）されており（法令５①各号）、「その列挙からもれてい

る事業からの収益は、それが営利事業に当たる場合であっても、課税の対象

とされない」(104)こととなる。また、公益法人等が収益事業を行うに当たり、

その性質上その事業に付随して行われる行為（以下「付随行為」という。）は

それぞれ収益事業に含まれるとされている（法令５①括弧書）。なお、農業、

林業、漁業などの第一次産業に関する事業は、零細であることが多いことを

理由に収益事業として掲げられていない(105)ほか、収益事業に該当する場合

でも、一定のものについては政策的事由などにより収益事業から除かれてい

る（法令５②）。 

（１）収益事業の種類 

 法人税法２条 13 号の委任を受け、現在、政令に限定的に列挙されてい

る収益事業（法令５①）は、以下のとおりの 34 事業種である。それぞれ

の事業の意義及び範囲については、必ずしも明確に定められているとはい

えず、その解釈に当たっては個別的に合理的な解釈に委ねることとなるが、

そこでは法人税法２条 13 号及び同法７条の趣旨をも斟酌した上で、その

文言を解釈すべき(106)と考えられている。 

（特掲事業） 

 ①物品販売業、②不動産販売業、③金銭貸付業、④物品貸付業、⑤不

動産貸付業、⑥製造業、⑦通信業、⑧運送業、⑨倉庫業、⑩請負業、⑪

印刷業、⑫出版業、⑬写真業、⑭席貸業、⑮旅館業、⑯料理店業その他

                                                           
(103) 特掲事業については、主として一般営利企業との競合関係にあると思われる事業

を特掲するという考え方から、既に廃止されていた旧営業税法において課税事業とし

て特掲されていたものとほぼ同様の業種が規定されている（前掲注(86)）。この点に

関しては「『営業』とは、継続的に同種の営利行為を行うことを意味し、利益を得る

ことを目的とする行為である。『収益事業』といえば、結果的に利益があれば何でも

該当するかの如き感があるが、『営業』といえば営利目的が必要となる。沿革的には、

次善の策としてこの営業税法の課税対象であった業種が限定列挙されたのであって、

このような経緯も考慮すべきであろう」（伊藤義一「治験等に起因して受領した寄附

金の収益事業該当性」ジュリスト 1288 号 167 頁（2005））との意見もある。 

(104) 金子・前掲注(92) 426 頁。 

(105) 武田・前掲注(78)34-35 頁。 

(106) 伊藤・前掲注(103)167 頁。 



248 
税務大学校論叢第 89 号 平成 29 年６月 

の飲食店業、⑰周旋業、⑱代理業、⑲仲立業、⑳問屋業、㉑鉱業、㉒土

石採取業、㉓浴場業、㉔理容業、㉕美容業、㉖興行業、㉗遊技所業、㉘

遊覧所業、㉙医療保健業、㉚技芸教授業（洋裁、和裁、着物着付け、編

物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、

音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船

舶の操縦（以下「技芸」という。）の教授又は学校の入学者を選抜するた

めの学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授

若しくは公開模擬学力試験を行う事業）、㉛駐車場業、㉜信用保証業、㉝

無体財産権提供業（その有する工業所有権その他の技術に関する権利又

は著作権の譲渡又は提供（以下「無体財産権の提供等」という。）を行う

事業）、㉞労働者派遣業 

（２）政策的事由等により収益事業から除かれているもの(107) 

 公益法人等が行う行為が外形的に収益事業に該当するものであっても、

次に掲げる事業は、政策的事由等によって個別の特掲事業又は収益事業全

体から除外されている。特掲事業から個別に除外されている事業について

は、「限定列挙規定によるものであるから、その範囲について類推解釈する

ことは認められない」(108)と解されており、特掲事業ごとの課税上の取扱

いは異なっていることとなる。なお、個別に除外されている事業は、少な

くともその特掲事業の範囲にあるということであるから、収益事業の範囲

を探る上では重要である。 

イ 個別の特掲事業から除外されているもの 

(ｲ) 特別法によって設立された法人がその法律に基づいて行う本来の業

務であって、法人の設立目的及び業務の性格などから、課税すること

が適当でないと認められるもの 

 例えば、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立

研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法に掲げる業務として

                                                           
(107) この点に関しては、若林・前掲注(100)76-83 頁を参考とした。 

(108) 若林・前掲注(100)78 頁。 
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行う製造業（法令５①六）などが該当する。 

(ﾛ) 公的性格を有する法人が行う事業で、実質的に地方公共団体の行う

事業と同一であると認められるもの 

 例えば、地方公共団体の管理の下に運営されているもの（特定法人）

の行う不動産販売業及び不動産貸付業（法令５①二イ、五イ）などが

該当する。 

(ﾊ) 事業の内容が教育又は学術の振興、社会福祉への貢献に寄与してい

るなど、公益性が高いと認められるもの 

 例えば、社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる席貸業

（法令５①十四ロ（２））などが該当する。 

(ﾆ) その法人の性格上、その行う特定の事業につき公益性が高いと認め

られるもの 

 例えば、日本赤十字社、学校法人などが行う医療保健業（法令５①

二十九イ、ロ、ハ）などが該当する。 

(ﾎ) 国又は地方公共団体から委託を受けて行っている事業で、収益事業

として課税することが適当でないと認められるもの 

 例えば、法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託

された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務

処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかな

ことその他の財務省令で定める要件に該当するもの（法令５①十イ）

が該当する。 

(ﾍ) その事業が収益的性格を有しないと認められるもの 

 例えば、宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳

墓地の貸付業（法令５①五ニ）などが該当する。 

ロ 収益事業全体から除外されているもの 

 一定要件を満たす公益法人等が行う次の事業は、その公益への貢献度

が特に高いことを考慮し、収益事業には含まれないこととされている（法

令５②）。 
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(ｲ) 公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業 

(ﾛ) 身体障害者等を雇用して行う事業(109) 

(ﾊ) 母子福祉団体等が行う「飲食店業」その他の事業(110) 

(ﾆ) 保険業法の保険契約者保護機構が同法の業務として行う事業 

３ 収益事業判定に関する課税実務上の基本的な取扱い 

収益事業判定に関して、法人税基本通達において基本的な取扱いが示され

ており、課税実務上、極めて重要なものであると判断されることから、その

理解は本研究においても不可欠である。 

（１）「継続して事業場を設けて行われるもの」の意義 

 法人税法上の収益事業は、「継続して事業場を設けて行われるもの」とさ

れる（法法２十三）。「継続して事業場を設けて」が基礎的な要件とされて

いるのは、「継続企業から生じた所得、すなわち『事業所得』について課税

するという趣旨」(111)であり、「事業場を設けて行われる」とは、「その事

業活動にとって拠点となるべき場所があるというほどの意味であ

〔る〕」(112)から、おおよそ事業活動とは認められないようなよほどの事情

がない限り、この要件に該当すると解されることから、「移動販売、移動演

劇興行等のようにその事業活動を行う場所が転々と移動するものであって

も、『事業場を設けて行われるもの』に該当する」(113)とされている。つま

り、事業活動を行うからには、どこかに拠点と認められるべきものが存在

                                                           
(109) その事業に従事する者の過半数が身体障害者や生活費扶助者、精神貢弱者、一定

の知的障害者、精神障害者、年齢 65 歳以上の老齢者又は母子家庭における寡婦であ

り、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与していることが必要とされてい

る（法令５②二）。 

(110) 母子福祉団体が行う特掲事業のうち飲食店業その他の事業で、①その事業に必要

な資金として都道府県が貸付けを行った事業のうち、その貸付けの日から最終償還日

までの期間内の属する各事業年度において行われる事業、又は②公共的施設内におい

て行われる事業（法令５②三）。 

(111) 小原一博編『法人税基本通達逐条解説〔八訂版〕』1270 頁（税務研究会出版局、

2016）。 

(112) 小原・前掲注(111)1270 頁。 

(113) 法人税基本通達 15-１-４。 
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していることの確認的な意味合いと解されるから、その事業場は物理設備

に限らず、例えば、インターネット上のウェブサイトについても、そのウェ

ブサイトを構成するコンテンツをアップロードするサーバ等の物理的存在

も含めて、すでにそれ自体がネット空間上で公然性を有している存在とい

えることから、「事業場を設けて行われるもの」に該当しないとする、よほ

どの事情は見当たらない。 

（２）公益法人等の本来の目的である事業と収益事業との関係 

 現行の法人税法上、収益事業の範囲については必ずしも公益性の有無や

その強弱だけで課税の是非が判断されているわけではなく、「いずれも一般

私企業との競争関係の有無や課税上の公平の維持など、専ら税制固有の理

由から収益事業として規定されている」(114)のであって、その事業が持つ

公益性とは関係なく、その収益事業の範囲は定められている。したがって、

公益法人等が行う事業が特掲事業のいずれかに該当する場合、その事業が

その公益法人等の本来の目的である事業であっても、その事業から生ずる

所得については法人税が課税される(115)。一方で、法人税法上、競合性の

ない事業は事業そのものが収益事業に掲げられておらず、また、前述のと

おり、特に公益性が強い個別の事業については、法令上の除外規定にて明

確に非課税事業とされていることからは、公益性と競合性について一定の

バランスを取っていると考えられる。 

（３）委託契約等により他者に行わせている事業の取扱い 

 公益法人等が自ら表面上の経営者として収益事業を営む場合と、委託契

約等によって他人に同様の行為をさせている場合とでは、どちらも実質的

な事業経営は公益法人等が行っていると認められるにも関わらず、形式的

にその一方だけを課税対象としたのでは、公益法人等に対する収益事業課

税の制度趣旨である一般私企業との競合関係の調整や課税上の公平の維持

                                                           
(114) 小原・前掲注(111)1264 頁。 

(115) 法人税基本通達 15-１-１。 



252 
税務大学校論叢第 89 号 平成 29 年６月 

は果たせない(116)。そのため、公益法人等が収益事業に該当する事業に係

る業務の全部又は一部を委託契約に基づき他の者に行わせている場合、そ

の公益法人等が自ら収益事業を行っているものとして取り扱うこととされ

ている(117)。 

（４）法人税法上の収益事業の範囲 

 デジタルコンテンツ提供事業の特性に焦点を当てた収益事業判定の検討

では、34 事業種への該当性がその中心となることから、特に電子書籍関連

事業との関連性が想定される「物品販売業」、「物品貸付業」、「請負業」、「出

版業」及び「無体財産権提供業」の５種の収益事業を取り上げ、法人税法

上、直接的には規定されていない「自動公衆送信行為」、「無体であるもの」

などの取扱いを確認しておくこととする。 

イ 「物品販売業」及び「物品貸付業」 

(ｲ) 「物品販売業」における販売行為 

 収益事業に該当する事業種として「物品販売業」が規定されている

（法令５①一）。一般的に、物品とは「不動産以外の有体物」(118)をい

うが、ここでいう物品の範囲については、動植物その他通常物品とい

わないものも含む（法令５①一括弧書）とされる。この場合の「通常

物品といわないもの」に含まれるものとして、動植物のほか、「郵便切

手、収入印紙、物品引換券等が含まれる」(119)ことが、課税実務上の

                                                           
(116) 渡辺淑夫氏は、「公益法人等が自らは店舗などを開設しないで、他の者に経営を委

託してこれから歩合を取るというような形で、実質的に自ら収益事業を営んでいると

認められる事例も少なくない」。「この点、もとも収益事業課税は、一般私企業との競

合関係の調整や課税上の公平の維持というところにねらいがあるわけですから、公益

法人等が自ら表面上の経営者として収益事業を営む場合にのみ課税すれば足りると

いうことではないと思われ〔る〕」。「たとえ自らは表面上に出ないとしても、実質的

に自ら収益事業を営んでいると認められるような場合には、これについても課税の対

象にするということでなければ、課税の公平は期しがたいというべき」と述べられて

いる（渡辺淑夫『公益法人の理論と実務〔五訂版〕』37 頁（財経詳報社、1994））。 

(117) 法人税基本通達 15-１-２。 

(118) 新村・前掲注(16)2346 頁。民法上、物とは「有体物をい〔い〕」（民法 85）、「不動

産以外の物は、すべて動産」（民法 86②）とされる。 

(119) 法人税基本通達 15-１-９(注)１。 
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取扱いとして明らかにされている。これら例示されたものが有体物で

あることも含め、ここでいう「通常物品といわないもの」に、有体物

以外のものが含まれると考えることは、文理上、難がないとはいえな

い(120)。 

 一方、ここでいう「物品販売業」については、自己の収穫その他の

行為により農作物等を取得しこれを販売する場合、一括して特定の集

荷業者に卸売りするような行為は収益事業に当たらないが、そのよう

な行為を経ずに自らが消費者等に対して直接販売する行為は「物品販

売業」に該当する(121)という考え方が、課税実務上、明らかにされて

いる。前述したとおり、第一次産業である農林業は非課税とされてい

るところ、その農作物を販売用として取り扱う事業との課税・非課税

の区分において、「同じ農産物等であっても、これを直接不特定又は多

数の者に『小売り』する場合には、もはや農林業等ではなく、通常の

販売業カテゴリーに属する」(122)ことが明らかであることから、その

販売形態に着目したものである。さらに、有価証券及び手形は「通常

物品といわないもの」には含まれない(123)とされていることから、有

価証券や手形の売買を行う事業は証券業ないしは貸金業などの金融業

等は、取り扱うものが有体物であっても「物品販売業」に含まれず、

その売買を行う事業が特定される場合などは、然るべき事業として判

断するべきとの考え方に基づくものと解される。このように、公益法

人等が物品の販売形態で行うものは、小売、卸売の別に関わらず、原

則として「物品販売業」に該当するとした上で、その経済的実質が明

らかに物品販売と異なるものにまで法形式に従って課税対象とするこ

                                                           
(120) なお、収益事業である物品販売業及び物品貸付業の「物品」については有形物で

あるとする見解は少なくなく、「あくまで形があり目に見える有形物をいい･･････『ソ

フトウェア』のような無形物は含まれないと解され」る（渡辺淑夫=山本清次『法人

税基本通達の疑問点〔五訂版〕』814 頁（ぎょうせい、2012））などがある。 

(121) 法人税基本通達 15-１-９。 

(122) 渡辺・前掲注(116)50 頁。 

(123) 法人税基本通達 15-１-９(注)１。 
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とも適当とはいえない(124)とする考え方が示されている。 

(ﾛ) 「物品貸付業」における貸付行為 

 収益事業に該当する事業種として「物品貸付業」が規定されており

（法令５①四）、前述の「物品販売業」同様、物品の範囲に「通常物品

といわないもの」を含む（法令５①四括弧書）ことから、一般的にい

う物品よりその範囲は広義とされる。ここでいう「通常物品といわな

いもの」の範囲に、著作権などの無体財産権の提供（貸付け）が含ま

れるかどうかについては、「『通常物品といわないもの』の範囲を広く

解するとすれば、このような無体財産権の貸付けについても、物品貸

付業に含めて課税対象にする余地もないではない〔が、〕『通常物品と

いわないもの』の例示としては『動植物』（法令５①四括弧書）が掲げ

られているところからみて、無体財産権までをこれに含めて読み込む

ことについては文理的にやや難があ〔り〕」」(125)、課税実務上も著作

権等は「通常物品といわないもの」に含まれないとされる(126)。一般

に物品の貸付けとは、物品をその利用者の管理のもとに移してその利

用をさせる行為をいうのであり、例えば、貸金庫や貸ロッカーなどを

利用させる契約は、一般に保護函契約と呼ばれる賃貸借契約であって、

貸ロッカー等そのものの貸付けであると解されることから、貸金庫や

貸ロッカーなどの事業は、「倉庫業」（法令５①九）ではなく、ここで

いう「物品貸付業」に含まれる(127)ことと解されている。 

ロ 「通信業」 

 収益事業に該当する事業種として「通信業」が規定されており（法令

５①七）、ここでいう「通信業」には「放送業」が含まれる。法人税法及

び関連法規に「通信業」及び「放送業」に関する定義規定は設けられて

いない。 

                                                           
(124) 小原・前掲注(111)1280-1281 頁参照。 

(125) 小原・前掲注(111)1293 頁。 

(126) 法人税基本通達 15-１-16(注)。 

(127) 小原・前掲注(111)1304 頁。 
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(ｲ) 「通信業」における通信行為と放送行為の意義 

 法人税法及び関連法規に「通信業」及び「放送業」に関する定義

規定は設けられていない。そこで、「通信業」及び「放送業」につい

て、税法以外の規定等を確認することにより、収益事業である「通

信業」の意義及び範囲を探ることとする。一般的に通信とは、「郵便・

電信・電話などによって意思や情報を通ずること」(128)をいうとさ

れており、郵便のほか電気通信が含まれる。電気通信事業の基本的

事項を定めた電気通信事業法において、電気通信とは、「有線、無線

その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又

は受けること」（電気通信事業法２一）と定義されており、電気通信

事業とは、他人の需要に応ずるために「電気通信設備を用いて他人

の通信を媒介し、その他電気通信設備(129)を他人の通信の用に供す

る」事業（電気通信事業法２三・四）をいう。また、放送事業の内

容を公共の福祉に適合するように規律する放送法において、放送と

は「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信」

（放送法２一）と定義され、放送は電気通信の一形態とされる。以

上のことから、法人税法上の「通信業」とは、「他人の通信を媒介若

しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多

数の者によって直接受信される通信の送信を行う事業をいう」(130)

とされる。 

(ﾛ) 著作権法上の自動公衆送信行為 

 法人税法上、収益事業の範囲において、同一の事業種として取り

扱う「通信業」と「放送業」の区別を論じることに実益はないが、

法律制定時には存在していないインターネットは、伝統的な通信と

も放送とも異なる、いわば一つの大きなメディアとして考えられ、

                                                           
(128) 新村・前掲注(16)1854 頁。 

(129) 電気通信設備とは、「電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

をいう」（電気通信事業法２二）。 

(130) 法人税基本通達 15-１-24。 



256 
税務大学校論叢第 89 号 平成 29 年６月 

そこで行われるデジタルコンテンツを提供する行為が、通信行為と

放送行為に対してどのような位置にあるのか確認しておくこととす

る。 

 通信行為とは、主として媒介であって、基本的には通信経路を流

れる情報の中身を問わないから、特にどのようなコンテンツである

かといった認識はなく、このことは電子書籍もネット上を情報とし

て流れるものの一つとする先の見解と整合している。一方、放送行

為とは、公衆によって直接受信されることを目的とした行為であり、

放送を通じて流す情報の中身は重要であり、当然にコンテンツを有

意なものとして認識する情報伝達媒体である。このように考えると、

例えば、インターネットへ接続するサービスを提供する ISP（プロ

バイダ）事業は明らかに前者の通信の性格を有するものと判断され

るが、デジタルコンテンツを提供する事業は後者の放送に近いもの

と認識され、両者はその経済的活動の性格を異にしている。 

 一方、放送によって公衆に送信されるコンテンツには、映画、音

楽などの著作物を含むことから、放送行為には放送法とは別に著作

権法が働いている。著作権法上の放送とは、「公衆送信のうち、公衆

によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行

う無線通信の送信」（著作権法２①八）をいい、放送事業者(131)とは

「放送を業として行う者をいう」（著作権法２①九）。また、公衆送

信とは、「公衆によって直接受信されることを目的として、無線通信

又は有線電気通信の送信を行うことをい〔い〕」（著作権法２①七の

２）(132)、放送を含め、著作物を公衆送信することに関して、著作

権法は著作者に公衆送信権を与えている。公衆送信権は、「放送権と

                                                           
(131) 放送自体は著作権法の保護対象とされていないが、放送は放送事業者の行為であ

り、その放送行為は著作権法上、著作隣接権の保護対象とされる（著作権法 98 以下）。 

(132) 「公衆送信とは、『直接公衆』に受信させるものでなければならず、ポイント・ツ

ー・ポイントの送信は公衆が対象ではないので含まれない」とされる（中山・前掲注

(35)258 頁）。 
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有線放送権及び自動公衆送信権の上位概念として、公衆への送信の

全てを含む」(133)権利であり、自動公衆送信権（送信可能化）とは、

サーバなどの自動公衆送信装置によるインターネットを通じた送信

（以下「自動公衆送信」という。）に対応した概念である。 

 つまり、インターネット上で行われる自動公衆送信行為は、放送

行為ではないものの、これに類似する行為であって、公衆によって

直接受信されることを目的とした無線通信又は有線電気通信の送信

の一形態であるから、その行為は「他人の通信を媒介若しくは介助

し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数の者に

よって直接受信される通信の送信を行う事業」に含まれると解され

る。 

ハ 「出版業」 

 収益事業に該当する事業種として「出版業」が規定されている（法令

５①十二）。 

(ｲ) 「出版業」 

 一般的に出版とは、「文書・図画を印刷してこれを発売・頒布する

こと」(134)とされ、出版業とは、主として書籍、雑誌、定期刊行物

などの出版を行う事業(135)をいうとされる。収益事業である「出版

業」の範囲については、立法政策上、収益事業から共通的に除かれ

ているもの（法令５②）のほか、「特定の資格を有する者を会員とす

る法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布

するために行うもの」と、「学術、慈善その他公益を目的とする法人

がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行

うもの」が個別に除かれている（法令５①十二括弧書）。また、課税

                                                           
(133) 中山・前掲注(35)257 頁。 

(134) 新村・前掲注(16)1347 頁。 

(135) 総務省「日本標準産業分類（平成 25 年 10 改定）」-「大分類 G－情報通信産業」 

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000290726.pdf：平成 29 年６月 20 日最終

閲覧）。 
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実務上の取扱いでは、書籍や雑誌、新聞などを制作して出版する事

業のほか、各種の名簿や統計数値、企業財務に関する情報等を印刷

物等として刷成し、これを販売する事業は出版業の範囲に含むもの

とされている。一方、自ら出版を行う事業が「出版業」であるから、

自らは出版を行わない出版関連事業については、他の特掲事業とし

て課税されることとされている(136)。 

(ﾛ) 付随行為との関係 

 公益法人等が収益事業を行うに当たり、「その性質上その事業に付

随して行われる行為を含む」（法令５①括弧書）とされている。「そ

の性質上その事業に付随して行われる行為」とは、通常その収益事

業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる行為

をいい、課税実務上の取扱いの具体的な例示として、「出版業を行う

公益法人等が行うその出版に係る業務に関係する講演会の開催又は

当該業務に係る出版物に掲載する広告の引受け」(137)などの行為が、

付随行為に当たることが明らかにされている。なお、その「出版業」

と直接関係のないもので、独立した事業と認められる程度のものは、

「出版業」の付随行為というよりは他の特掲事業として課税される

べきものと解すべきであろう。 

ニ 「代理業」、「仲立業」又は「問屋業」 

 収益事業に該当する事業種として「代理業」、「仲立業」、「問屋業」が

規定されている（法令５①十八、同項十九、同項二十）。これら三者を厳

密に区分することは事実上困難であるが、それぞれ課税上の取扱いに異

なるところがないことから、その区分を論じることに実益はないものと

なる。しかしながら、限定的に列挙されていることから、課税上、その

理論的な範囲として、「代理業」とは、他の者のために商行為の代理を行

                                                           
(136) 法人税基本通達 15-１-31。 

(137) 法人税基本通達 15-１-6(1)。 
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う事業をいう(138)とされ、「問屋業」とは、自己の名をもって他の者のた

めに売買その他の行為を行う事業であり、一般にいう取次業者をいう

(139)などとされる。ここで注意すべきは、例えば、出版取次業といって

も単なる売買の代理ではなく、自己の計算において売買を行うものは「問

屋業」ではなく、「物品販売業」として収益課税事業の対象となり得る(140)

し、また、物品販売代理店のように、単に物品を消費者に販売している

ものも、その名称等に関わらず「物品販売業」と判定すべき場合があ

る(141)とされている。法律制定時、これらは物流を前提とした行為であっ

たとも考えられるが、物流を伴わないデジタルコンテンツの取引におい

ても、そのすべてが一事業者で行われない限り、その流通過程において

事業者間を繋ぐ役割の重要性は変わらない。 

ホ 「無体財産権提供業」における「著作権の提供等」の範囲 

 著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）の譲

渡又は提供（以下「著作権の提供等」という。）は、一定のものを除いて

収益事業に該当する（法令５①三十三）。ここでいう「著作権」とは、法

人税法を含む租税法規において特に定義されていないことからすると、

租税法律主義の要請する法的安定性及び予見可能性の見地から、「著作

権」は著作権法の規定に基づき、同じ意義に解釈すべきであり、租税法

と私法の関係に照らせばそれは明らかであることから、著作権法に規定

する著作権、出版権及び著作隣接権をいうと解されている(142)。法人税

法上の「著作権の提供等」は、これらに加えて「その他これに準ずるも

の」がその範囲に含まれることから、著作権法に定められている権利よ

り広く捉えられている。前章で考察したとおり、著作権の譲渡とは著作

                                                           
(138) 法人税基本通達 15-１-45。 

(139) 法人税基本通達 15-１-47。 

(140) 小原・前掲注(111)1327 頁。 

(141) 渡辺=山本・前掲注(120)835-836 頁。 

(142) 「『著作権』、『出版権』及び『著作隣接権』の意義については、いずれも著作権法

に規定するこれらの権利を指している」（渡辺・前掲注(116)180 頁）。 
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権の全部又は一部を譲渡する行為をいい、著作権の提供とは著作物の複

製その他著作物の利用（法定利用行為）の許諾又は出版権の設定をする

行為をいうものと解される。また、この場合の「その他これに準ずるも

の」には、文理上、「著作隣接権に準ずるもの」をいうから、著作隣接権

の許諾権とは法的性質が異なる報酬請求権(143)などが含まれるものと解

される(144)。したがって、著作権の提供等とは、「その他これに準ずるも

の」の範囲を含め、著作権を基礎とする物権的又は債権的権利をいうも

のと解される。 

ヘ 「請負業」の範囲及び他の特掲事業との関係 

 特掲事業として「請負業（事務処理の委託を受ける業を含む。）」が掲

げられている（法令５①十）が、法人税法及び関係法令に特に請負の定

義規定はないことから、「請負業」をどのように解すべきかという点がし

ばしば問題とされてきた。 

 この点に関しては、特定非営利活動法人の提供するサービスの収益事

業該当性が争われた事例において、裁判所は、「請負業」の意義について

次のように説示している。「〔法人税法施行令５条１項 10 号〕イにおい

て『法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法

人の行なうその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のた

めに必要な経費をこえないことが法令の規定により明らかなことその他

の財務省令で定める要件を備えるもの』と規定している。このような法

人税法施行令５条１項 10 号の文言からすれば、同号にいう『請負業』

は、民法 632 条所定の請負を反復継続して業として行うものに限定され

ず、委任（民法 643 条）あるいは準委任（同法 656 条）を反復継続して

                                                           
(143) 著作隣接権の許諾権が物権的な権利であるの対して、二次使用について使用料（報

酬）を請求できる債権的な権利は、一般的に報酬請求権と呼ばれている（齊藤浩貴=

上村哲史『情報・コンテンツの公正利用の実務～IT/ネット時代の企業活動における

コンテンツの活用～』15 頁（青林書院、2016））。 

(144) 渡辺淑夫氏は、例えば、「漫画の主人公を商品のマーク等として使用することを許

諾する権利などがこれに当たる」（渡辺・前掲注(116)180 頁）とされる。 
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業として行うものをも含むことが、文理上明らかというべきであ

〔る〕」(145)。民法上の請負は、「当事者の一方がある仕事を完成するこ

とを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約

することによって、その効力を生ずる」（民法 632）と規定されており、

つまり、仕事の完成を目的とする契約形態をいうのであって、特に取り

扱うものが有体であるか無体であるかの別はなく(146)、その契約成立の

要件事実は「注文主において仕事の対価として報酬を支払う旨の合意が

明確であること」(147)と解されている。 

 しかしながら、法人税法上の「請負業」は、「事務処理の委託を受ける

業」を含むと規定されていることから、民法 632 条所定の請負を反復継

続して業として行うものに限定されず、委任（民法 643 条）あるいは準

委任（民法 656 条）を反復継続して業として行うものをも含み(148)、そ

の範囲は広義のものと解される。 

 このような請負業の範囲は、他の特掲事業の範囲と重なるところも少

なくないことから、その範囲の広狭をどのように解すべきかは問題であ

る。この点に関しては、法人税法施行令５条１項所定の 34 種の収益事

業は限定的に列挙したものであって、その個々の特掲事業の範囲におい

て非課税規定も置かれている。仮に、収益事業該当性の判定を要する事

業について「請負業」を除く他の特掲事業の該当性を判定した結果によっ

て、「請負業」にて再度判定を行うのでは、まずはその事業が外形的に特

                                                           
(145) 千葉地判平成 16 年４月２日税務訴訟資料第 254 号－110 順号 9617。 

(146) 民法上の請負とは、「雇用・委任とともに･･････有形であると無形であるとを問わ

ず」、また、委任とは、「一定の事務の処理を委託すること、つまり統一した労務を目

的とする点に特色を有する･･････事務は法律行為とそうではない行為がある。後者を

特に準委任と呼ぶ」とされる（我妻栄=有泉亨=川井健『民法２債権法〔第３版〕』357、

364 頁）。 

(147) 酒井克彦『クローズアップ課税要件事実論〔第４版〕－要件事実と主張・立証責

任を理解する－』254 頁（財経詳報社、2015）。 

(148) 民法において、「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、

相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」（民法 643）、準委任につ

いては、「（前略）法律行為でない事務の委託について準用する」（民法 656）と規定

されている。 
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掲事業のどれかに該当することを基礎的な要件とする条文構成に合致し

ておらず、そのような判定方法が可能であるとするならば、そもそも収

益事業の範囲として個々の事業を特掲した意味も、その特掲事業ごとに

置かれた非課税規定の意味もないこととなる。そのため、収益事業の該

当性を検討する際には、「請負業」と他の特掲事業との関係において、請

負等の性質を有するものであっても、その事業がその性格からみて、「請

負業」以外の特掲事業に該当する場合は、その事業は「請負業」に該当

しないものとして取り扱うことが課税実務上も明らかにされている(149)。 

４ 日本標準産業分類における情報通信業 

法人税法上の収益事業該当性を判断する事業がある場合、当該事業の事業

種を判定する際、結局のところ、社会通念上の意義を基礎として、当該事業

の目的、内容、態様等の諸事情を踏まえて解釈するのが相当であり、具体的

な主たる事業の判断に用いるものの一つとして、総務省が定める日本標準産

業分類が考えられる。日本標準産業分類表は統計基準ではあるが、一般の社

会通念に基づいて定められているものと考えられる十分な合理性があると判

断し、本稿ではデジタルコンテンツを提供する事業が他の事業との関係にお

いて、どのような位置にあるかを探る手掛かりとして、同分類を用いること

とする。 

同分類では、情報の伝達、情報の処理・提供などを行う産業が拡大してき

たことを受けて、情報通信業の中分類として、①通信業、②放送業、③情報

サービス業及び④映像・音声・文字情報制作業を設定するとともに、これら

に加えて、通信業と情報サービス業の両産業のいずれにも分類し難い中間領

域的な産業の受け皿として、⑤インターネット附随サービス業を中分類に設

定している(150)。そして、主としてインターネットを通じて、音楽、映像等

                                                           
(149) 法人税基本通達 15-１-29。 

(150) 情報通信の分野は多岐にわたる急速な成長が見込まれること、映像、音声、文字

情報制作に係る活動は、他の産業活動から生み出される情報の生産活動と分類するこ
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を配信する事業（ウェブ・コンテンツ提供業（電気通信役務利用放送に該当

しないもの）など）は、他に分類されないものとしてインターネット附随サ

ービス業に分類されている(151)。また、情報通信の分野は多岐にわたる急速

な成長が見込まれること、映像、音声、文字情報制作に係る活動は、他の産

業活動から生み出される情報の生産活動と分類することが難しくなること等

から、今後、さらなる検討が必要であるとされている(152)。 

                                                                                                                             
とが難しくなること等から、今後、さらなる検討が必要であるとされている。また、

統計審議会では改定の必要性について、情報通信の高度化、サービス経済科の進展等

に伴う産業構造の変化への適合を挙げており、電気通信分野と情報処理分野の技術の

革新・進展、これによる関連産業の発展、また、国際標準産業分類（ISIC）における

情報産業（information sector）の補助分類化などの動きからも、従来の「電気通信

業」、「放送業」、「情報サービス・調査業」等（いずれも中分類）を見直し、中分類が

「通信業」、「情報サービス業」等によって構成される大分類「情報通信業」を新設す

ることが適当であるとされた。また、情報通信の分野は多岐にわたる急速な成長が見

込まれること、映像、音声、文字情報制作に係る活動は、他の産業活動から生み出さ

れる情報の生産活動と分類することが難しくなること等から、今後、さらなる検討が

必要であることも示されている（総務省・前掲注(2)）。 

(151) 日本標準産業分類では、産業区分において、他産業との関係を捕捉することで情

報通信業の範囲をより明確にしており、製造業との関係では、「主として新聞発行又

は書籍等の出版を行う事業所は情報通信業とするが、主として新聞又は書籍等の印刷

及びこれに関連した補助的業務を行う事業所は製造業（大分類）に分類」され、「情

報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く）の原盤を制作する事業所は情報通信業とす

るが、自ら原盤の制作を行わず、情報記録物の大量複製のみを行う事業所は製造業（大

分類）」に分類される。また、卸売・小売業との関係では「情報記録物、新聞、書籍

等を購入して販売する事業所は卸売業、小売業（大分類）に分類」され、サービス業

との関係では「情報記録物、書籍等を賃貸する事業所は不動産業、物品賃貸業（大分

類）に分類」される。 

(152) このようなことからは、物理空間の伝統的事業モデルにネット空間で行われてい

る新たな事業を当てはめることの限界とともに、それぞれの空間を別物として分離す

ることでは、様々なものを融合してしまう新たな事業を分類できるかどうかという疑

問が生じるとともに、そもそも、企業がそのような空間の分離を意識せずに事業を

行っている現状を考えると、やはり、アナログとデジタルの分離限界を認めざるを得

ない。例えば、そのような急速かつ多岐に渡る成長期にある分野について、一旦はイ

ンターネット附随サービス業などのように分類しておくことは、伝統的な事業の典型

を維持しつつ、今後の検討においても、一旦散りばめたものを集約するよりはわかり

やすい過程を辿るものと考えられる。 
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第３節 小括 

 我が国における公益法人等に対する収益事業課税は、昭和 24 年のシャウプ

勧告を契機に、翌昭和 25 年税制改正において新たな公益法人等への収益事業

課税制度が始まり、その基本である収益事業を限定列挙した収益事業課税方式

は、現行制度においても変わらないままである。昭和 25 年の法人税法改正ま

で長く非課税扱いとされてきた公益法人に対して、収益事業課税を行うに至っ

た理由が、公益法人等と他の営利企業との競争条件の平等化、つまり、課税の

公平維持であったことを踏まえれば、収益事業の判定に際しては、公益法人等

が行う事業の実質的な経済活動がどのようなものであるのかが重視されてしか

るべきである。しかしながら、公益法人等が行う経済活動は多種多様であり、

ネットワーク通信を介して無体物であるコンテンツを公衆向けに提供するとい

う行為自体が、分類不能な中間領域的な産業とも呼ばれ、従来の事業分類の枠

に収まらない。このようなネット空間の行為は、その法的性質がどのようなも

のであるのかといった問題が、さらに事業の性質をわかり難くさせており、そ

のまま、法人税法上、収益事業判定の難しさとなっている可能性がある。次章

では、ここまでの考察を踏まえ、基礎的モデルにおける電子書籍関連事業の収

益事業判定の検討を行うこととする。 
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第３章 デジタルコンテンツ提供事業等の収益 

事業判定に関する考察 

第１章の考察から、デジタルコンテンツ提供事業等については、提供してい

るものに着目し、その法的性質の考察が物の貸借に準じた債権的性質を有する

権利の付与と解すことができる場合、あとは当該行為が 34 種の収益事業の範

囲にあるのか否かを判定することとなるが、それら特掲事業は基本的には法律

制定時の事業モデルが前提となっており、デジタルコンテンツ提供事業のよう

な新たな特性を有する事業の収益事業の判定には困難が伴う。本章では、デジ

タルコンテンツ提供事業等の収益事業判定において、特に問題となる事項の考

え方を整理した後、基礎的モデルの収益事業判定を検討する。 

なお、基本的に契約関係は非公開である中、下記の結論は本稿が想定するモ

デルの典型的な取扱いを示したに過ぎず、実際の取引契約は本稿の想定とは異

なる場合があり、個々の取引契約等に基づいた事実認定によって、これらと異

なる結論となる場合があることに留意願いたい。 

第１節 ウェブサイトの特性から収益事業判定において問題と 

なる事項 

無体物を対象とするネット空間上の取引では、物理空間ではみられない販売

形態やビジネスモデルが存在しており、その取引行為を有体物に生じる行為と

同様に考え、これをそのまま当てはめることに無理が生じている。一方、前述

のとおり、収益事業課税制度の創設時において、直接的に想定する事業モデル

は物理空間を前提としたものであったことから、ネット空間で完結してしまう

デジタルコンテンツのような取引形態は、法令上、必ずしも明確に規定されて

いるとはいえない。ここまでの考察を踏まえ、デジタルコンテンツ提供事業等

の収益事業判定において特に問題となる事項について、あらかじめ、以下のよ

うに考え方を整理する。 
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１ 法人税法施行令５条１項１号及びに同項４号の「通常物品といわないもの」

の範囲 

収益事業として掲げられている「物品販売業」（法令５①一）及び「物品貸

付業」（法令５①四）の物品の範囲については、動植物その他通常物品といわ

ないものも含む（法令５①一括弧書、同項四括弧書）とされる。 

ここで、「物品販売業」について考えてみる。一般に売買とは財産権を移転

する行為（民法 555）をいい、物品販売とは物品を売買する債権行為(153)であ

る。「物品販売業」の販売行為は物品の所有権の移転を伴うものをいうならば、

所有権は有体物を対象とする権利であるから、販売の目的物が有体物以外で

あるものとする販売行為は「物品販売業」に含まれないこととなる。しかし、

法令上、特にそのような規定は見当たらない。前章第２節３（４）イ(ｲ)の「物

品販売業」における販売行為の考察から、「物品販売業」は、その販売の仕方

が不特定又は多数の者に物品を販売する行為であって、その販売形態は小売、

卸売などの別を問わないものと概括的にいうことができる。その行為が物品

の販売形態によって対価を得るものである限り、原則として「物品販売業」

に該当するが、その行為によって生じる経済的実質が明らかに「物品販売業」

と異なるものである場合にまで、法形式に従って課税の対象とすることは適

当とはいえない。 

次に行為の客体について、ここでいう物品には「通常物品といわないもの」

が含まれるとされているが、文理解釈上、これに有体物以外のものが含まれ

ると考えるには難があり、また、そもそも物品とは有体動産であって(154)、

不動産が除かれていることから考えると、同様に無体であるものも除かれて

いるといえなくもない。 

また、前章第２節３（４）イ(ﾛ)のとおり、「物品貸付業」における「通常

                                                           
(153) 債権行為とは、債権を発生させる行為であって、「それによって所有権の移転とい

う物権行為も通常あわせて行われたとみるのが通説・判例であるが、物権行為の独自

性を主張する学説がある」とされる（川井健=西原道雄=吉野衛=山田卓夫=淡路剛久

『民法コンメンタール(2)総則２』446 頁（ぎょうせい、2000））。 

(154) 前掲注(118)。 
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物品といわないもの」の範囲は、上記「物品販売業」におけるその範囲と同

様と考えることが妥当であるが、著作権等のいわゆる無体財産権を取り扱う

行為は含まれないことが明らかにされている。なお、そのような事業は収益

事業の「無体財産権提供業」として法令上別掲されている。 

これらを踏まえ、「通常物品といわないもの」の範囲を広く解した上で、「物

品販売業」又は「物品貸付業」は、その範囲から著作権等の無体財産権の提

供等に当たる行為を除いた上でもなお、その範囲に無体なものを不特定又は

多数に販売する又は貸付けるような行為が内在していると解される。そして、

法律制定時に、そのような無体なものを販売する又は貸付ける事業は存在し

ておらず、具体的に想定することも難しいものであったとすれば、他の事業

と区分する必要もなかったと理解できる。 

したがって、配信サービスのように有形媒体に固定されていない無体物を

取り扱う行為については、その客体は物とは異なる法的性質であるものの、

それを小売する又は卸売するような販売形態に着目した場合、法律が想定す

る物品販売業若しくは物品貸付業の延長線上にあると考えられることから、

ここでいう「通常物品といわないもの」にデジタルコンテンツを含めて読み

込む余地はあると考える。 

２ 有形媒体に固定されないデジタルコンテンツを使用させる行為 

配信サービスにおいては、デジタルコンテンツの所有等の概念と、これを

販売する行為をどのように解するかが問題となるところ、ここまで述べてき

たように、無体であるデジタルコンテンツについて、物における所有又は占

有等と同様に考えることが困難な場合がある。例えば、所有権（民法 206）

は、有体物を客体として排他的に支配し、その物の使用・収益・処分が可能

な権利である。一方、著作権法上、著作物に働く貸与権も有体物を対象とし

ているが、著作権の実体は「他人が当該著作物にアクセスすることを禁止す
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るものではなく、当該著作物の一定の利用形態を禁止している」(155)もので

あるから、物に働く所有権等とは分けて考える必要がある。 

デジタルコンテンツは物に付着した場合でも両者は無関係に併存しており、

もともとデジタルコンテンツと物は別個の存在であって、著作権者は物の所

有権に影響を受けることなく著作権の行使ができる(156)。この場合、物の無

形的利用とはデジタルコンテンツの利用をいい、著作権法が働く領域である。

その利用に関して著作権法が働かない領域である場合、つまり、本稿でいう

「使用する権利」が付与された物品の譲渡又は貸与である場合、法人税法施

行令５条１項１号の「物品販売業」又は同項４号「物品貸付業」と判定され

ることが考えられるが、ここで着目しているのは物が譲渡又は貸与されてい

ることである。結果として、第１章第２節２（１）イ(ﾛ)Ｂ「パッケージ型商

品を譲渡又は貸与する行為」の考察のとおり、配信型デジタルコンテンツの

提供について、物を譲渡又は貸与する行為をそのまま当てはめることには無

理が生じている。 

前述のとおり、配信サービス提供事業者と消費者で結ばれる利用契約では、

無体物に所有権又は占有権等が及ぶかどうかは別として、その多くにおいて

複製物に関して所有権等は移転しない旨を明記している。そうすると、その

デジタルコンテンツは、サービス期間終了又はサービスシステム自体の終了

に伴って、いつか使用できなくなってしまう可能性を含んだものである。そ

のような配信サービスによって消費者に生じる経済的実質は、物の譲渡と同

視できないが、上記第１章第２節２（１）イ(ﾛ)Ｂ考察のとおり、直ちに貸付

けであるとも言い切れない。 

一般に物品の貸付けとは、物品をその利用者の管理のもとに移し利用させ

る行為をいうのであるから、上記、譲渡の場合と同様に対象物の移転が伴う

行為であり、デジタルコンテンツには直接的になじまない。しかし、消費者

はその利用に際して結ばれる利用契約に基づき、物理空間に持ち出すことな

                                                           
(155) 中山・前掲注(35)241 頁。 

(156) 中山・前掲注(35)243 頁。 
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く当該デジタルコンテンツを利用することが前提となっている場合でも、

ネット空間内でこれを管理できる状態にあり、その利用に関して有形媒体を

必要としないだけであって、消費者に生じる経済的実質は物の貸付けと異な

るものとはいえない。したがって、当該複製物を「使用する権利」について

は、ネット空間上の特性によって実現される、いわば無体物の貸付けという

べきものと考えられる。 

３ 法人税法施行令５条１項７号の「通信業」と他の収益事業との関係 

前章第２節３（４）ハの考察のとおり、「通信業」は、「他人の通信を媒介

若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数の者

によって直接受信される通信の送信を行う事業」である。インターネットを

利活用する多くの情報提供媒体は、通信行為又は放送行為によって情報を流

通させていることから、法人税法上の「通信業」の性格を有しているといえ

る。一方、有形媒体に固定されない無体物の取引が登場し、コンテンツジャ

ンルの境界をわかり難くさせるとともに、従来機能していたメディアごと、

産業分野ごとの分類では、新しいビジネスや産業構造を捉えきれなくなって

きており、例えば、前章第２節４のとおり、配信サービスは、通信業と情報

サービス業の両産業のいずれにも分類し難い中間領域的な産業と位置付けら

れている。 

このような中間領域的な事業については、法人税法上の収益事業の判定を

行う際、その複数有している事業の性質をどのように判断すべきか。この点

に関しては、前章第３節３（４）ヘのとおり、「請負業」と他の事業との関係

の整理において、請負等の性質を有するものであっても、その事業がその性

格からみて請負業以外の特掲事業に該当する場合、その事業は請負業には該

当しないものとして取り扱うこととされている。その理由が、34 種の収益事

業を特掲していること、さらに個別の収益事業ごとに非課税規定を置いてい

ることにあると解せば、法律制定時に想定していた通信業の事業モデルにな

かったインターネットの利活用による配信サービスなどの通信行為について、
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これを一律に通信業と判定することには首肯しがたい。例えば、主たる目的

をインターネット等の通信環境への接続とする事業と、公衆向けにデジタル

コンテンツを視聴・閲覧させるサービスを提供する事業は、いずれも通信業

としての性格を有しているといえる。前者は「他人の通信を媒介若しくは介

助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業」であり、従来の通信行

為の延長上にあると考えられるが、後者については、「多数の者によって直接

受信される」公衆送信権によるコンテンツの自動公衆送信行為であって、従

来の通信又は放送の概念とも異なっており、その販売形態などによって法人

税法上の「通信業」以外の事業に該当する可能性が考えられる。 

４ 広告モデル型サービスの収益構造 

基礎的モデルに設定したビジネスモデルは、消費者へ直接課金するモデル

（課金モデル）と、消費者へ課金せず、広告主からの広告収入によって運営

を行うモデル（広告モデル）である。ここでは、明らかに課金モデルとは異

なる利用料金体系を実現可能とする広告モデルについて、情報伝達媒体であ

るウェブサイトが生み出す広告媒体としての価値からその経済的合理性を考

察し、収益構造と事業の関係性を検討する。 

（１）広告モデル型サービスとは 

 公益法人等がウェブサイトを利活用する多くの場合、自らの目的を達す

るために、公衆向けの情報発信やサービス提供を行っており、これらは有

償又は無償で提供されている。ウェブサイトの特徴の一つは、目的の異なっ

た複数の参加者で成り立っていることであり、ウェブサイト参加者は、商

品等提供者（補完者(157)）、消費者及び運営事業者の三者を基本とし、これ

に広告主等（補完者）が加わる。そのようなウェブサイトの収入は大きく

分けて、消費者等へ直接課金して得る利用料等と、広告主等の第三者から

                                                           
(157) ウェブサイトにおける「『補完プレイヤー』とは『役割』を指す言葉であり、異な

る役割を果たす場合には、実際には同一であっても、同時に異なるプレイヤーとして

活動していると考える」（根来・前掲注(11)６頁）。 
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の収入であるが、ウェブサイトを運営する事業者は、それぞれの事情から

複数の収入を組み合わせている。前章第２節３（４）ロ(ﾛ)のとおり、ウェ

ブサイト上の情報発信は、放送法の放送に該当する場合を除くその多くは

通信行為であるが、従来、通信と呼ばれるものの特性は限定性であり、そ

のような通信と広告の親和性は、公然性を有する放送に比して決して高く

ないと考えられる。しかし、インターネットはそれ自体がすでに公然性を

有しており、それを基盤として構築されるウェブサイトは、閉鎖的な通信

とは明らかに性質を異にしている。前述のように、通信と放送の融合に向

かいつつある中間領域的な事業(158)が数多く登場し、いわゆるインター

ネットメディアを形成し、その中には非常に高い集客性を有するウェブサ

イトも存在しており、これらが私法上、通信であるか放送であるかは別と

して、公衆へ積極的にコンテンツを発信する行為は、従来の通信の概念と

は異なり、むしろ放送に近いものと考えられる。そのようなウェブサイト

は、新聞などの伝統的なメディアと同様に、広告媒体としての価値が高ま

り、広告を掲載するメディアとして機能している(159)ものが少なからず登

                                                           
(158) 日本標準産業分類において「放送業」のうち、「民間放送業」については、主とし

て広告料収入又は有料放送収入により行う放送事業とされ、一般的に放送行為と広告

収入は一体的事業であると考えられる。伝統的なメディアである放送と、インター

ネット上のデジタルコンテンツ配信は、法的性質、技術的な仕組み、設備規模、そし

て放送又は配信によって負うべき社会的責任など、様々な点において異なっており、

同視することはできない。その一方で、通信の自由化後、「通信」と「放送」が以前

のような垣根を越えて、技術的に融合しつつある。総務省新事業創出戦略委員会によ

ると、放送としての基本的な特性を有しながら「限定性を有する放送」とともに、イ

ンターネットを利用した放送のような「公然性を有する通信」が誕生して、「中間領

域的なサービス領域」が登場し、「通信と放送の融合化」と呼ばれる現象が発生して

いる（総務省新事業創出委員会（平成 23 年３月 11 日）資料 岡村久道「情報通信を

取り巻く制度的な課題－過去、現在、未来－」を参考とした）。すでに「通信」から

「放送」との融合へ向かう過程で、公然性をもった存在であるインターネット上の

ウェブサイトは、コンテンツの種類によって、販売チャネルが固定的に決まるという、

従来のメディアとコンテンツの組合せ概念とは異なる「中間領域的なサービス領域」

での情報伝達媒体であり、「放送」、「出版」及び「新聞」などといった別個の伝統的

なメディアを通じて発信されるコンテンツをある程度融合していることは、まさにプ

ラットフォームといえる。そして、従来の通信行為より放送行為により近い形態で運

営されるウェブサイトは、それ自体に広告メディアとしての媒体価値があるといえる。 

(159) 森・前掲注(12)９頁。公然性を有するインターネット上で展開される「プラットフォ
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場している。 

（２）収益と効用が単純に比例しない構造を持つビジネスモデルの経済的合理

性 

 基礎的モデルでは、デジタルコンテンツを提供するサービスのほかに、

ソーシャル・コミュニティ・サービスを公益法人等が行う典型的な公衆向

けサービスとして想定している。ソーシャル・コミュニティ・サービスは、

基本的に運営事業者自らはコンテンツ提供を行わず、運営事業者が提供す

る場において、ウェブサイト参加者（消費者）がコンテンツを生成し参加

者が利用するというサービスの性質から、消費者生成型メディアと呼ばれ

る。これらのサービスでは、これを運営する側も利用する側においてもコ

ンテンツの充実が共通的な価値の一つであることは言うまでもない。配信

サービスの場合、配信サービス提供事業者が良質なコンテンツを用意する

こととなるが、消費者生成型メディアの場合、集客性を高めることがコン

テンツを充実させる方法の一つでもある。このようなサービスを消費者が

利用選択する際には、利用料金体系は重要な評価要素であるから、つまり、

ビジネスモデルへの評価が働いていることとなる。それは、同じコンテン

ツ又は同質のサービスを提供しながら、ビジネスモデルが集客性を左右し

てしまうこともあり、極端に言うと、提供されるサービスが同質ではなく

とも、サービスを無償提供するウェブサイトの方が集客性は高まることも

考えられる。一方、ウェブサイト補完者である広告主にとっては、情報伝

達媒体を広告媒体として評価しており、実質的な評価価値は利用者数やア

クセス数などの集客性にある。広告収入の増収のためには、その集客性は

ウェブサイトの規模拡大に伴って逓増するから、サービスを無償提供する

ことにある程度の経済的合理性が存在している場合がある(160)。このよう

                                                                                                                             
ームは、多くの場合、広告を掲載するメディアとして機能する」といわれる。 

(160) 渡辺=庄司=井上=山内・前掲注(19)２．問題意識、2.1CGM サービスの価値及び

2.2 ビジネスモデルを参考とした。ただし、公益法人等がウェブサイトを運営する場

合、営利企業が行う場合にみられるような、極端な初期投資のフェーズを経て、広告

型のウェブサイトとして成熟させることを当初から計画する事業は多くないと考え
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に、インターネット上のサービスには「無償で提供されているため、収益

と効用が単純に比例しないという構造」(161)が存在しており、それは情報

伝達媒体と広告媒体の一体性をもったビジネスモデルとして構築され、そ

の収益構造も一体性を有しているものと考えられる。 

（３）「広告モデル型サービス」の収益構造と事業の関係性 

 法人税法は、同法が規定する事業体が稼得する所得に対して課税する法

律であることから、同法に事業の定義規定は特に置かれていないが、同法

に収益事業が規定されていることから、同法の事業の概念には収益事業以

外の事業（非収益事業）が含まれていると解される(162)。 

 法人税法上の収益事業とは、「販売業、製造業その他の政令で定める事業

で、継続して事業場を設けて行われるもの」（法法２十三）をいい、「継続

して事業場を設けて行われるもの」であることが収益事業該当性の基礎的

な要件とされているのは、「継続企業から生じた所得、すなわち『事業所得』

について課税するという趣旨」(163)であるとされる。所得税法 27 条所定の

事業所得とは､各種の事業から生ずる所得（所法 27①）をいい、具体的な

事業については政令に委任している。所得税法施行令 63 条では、事業所

得を生ずべき事業である 11 業種を定めるとともに、このほかとして「対

価を得て継続的に行なう事業」が一般条項として設けられていることから、

これら 11 業種は例示的であるといえる。所得税法及び関連法令に、「対価

を得て継続的に行なう事業」についての規定は見当たらないが、金子宏名

誉教授は事業所得の意義を述べられる中において、「事業とは、自己の計算

と危険において営利を目的とし対価を得て継続的に行う経済活動」(164)と

仰られている。また、事業所得の該当性が争われた事例では、裁判所は給

                                                                                                                             
ている。 

(161) 渡辺=庄司=井上=山内・前掲注(19)１．はじめに。 

(162) 一般的に事業とは、「一定の目的をもって反復継続的に遂行される同種の行為の総

体」をいい、必ずしも営利性を要するものではないとされている（内閣法制局法令用

語研究会編『法令用語辞典』565 頁（有斐閣、1993））。 

(163) 小原・前掲注(111)1270 頁。 

(164) 金子・前掲注(92)227 頁。 
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与所得との区分において、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立

して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社

会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をい〔う〕」と判示し

ている(165)。 

 法人税法上の収益事業は対価性を要件としており(166)、公益法人等が対

価を得ずに行う事業は課税対象とはならないと解されている。前述のとお

り、収益事業とは収益性のある事業として当初から計画され、そのような

目的をもって反復継続される経済活動であるから、その目的・計画につい

て「ある程度客観的に判断すべきである。当初の計画が収益性を無視した

といっても、客観的に見て収益性の見込まれるものは、この要件を満た

す」(167)ものと解されている。また、これとは反対に、収益の出ない構造、

つまり、原価にも満たない対価を得ているような場合の対価性の判断につ

いても、対価性の要件に、所得の安定性を有していることまでを要件に含

め解釈することにはやや難があるとも考えられるが、その行為が収益性を

もった目的で計画され反復継続して行われているかどうかについて、客観

性を有した判断が為されることは前段と同様と考えられる(168)。一般的に

                                                           
(165) この点に関しての裁判例として、弁護士業を行う者が会社と顧問契約を結び、そ

の契約に基づく法律相談によって得た顧問料の所得区分が争われた事例（最二小判昭

和 56 年４月 24 日民集 35 巻３号 672 頁）において、事業所得と給与所得との区分に

おけるメルクマールとして示された。 

(166) この点についての裁判例として、宗教法人が死亡したペットの飼い主から依頼を

受けて、葬儀、供用等を行う事業の収益事業該当性を争った事案（最二小判平成 20

年９月 12 日裁判集民 228 号 617 頁）において、裁判所は、①事業に伴う財貨の移転

が役務等の対価の支払として行われる性質のものか、それとも役務等の対価でなく喜

捨等の性格を有するものか、②当該事業が宗教法人以外の法人の一般的に行う事業と

競合するものか否か、等の観点を踏まえた上で、当該事業の目的、内容、態様等の諸

事情を社会通念に照らして総合的に検討して判断するべきであるとし、収益事業該当

性の判断の基準ともいうべき一般論を示した。 

(167) 武田・前掲注(78)29 頁。また、「結局のところ『事業』の概念は抽象概念の域を出

るものではなく･･････最終的には『社会通念』によって『事業』に該当するか否かを

判断する」（武田昌輔監修『DHC コンメンタール所得税法』1041 頁（第一法規、加

除式））ことになるものと考えられている。 

(168) 公益法人等が本来の目的に従って、無償のサービス提供を行うことは必然的で

あって、本件のビジネスモデルとは明らかに異なるものである。したがって、「その



275 
税務大学校論叢第 89 号 平成 29 年６月 

サービス提供による収益は、サービス提供時、これを享受する者から直接

的に対価として支払われる。広告モデル型サービスの場合、サービス自体

は無償提供であっても、これを継続しなければ広告収入も自ずと途絶えて

しまうことから、これら一体的活動が同種の行為として継続されることで

事業性を有することは明らかである。つまり、広告モデル型サービスでは

その一体性のある収益構造によって収益性の有無が認識できることから、

直接の対価性がない収入であっても、公益法人等が行う他の一体性を持つ

行為とともに、全体の収益で全体の経費を賄うという収益構造にある場合、

その経済的実質は課金モデル型サービス同様に対価性を有するものと判断

されるべきと考える。したがって、広告モデル型サービスは、その経済活

動に明確な関連性が認められる収益構造を持つものから直接対価性のない

部分を除外すると、その事業の実質が不明確になり、これをもって収益事

業として課税すべきか否かの判定を行う場合、税負担の公平性などの原則

に合致しない面も考えられることから、単に有償又は無償で行われるサー

ビスと同視することはできず、一体不可分な事業と考えられる。 

第２節 デジタルコンテンツの提供事業等の性質に応じた収益 

事業の判定 

 ネットワーク上でデジタルコンテンツを複製する行為等には著作権の行使が

想定され、そこに著作権法の法定利用行為がある場合、契約当事者にどのよう

な経済的効果が生じるかによって事業の性質は判断されるべきである。本節で

は、基礎的モデルを電子書籍流通の大動脈に従って、①電子書籍を制作する行

為（電子出版）、②電子書籍の流通過程において事業者間を媒介する行為（電子

取次）、③公衆向け配信するサービスに分類した上で、特にネット空間上の行為

                                                                                                                             
事業の全部を無償で行うことが当初から予定されているのであれば、基本的には、そ

の事業は収益事業には該当しないので、その事業の損失を他の収益事業と通算するこ

とは認められない」（若林・前掲注(100)62 頁）と解されている。 
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に着目し、前節までの検討事項を踏まえ、34 種の収益事業への該当性を検討す

る。なお、基礎的モデルに設定していない諸条件については、収益事業の判定

に影響しないものとして取り扱うこととする。 

１ 電子書籍を制作する行為（電子出版） 

前述した電子書籍関連事業の概要から、電子書籍を制作する行為を紙の書

籍の出版行為と比較した場合、その制作過程においては重なるものが多いこ

とから、法人税法上の「出版業」に該当するか否かを検討することが妥当で

あると判断される。電子書籍の制作から配信までの過程において、紙の書籍

の出版過程と異なる点は、①著作物からの加工処理、②公衆への伝達方法、

③消費者へ提供しているものと整理される。これらの相違点は、紙の書籍な

ど複製物を販売する場合とは異なる、無体物とネット空間を利用した公衆へ

の提供形態そのものの特性によるものである。前述したとおり、法人税法上

の「出版業」は著作物等を印刷、製本により頒布する行為が前提となり、そ

の出版の概念には、法律制定時には登場していなかった電子書籍を想定する

ことはできなかったと考えられる。しかしながら、制作するものが書籍、電

子書籍の別によらず、その事業目的は文字・図画を構成要素とする著作物を

公衆に伝達することであるとともに、その企画から原出版物を作成する主た

る過程は極めて類似する。前述の相違点については、デジタル化技術及びネッ

ト環境の向上によって、そもそも有形媒体に固定していた著作物等を無体の

まま流通させることが可能になったのであって、法人税法上の「出版業」が

想定するその事業形態は自ら出版することにあると解されるから、電子書籍

を出版する行為が外形的にみて「出版業」に含まれないとする特段の理由は

見当たらず、「出版業」に該当するものと考えられる(169)。なお、一般的に出

                                                           
(169) 印刷出版における定義が電子出版までを包含できるかについて、社団法人日本書

籍出版協会では「電子出版をテキストを主体とする言語的電子出版と、動画、静止画、

音声等によって構成される映像的電子出版の二つに分類」し、「一般的にいわゆるマ

ルチメディアと称されることの多い映像的電子出版は、その形態や収録される著作物

の種類が多種多様であり、印刷出版の延長として『出版』という定義に含めるには、
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版業は製造業として分類されるから、電子書籍に関連した事業であっても、

その根幹である製造（制作）を行わない事業の性質は「出版業」とは異なる

ものと判断される。 

２ 電子書籍の流通過程において事業者間を媒介する行為（電子取次） 

自ら電子書籍の制作を行わない電子取次、データ加工及び電子書籍配信な

どの事業については、電子書籍関連事業であっても、「出版業」以外の収益事

業として判定を行う。基礎的モデルにおける電子取次とは、配信先への取次

ぎに加えて、データ加工及び電子書籍関連の売上管理等の事務処理を受託す

る事業である。 

事業者間の取引で用いられる典型的な売買契約の形態は、前述のとおり、

エージェンシー契約（委託販売）の場合と、ホールセール契約（卸売による

転売）に大別され、その契約形態によって事業の性質は異なると考えられな

くもない。しかしながら、上記第１章第２節２（２）ロ考察のとおり、電子

書籍については再販適用除外制度の適用外であることから、いわゆる価格決

定権の議論(170)からこのような契約形態が存在していると解せば、これら契

約の違いによって事業の性質を別異に解すべきではないと考えられる。 

また、事業者間では売買契約とともに、著作権の利用許諾契約が結ばれて

                                                                                                                             
適当ではない場合も少なくない。しかし、実際には電子出版ではほとんどの場合、両

方の性質を併せ持つことも事実であり、言語的電子出版の部分を区別して定義するこ

とは困難」としている（社団法人日本書籍出版協会第 1 分科会報告書「出版社の権利

について」（2002.４）を参考とした） 

（www.jbpa.or.jp/pdf/documents/report0204.pdf：平成28年11月21日最終閲覧））。

したがって、現段階における電子書籍を構成するコンテンツは、その多くがテキスト

型コンテンツであって紙の書籍としての出版も可能であるところ、アナログ媒体への

固定を考慮しないデジタルコンテンツ（ボーンデジタルコンテンツ）では、テキスト

型コンテンツに加えて、音声、動画といったテキスト以外のコンテンツと複雑に融合

したマルチメディアと呼ばれるものであり、これらを制作・配信する行為の事業分類

は難しい。例えば、主たる部分が何の事業種であるかなど、従来から存在する事業を

起点に捉えようとすることにも限界があるのではないだろうか。 

(170) この点に関しては、北川雅洋「電子出版の台頭により変化する出版産業の今後」

文化経済学第９巻第２号（通算第 33 号）22-23 頁（文化経済学会、2012）を参考と

した。 
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いると想定される。電子書籍制作事業者と電子取次事業者の場合、著作権者

である電子書籍制作事業者が電子取次事業者に対して、公衆送信権等の著作

権の支分権を利用許諾し、電子取次事業者が電子書籍制作事業者にその利用

料を支払うことを内容とする契約の締結が考えられる。つまり、書籍の二次

出版のような契約形態ではあるが、第１章第２節２（１）イ(ﾛ)考察のとおり、

当事者間の契約に沿った一定条件の下での法定利用行為に対して、著作権者

が契約相手に対してその有する損害賠償請求権等を行使しないという不作為

義務を内容とする債権的利用権の付与であるとすれば、二次出版とは別異に

解すべきと考える。 

一方で、取り扱うものが物からデジタルデータと姿を変えたことによって、

これを取次又は販売等を行う際、上記第１章第２節２（１）イ(ﾆ)Ｂのとおり、

デジタルコンテンツ独自の事情が発生している。例えば、どの配信サービス

においても複数のデータファイル形式に対応する電子書籍を提供しており、

また、標準的なデータファイル形式であっても利用する電子端末の種類等に

よる独自性部分は皆無とはいえず、コンテンツごとにこれら複数のデータ

ファイル形式に適合させた加工処理を要する(171)。また、電子書籍販売の特

徴である実売に基づく売上管理や印税計算(172)の事務処理なども発生してお

り、安定した運営が見込める大手事業者などでは社内インフラ整備が行われ

ているものと思われるが、上記第１章第２節１（２）イのとおり、実売部数

があまり多くないその他の事業者にとっては、電子取次事業者を利用するメ

リットは大きい。そして、それらのメリットは、より多くの配信先との契約

が前提にあっての業務効率化であり経費負担軽減であるから、電子書籍制作

事業者が電子取次事業者を介して売買することの最大の理由は、より多くの

配信先との取引ができることに他ならないといえる。 

以上のことから、電子取次ぎの行為は、電子書籍制作者と電子取次事業者

                                                           
(171) 公正取引委員会・前掲注(26)11-12 頁。 

(172) 出版は「発行部数×定価×印税率」であることから、初版発行時にその計算のほ

とんどが終了するのに対して、電子書籍では、「実売部数×実売価格×印税率」であ

り、その事務処理は定期的に発生する（公正取引委員会・前掲注(26)12 頁）。 
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の取引において、その売買契約とともに著作権の提供等に当たる契約形態を

用いていた場合、あるいは、その契約に電子書籍特有の事務処理の委託を含

む場合であったとしても、前述のとおり、当事者間に生じる経済的効果によっ

て判断される事業の性質までを変えるものとはいえず、他の者のために商行

為の代理を行う事業又は自己の名をもって他の者のために売買を行うもので

あり、法人税法上の「代理業」又は「問屋業」に該当すると考えられる。 

なお、電子取次事業者などの仲介事業者がデジタルコンテンツ特有の事情

としてデータ加工処理や売上に関する事務処理までを含めて行う場合、例え

ば、上記第１章第２節２（１）イ(ﾆ)の著作権の制限規定の範囲にあるような

データ加工の程度は、デジタルコンテンツゆえの必要性を考慮し、これを含

めて代理又は取次行為と考えることに無理はないが、あくまでデータ加工処

理等の程度によってその事業の性質は判断すべきであるから、販売用のデー

タ加工等、明らかに取次行為の範囲を越えるものを含む行為は、「請負業」な

どと判断されるべきであろう。 

３ 公衆向け配信サービスの収益事業 

多様である公衆向けのデジタルコンテンツ配信サービスでは、電子書籍を

含めた様々なコンテンツが消費者へ提供されているが、そのサービスごとの

特性は提供方式などによって分類される。具体的には典型的な提供方式であ

る、①ダウンロード方式、②ストリーミング方式、③ロッカー型クラウドサ

ービス、④データベースサービスのそれぞれについて収益事業判定を行う。 

（１）消費者の手元に複製物が作成される配信サービス 

イ デジタルコンテンツへ課金する配信サービス 

 ダウンロード方式による配信サービスの特徴は、消費者の手元にある

デジタルコンテンツを利用させることである。具体的には、消費者のデ

ジタルコンテンツの選択（契約）に対して、配信サービス提供事業者は

課金し、決済手続完了後、当該デジタルコンテンツをダウンロード可能

な状態とする提供方式である。その後、消費者は当該デジタルコンテン
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ツを自らの手元へダウンロードするが、この時、消費者が保有する電子

端末等上では有形的複製が行われており、その行為の主体性が消費者と

評価される場合、著作権法上の複製権行使に該当する可能性が考えられ

る。この場合、その複製行為が利用契約に基づく適正な利用方法に基づ

くものである限り、その契約内容から著作権を基礎とした利用許諾に当

たるか否かは判断される。前述のとおり、多くの利用契約では、その利

用に関して、私的複製の範囲を越える利用を許諾していない旨の条項が

設けられており、また、その所有権は消費者へ移転しない旨も明記され

ていることから、利用契約上、著作権者である配信サービス提供事業者

等から消費者への著作権の提供等はないもの(173)と判断される。ここま

での考察から、ダウンロード方式による配信サービスを概括すると、消

費者の手元でデジタルコンテンツの有形的再製を行い、有体物となった

状態のデジタルコンテンツを配信サービスシステムと分離し、その消費

者の管理の下に移して一定条件の下で閲覧させるものといえることから、

前節１・２の考察を踏まえたところで、法人税法上の「物品貸付業」に

該当する可能性が考えられる。 

 ところで、通常、貸付けという行為は、貸付けたものが返却されるこ

とを前提としており、この行為を直接的に配信サービスに当てはめてみ

ると、貸付けることも返却することも公衆送信行為を通じたデジタルコ

ンテンツの複製行為によって実現される。デジタルコンテンツを貸付け

る行為の実質が複製である場合、その目的物は配信サービス提供事業者

の手元に残ったままであるが、消費者側の「使用する権利」に基づく利

用目的は果たされる。しかしながら、配信サービス提供事業者が消費者

                                                           
(173) 利用行為の主体性が消費者と評価される場合、消費者が行う著作物の複製行為は、

著作権上の例外規定が適用される私的使用目的の複製（著作権法 30①）であること

から、権利者の許諾を得ることは特段不要である（文化庁文化審議会著作権分科会著

作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会（第 10 回）配布資料１「クラウ

ドサービス等と著作権に関する報告書」15-16 頁（平成 27 年２月） 

（http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hogoriyo/h26_10/ 

pdf/shiryo_1.pdf：平成 29 年１月６日最終閲覧））。 
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側に求める返却時の実質的な効果は、目的物の消尽等によるサービス利

用停止にあると考えられるから、目的物であるデジタルコンテンツを返

却させたところでその目的が果たされるとも思えず、これを返却させる

ことに実益はない。また、ダウンロード方式の場合、消費者にとっては

手元にあるデジタルコンテンツを購入した、つまり、物と同様に、デジ

タルコンテンツ自体を所有している又は利用する権利を取得したと感じ

ている場合は少なくない。これらのことから、配信サービス提供事業者

は消費者に対して、あらかじめ利用契約等によって契約終了後の権利関

係を明示し、利用期間終了後はこれに従った権利処理が為されることで、

当事者間で合意しているものと解される。 

 この点に関しては、二通りの処理方法が見受けられる。一つは、前述

のように配信サービス提供事業者は、消費者に対して一定条件下でデジ

タルコンテンツを一時的に使用させた後、契約期間終了時には技術的又

は利用契約によってそのサービスを停止状態に戻すものであることから、

当事者に生じる効果は物の貸付行為と異なるものではないと解される。

もう一つは、サービスシステムへの接続を要する再ダウンロード等のサ

ービスのみを終了し、すでに消費者の手元にある複製物は利用契約によ

る一定条件の下で使用の継続を可能とするものである。このようなサー

ビスでは、消費者はサービスシステムから離脱しても手元にあるデジタ

ルコンテンツは使用可能であるが、その利用方法は「使用する権利」に

留まることから著作権又は著作物の譲渡には当たらない。しかしながら、

デジタルコンテンツを貸付ける行為のみがあって返却行為がなく、その

利用に関して実質的に期間的制約がないものであることから、当事者に

生じる経済的効果は物の販売と異なるものとは言い切れない(174)。 

 以上のように、ダウンロード方式による配信サービスは、前節の「通

                                                           
(174) ただし、単に契約期間後の使用ができることをもって判断するのではなく、使用

できる電子端末等や私的複製に制限がある場合などその制約条件の強弱によっては、

明らかに物の販売と別異に解すべきものがある。 
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常物品といわないもの」の検討を踏まえたところで、物品をその消費者

の管理のもとに移してその利用をさせる物品の貸付け又は物品の譲渡と

いえることから、「物品貸付業」又は「物品販売業」に該当すると考えら

れる。 

ロ 復号情報等の提供に対して課金する配信サービス 

 暗号化技術などを組み合わせた提供方法による場合、そのようなサー

ビスを別個のものとして取り扱う必要があるか否かという疑問が生じる。

具体的には、①無償で暗号化したデジタルコンテンツを公衆向けにダウ

ンロード方式にて提供し、②消費者の手元の暗号化したデジタルコンテ

ンツの復号情報を有償提供するケースである。 

 まず、①については、提供する情報が暗号化されている場合でも、復

号鍵等によって認識可能な状態へ変換する処理を施さなければ、目的と

する閲覧等の利用が達し得ないだけであって、そこに著作物のデータが

含まれているのであるから、上記と同様、結果的に消費者の手元で有形

的複製が行われるそのダウンロードは著作権法上の複製行為であると考

えられる。また、著作権の行使に有償であるか無償であるかは関係がな

く、公衆において無償でダウンロードすることを可能としている場合、

著作権者にとっても複製行為及び公衆送信行為を禁止することに実益が

ないことから、配信サービス提供事業者は暗号化したデジタルコンテン

ツの複製行為を明示的に許諾していると考えられる(175)。 

                                                           
(175) 山本隆司=山田雄介「クラウド環境における著作権使用料に対する源泉所得税

（下）」NBL1028 号 73-74 頁（商事法務、2014）では、「日本企業Ｘは、海外企業Ｙ

の海外所在サイトから暗号化したソフトウェアを無料でダウンロードしたが、その利

用には暗号解除が必要であり、暗号解除キーを購入して代金を支払った」とする事例

について、「暗号化されているソフトであっても、暗号解除キーがなければ読めない

だけであって、そこに著作物のデータが含まれているのであるから、そのダウンロー

ドは複製行為であ〔る〕」と考えられるとされる。また、「無償でダウンロードさせる

ソフトに仕掛けられた暗号化には、著作権は及ばないと解される。というのは、暗号

化技術も『技術的保護手段』として著作権法上保護され得るが、『技術的保護手段』

として保護されるのは、著作権侵害行為を防止または抑制することを目的とするもの

に限られ」、このような取引形態では、「権利者であるＹがＸによる複製行為は明示的
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 次に②については、著作権法における技術的保護手段とは、電磁的方

法により著作権等を侵害する行為を防止又は抑止するもの(176)であって、

具体的には法定利用行為を抑止又は防止する手段であるから、アクセス

制御のみを行うものは適用除外とされる。また、ID・パスワード自体は、

単なる文字、数字、記号の羅列であって、プログラムの著作物(177)にも

該当せず、著作権法上、保護の対象とはされておらず(178)、ID・パスワ

ードを付与する行為のみをもって、複製権、あるいは公衆送信権など著

作権の利用許諾があったとは認められない。つまり、暗号化又は ID・パ

スワード等によって、デジタルコンテンツへのアクセスを制御する保護

手段を施した配信サービスであったとしても、その経済的実質は上記イ

と同様であって、事業の性質に影響を与えるほどのものではない。 

（２）消費者の手元に複製物が作成されない配信サービス 

 ストリーミング方式とは、消費者の要求に基づき機械的にダウンロード

を開始し、消費者の手元に届いた情報の一部（ブロック）から閲覧可能と

するものである。上記（１）ダウンロード方式との区分において特徴的な

のは、一般的に認識が可能な電子ファイルを構成しない技術的手段であり、

例えば、デジタルコンテンツは暗号化された情報としてインターネット上

を流れ、消費者の手元において、認証情報をもとに自動的に復号すること

で閲覧可能な状態とするものである。この提供方式では、消費者は閲覧の

都度、配信先であるウェブサイト等への接続が必要であることから、復号

後の閲覧条件や閲覧後のストリーミングファイルの後処理なども技術的に

                                                                                                                             
に許諾しているし、権利者であるＹがＸが･･････公衆送信権も権利者にとって禁止す

る実益はないので暗黙に許諾していると考えられる」としている。。 

(176) 著作権法上の技術的保護手段とは、電磁的方法により、著作権等を侵害する行為

の防止又は抑止するものをいう（著作権法２条１項 20 号）。 

(177) プログラムとは「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこ

れに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」（著作権法２①10 の２）。 

(178) 経済産業省・前掲注(52)ⅱ.41-51 頁）を参考とした。なお、事業者と消費者との

間に利用契約において、ID・パスワード等の第三者提供を禁止する内容がある場合、

消費者は契約上の責任（債務不履行による損害賠償（民法 415））を負うと考えられ

る。 
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コントロールが可能である。一般に物品の貸付けとは、物品をその消費者

の管理のもとに移して目的物を利用させる行為をいうのであるから、本方

式のように消費者の手元で有体物を構成せず、その利用方法がサービスシ

ステムから独立したものではないものは、物品の貸付けに該当しないとも

考えられる。しかし、契約期間内は当該システムへのアクセスに何らの制

限も受けず、その電子書籍はいつでも閲覧可能な状態であるから、実質的

にデジタルコンテンツを消費者の管理の下に利用させる行為とみるべきで

ある。また、契約終了後は、消費者の手元にはもともと目的物は有形的に

残らない仕組みであることから、ウェブサイト等へアクセス権限をはく奪

することで目的物の使用はできなくなり、契約前の状態を回復し、物の貸

付け及び返戻と同様の経済的な効果を実現している。 

 以上のことから、消費者の手元に複製物が作成されないデジタルコンテ

ンツ配信サービスでは、そこで用いられる契約が売買の形式であったとし

ても、配信サービス提供事業者等の著作権者は何らの権利を失うものでは

なく、サービスの継続性をもって、消費者に一定条件の下でデジタルコン

テンツを使用させるものである。前節１・２の考え方からは、そのような

行為は実質的に物の貸付けと同様の効果を有するものであることから、「物

品貸付業」に該当すると考える。 

（３）ロッカー型クラウドサービス 

 ロッカー型クラウドサービスとは、サービス提供事業者がクラウド上に

用意したサーバ等（以下「ロッカー」という。）に保存されるデジタルコン

テンツを利用者が自らの様々な電子端末等において利用できるようにする

サービスである(179)。サービス提供事業者は、消費者からの入出力要求に

基づき、機械的にデジタルコンテンツをアップロード又はダウンロードす

る仕組みを提供するのみであって、基本的には入出力行為そのものには関

与しない。 

                                                           
(179) 文化庁・前掲注(173)４頁。 
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 基礎的モデルではロッカー型クラウドサービスにおける典型的な二つの

タイプ(180)を想定し、一つはロッカーへ格納されるコンテンツの種類が限

定されるタイプのものであり、例えば、コンテンツの種類をサービス提供

事業者によって提供される電子書籍、あるいは音楽用データファイルに限

定した上で、ロッカーに保存したコンテンツについて、消費者が自らの電

子端末等で利用ができるようにするサービス、いわゆる「コンテンツ・ロッ

カー」である。「コンテンツ・ロッカー」は、デジタルコンテンツを提供す

る配信サービスの一機能として組み込まれ、その利用に関しては利用契約

に含まれていることも多い。もう一つはロッカーへ格納するコンテンツの

種類及び内容は問わず、そのコンテンツはすべて消費者が用意するもので

あり、これを機械的に入出力するサービス、いわゆる「汎用・ロッカー」

である。「汎用・ロッカー」を提供する事業者は、場（ウェブサイト）と環

境（サーバ上のストレージ等）を提供するのみであって、デジタルコンテ

ンツの提供は行わないことから、サービス提供事業者と消費者の間で用い

られる契約形態は、期間を含む一定条件下でロッカーを使用させる準委任

契約が多いと考えられている(181)。なお、割り当てられる個々のロッカー

へアクセスできるのは、サービス契約者（消費者）に限られているものと

する。 

 第１章の考察から、デジタルコンテンツの取引では、著作権法上の複製

権又は公衆送信権の行使に留意すべきであるから、その利用方法に法定利

用行為があるか確認しておく。ロッカー型クラウドサービスでは、どちら

のタイプにおいても、ロッカーへの入出力行為の主体が消費者と評価され

る場合、ロッカーからのダウンロードによる複製行為と、ロッカーへのアッ

プロード時の公衆送信行為及びクラウド上での複製行為に著作権行使の可

                                                           
(180) いずれのタイプにおいても、クラウド上でのデータ変換等によるデジタルコンテ

ンツの改変及びデータ共有機能はないものとし、その他、著作権者の許諾を要するも

の又はその行為については、すべて契約等で対応していることを前提とする。 

(181) この点に関しては、岡村久道『クラウド・コンピューティングの法律』35 頁（民

事法研究会、2012）を参考とした。 
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能性が考えられるが、現在のところ、いずれの場合も私的複製の範囲内の

行為(182)とされ、法定利用行為には当たらないと考えられる。 

 また、ロッカー型クラウドサービスは、自社の通信設備の一部であるス

トレージ等そのものを消費者の管理下へ置くものではなく、あくまで事業

者が提供するサービスシステムを通じた一定条件下で論理的なロッカーの

利用を提供するものであって、単なる通信行為とは性格を異にしている。 

 さらに、ロッカー型クラウドサービスにおいては、いずれのタイプにお

いても、消費者との利用契約については消費者契約法が働き、損害賠償責

任の全部免除や故意又は重過失による損害賠償責任の一部免除を定める条

項などは無効とされ、また、少なくとも有償で提供しているサービスであ

る以上、前述した貸ロッカーの例のような特殊な賃貸借契約が結ばれてい

なくとも、実質的には「準委任契約以外の契約形態とする場合や、契約中

に明文規定がない場合でも、クラウド事業者は消費者に対して、その預かっ

た情報について善管注意義務を負っていると考えられ〔る〕」(183)ことから、

「事務処理の委託を受ける業」を継続して行うものと解される。 

 以上のことから、事業者自らはコンテンツを提供しない「汎用・ロッカ

ー」を利用させるサービスは、法人税法上の「請負業」に該当すると考え

られる。一方、事業者がコンテンツを提供するとともに、ロッカーに保存

したコンテンツの利用も可能とする「コンテンツ・ロッカー」を利用させ

るサービスは、コンテンツを提供する事業に付随するものと考えられる。 

（４）データベースサービスによるデジタルコンテンツの提供 

 基礎的モデルで想定するデータベースサービスは、インターネットを通

じて自社システムへのアクセスを許可する方法により、消費者に対して情

報提供を行うものである。具体的には多数（書籍など）や、大容量（法令）

                                                           
(182) 前掲注(173)。 

(183) 田島正広（監修）『インターネット新時代の法律実務 Q&A〔第３版〕』58 頁（日

本加除出版、2017）。 
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などの特性をもつ情報によって構成されたデータベース(184)の課金モデル

型サービスであり、消費者からの要求に基づき、データベースを構成する

情報の検索結果、編集した情報又は有償・無償のコンテンツなどを提供す

る。 

 データベースに著作物性がある場合、著作権法が保護する範囲はデータ

ベースの全体であるから、通常の消費者の利用方法として、データベース

全体を複製することは考えられず、実質的にはデータベースの著作物の利

用許諾には該当しない(185)。データベースサービスは、単に通信を媒介す

る目的の事業ではなく、「保有する情報と体系的構成による創作性のあるデ

ータベースシステム」を通じた情報伝達方式である。そのサービス提供事

業者の活動には、情報収集、加工、蓄積といった、書籍等を制作する事業

と類似する経済的活動も多く、これらによって得られた情報を構成要素に

含んだ「創作性のあるデータベースシステムの維持管理」を目的として、

運営事業者が消費者等からサービス利用料金を徴収していると考えられる。

一方、消費者がそのデータベースサービスを選ぶ観点として、著作権法が

保護するための必須要件である「情報の選択又は体系的な構成」（データベ

ースに実装される検索機能等の使い勝手）の良さは重視されるものである。

しかしながら、消費者がデータベースサービスを利用する目的は、検索結

果（コンテンツ）の取得（閲覧）の他ならないと考えられるから、その利

用に際して支払サービス利用料金の性質を目的・享受する便益などの経済

的実質からは情報提供料と判断され、その性質は通信回線使用料及びイン

ターネット接続料など通信行為に対するものとは性格を異にしているとい

える。したがって、基礎的モデルにおけるデータベースサービスがデジタ

                                                           
(184) 著作権法上のデータベースとは、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であっ

て、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し

たものをいう」（著作権法２①十の三）。 

(185) データベースの著作物について、著作権法が保護すべき要件は「その情報の選択

又は体系的な構成によって創作性を有するもの」（著作権法 12 の２①）とされ、個々

の情報とは別にデータベース全体が保護される（著作権法 12 の２②）のであるから、

データベースの部分を構成するものには、著作物以外も含まれる。 
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ルコンテンツ提供事業の付随行為として行われる場合を除いては、他の者

の委託に基づいて行う情報の収集及び提供等を行う「請負業」に該当する

と考えられる(186)。 

第３節 まとめ 

公益法人等が行うデジタルコンテンツ提供事業等の収益事業判定では、法令

上の取扱いを明確にする目的からコンテンツの種類を電子書籍とした上で検討

を進めた。電子書籍関連事業を中心とした収益事業の判定に当たっては、コン

テンツ制作事業者、流通事業者及び配信サービス提供事業者を経由する電子書

籍流通の大動脈に従って、その事業ごとの検討を行った。 

これらの収益事業判定に当たっては、その制度の趣旨からは、公益法人等が

行う事業の実質的な経済活動がどのようなものであるのかが重視されてしかる

べきであるから、①ネット空間で展開する事業が共通的に有する通信業的性格

から、一律に「通信業」とすることは適当ではなく、むしろ、これを手段とし

て何が行われているか、その経済的実質に基づく考察が必要であり、②ネット

空間では取引の対象物が無体のままであることが必然であって、物を対象とす

る行為及びこれに働く権利関係と同様に考えることには無理が生じている場合

があることを念頭に、その行為の実質が製造や販売、貸付けなどに他ならない

場合には、それらと別異に解すべきではなく、また、③デジタルコンテンツの

取引では、売買契約のほかに著作権に関する契約等が交わされるが、その著作

                                                           
(186) 日本標準産業分類を参照すると、データベースサービス業は「情報通信業」の中

で「情報提供サービス業」に分類されており、「インターネット附随サービス業」、「通

信業」及び「放送業」とは区別されている。この場合のデータベースサービス業とは、

各種のデータを収集、加工、蓄積し、情報として提供する事業所をいい、例えば、不

動産情報、交通運輸情報、気象情報、科学技術情報などの提供サービス業と説明され

ている。つまり、データベースと呼ばれる技術的な側面のみで一律に判断するのでは

なく、提供する「情報」に対する行為によって実質的に判断されるべきであり、一次

情報を編集し提供するような事業と、そのような編集は行わず単に収集又は蓄積され

た情報を公衆送信する事業の性質は別異に解すべきと考える。 
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権の契約の法的性質とともに、その契約が当事者間にどのような経済的効果を

生じさせているかを踏まえ、その事業の性質を判断すべきと考える。 

これらを踏まえた基礎的モデルの収益事業の判定は次の通りである。 

１ 電子書籍を制作する行為（電子出版） 

自ら出版する電子出版行為は、その事業目的及び制作過程を出版行為と政

策は文字・図画を構成要素とする著作物を公衆に伝達することであり、デジ

タル化技術及びネット環境の向上によって、そもそも有形媒体に固定し公衆

伝達していた著作物等を無体のまま流通させることが可能になったのであっ

て、その行為が外形的にみて「出版業」に含まれないとする特段の理由は見

当たらず、「出版業」に該当するものと考えられる。 

２ 電子書籍の流通過程において取次行為（電子取次） 

事業者間では売買契約とともに結ばれている著作権の利用許諾契約は、書

籍の二次出版のような権利関係を構成するが、その契約の実体は、取引上の

法的安定を図ることを目的とした債権の付与であるとすれば、いわゆる版権

ビジネスと呼ばれるような、商品の製造販売を行う権利（商品化権）の提供

によって経済的利益を得るものとはその性格を異にしている。したがって、

その取引が当事者に生じさせる経済的効果によって事業の性質を判断すべき

であり、電子取次に関しては、他の者のために商行為の代理を行う事業、又

は、自己の名をもって他の者のために売買を行う事業であるから、法人税法

上の「代理業」又は「問屋業」に該当すると考えられる。 

３ 配信サービスの収益事業 

（１）消費者の手元に複製物が作成される配信サービス 

 ダウンロード方式によるデジタルコンテンツを配信するサービスは、消

費者の手元でデジタルコンテンツの有形的再製を行い、有体物となった状

態のデジタルコンテンツを配信サービスシステムと分離し、その消費者の



290 
税務大学校論叢第 89 号 平成 29 年６月 

管理のもとに移して一定条件の下で閲覧させるものである。そのような行

為は法人税法上の「物品貸付業」又は「物品販売業」に該当すると考えら

れる。 

（２）消費者の手元に複製物が作成されない配信サービス 

 消費者の手元に複製物が作成されないデジタルコンテンツ配信サービス

では、そこで用いられる契約が売買の形式であったとしても、配信サービ

ス提供事業者等の著作権者は何らの権利を失うものではなく、サービスの

継続性をもって、消費者に一定条件の下でデジタルコンテンツを使用させ

るものである。そのような行為は法人税法上の「物品貸付業」に該当する

と考えられる。 

（３）事業者自らはコンテンツを提供しないロッカー型クラウドサービス 

 ロッカー型クラウドサービスは、消費者に対して私的複製の範囲内に限

定して、自社の通信設備の一部を貸付けるものであるが、あくまでサービ

スシステムを通じて利用させるものであり、物を移動させ貸出す行為とは

異なる性質を有している。事業者自らはコンテンツを提供しないロッカー

型クラウドサービスは、公衆向けにクラウド上のロッカーの利用を提供し

ているものであり、「事務処理の委託を受ける業」を継続して行うものとし

て、法人税法上の「請負業」に該当すると考えられる。 

（４）データベースサービスによるデジタルコンテンツの提供サービス 

 基礎的モデルで想定するデータベースサービスは、インターネットを通

じて自社システムへのアクセスを許可する方法により、消費者からの要求

に基づき、データベースを構成する情報の検索結果、編集した情報又は有

償・無償のコンテンツなどを提供する。 

 データベースサービスは、単に通信を媒介する目的の事業ではなく、保

有する情報と体系的構成による創作性のあるデータベースシステムを通じ

た情報伝達方式であるが、そのサービス提供事業者の活動には、情報収集、

加工、蓄積といった、書籍等を制作する事業と類似する経済的活動も多い。

一方、消費者が支払う対価の性質は情報提供料としての性格を有しており、
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通信回線使用料、インターネット接続料など通信行為に対するものとはそ

の性質を異にしている。以上のことから、データベースサービスがデジタ

ルコンテンツ提供事業の付随行為として行われる場合を除いては、他の者

の委託に基づいて行う情報の収集及び提供等を行う法人税法上の「請負業」

に該当すると考えられる。 

 

 事業内容 特掲事業 

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
提
供
事
業
等 

①デジタルコンテンツ制作事業 

（電子書籍の例で判定） 
出版業 

コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
を
行
わ
な
い
事
業 

②デジタルコンテンツの流通過程において、事業者間

の媒介を行う事業 

（電子取次ぎの例で判定） 

代理業 

又は 

問屋業 

公衆向け配信等

サービス（付随

行為に該当する

場合を除く） 

③デジタルコンテンツ配信サービス 

（ダウンロード又はストリーミング

方式の例で判定） 

物品販売業 

又は 

物品貸付業 

④クラウドサービス 

（ロッカー型クラウドサービスの例

で判定） 

請負業 

⑤検索型サービス 

（自ら情報収集等を行い、これを編

集したデータベースサービスの例

で判定） 

請負業 
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結びに代えて 

本稿では、デジタルコンテンツ及びその取引の特性に注目し、その特性を際

立たせたモデルによって、法人税法上、収益事業の判定を困難とさせている事

情を探り、法律には直接的に表現されていない無体物の取扱いと、ウェブサイ

ト上で行われる取引行為の法的性質を明らかにすることを中心に考察を行い、

これらを踏まえたデジタルコンテンツ提供事業の具体的な収益事業の判定を検

討する研究を行った。デジタルコンテンツの特性に主眼を置いた結果、特掲事

業に該当するか否かの判断が中心となり、判定すべき事業の対価性及び競合性、

さらに考慮していない諸事情はその収益事業の判定に影響を及ぼさないことと

して検討を進めてきたが、実際の収益事業該当性の判定においては、これらの

判断にその重心が移ることは、収益事業該当性が争われた過去の事例からも窺

い知ることができる。今回の研究において、そのような諸事情までを含めた具

体的な検討に届かなかったことに加え、広告モデルの一体不可分な事業に外枠

的な結論は得たものの、複雑化するインターネット広告が配信サービスに対し

て、具体的にどのような影響を与えているのかなどは、筆者の力量不足から十

分な考察を行うには至っておらず、この点に関しては今後の課題とさせていた

だきたい。 

ところで、現行の収益事業課税制度が収益事業を特定する方式を採用してい

る以上、その制度趣旨である課税上の公平の維持を図るためには、社会が取り

巻く状況や経済情勢の変化に伴う公益法人等の実態には敏感であって、営利企

業との事業競合性及び他の収益事業とのバランスなどを十分考慮した機動的な

対応は必要であろう。しかしながら、公益法人等が行う多様な経済活動のすべ

てを把握することは事実上困難であり、また、すべてを法律上に網羅し頻繁に

改正を行うこともかえって混乱を来すものと思われる。現行の収益事業課税制

度をどのように改正すべきかといった点についても、今後の課題とさせていた

だきたい。 

最後に、本稿でも触れたが、近年、物は所有から共有へ、コンテンツはアナ
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ログからデジタルへ姿を変える中、通信や放送といった分野を中心にアナログ

とデジタルの分離限界という現象が見られる。本稿執筆中にも、新聞報道等に

おいて「デジタルコンテンツ」、「配信サービス」、そして「著作権」などのキー

ワードを頻繁に見受けることとなった。例えば、教育環境の IT 化においては、

電子教科書とともに学校図書をデジタル化する検討が行われており、これら電

子書籍を電子端末で読む方式の導入は、書店数の少ない地域の大きな期待を背

負っている。そのような情報からは、今後も急激な技術革新によって想像の域

を越えるような「もの」や「サービス」が登場する可能性が十分感じられる一

方で、デジタルコンテンツを巡る諸問題に関しては、現在も関係省庁を中心に

議論は継続中であることから、今後も、関係法令等の整備状況や学説等の動向

を注視していく必要がある分野と考える。 

 


